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日本人の平均寿命は男性 81.1 年，女性 87.1 年で

あり，90 歳の生存率でみるとそれぞれ 26.0％およ

び 50.1％となった１）。住民基本台帳に基づく 100 歳

以上の高齢者数は 95,119 人と報告されている２）。ま

さに人生 100 年時代が現実のものとなってきた。長

寿は人類の長年の夢であり，その夢が現実になって

きた。

しかしその一方で，日本人の健康寿命と平均寿命

との間には男性で約９年，女性では約 12 年の開き

がある。年齢を重ねるごとに病気や要介護状態にな

るリスクが高まるので，これに対する公衆衛生的な

対策として，医療保険・介護保険制度および高齢者

の社会的孤立を防ぎながら個人の特性を踏まえた健

康支援と共に，社会環境の整備が必要である３）。そ

して，人口構造の高齢化は社会保障制度の維持のた

めの財政負担をもたらす。そのため，健康長寿社会

を達成することが国の健康政策の柱の一つとなって

いる。

この政策目標の中で，生活習慣病（非感染性疾患： 

Non-communicable diseases. NCDs）と要介護状態・

フレイルの予防は欠かすことのできない目標であ

る。健康寿命と歯科口腔保健との関係について，疫

学研究をはじめとするエビデンスが蓄積してきてい

る。歯科口腔保健が健康長寿に寄与するメカニズム

は，食生活・栄養に関わるものと，口腔衛生状 態

の悪化や歯周病をはじめとする口腔に起因する持続

的炎症が原因と考えられている。

歯・口の健康状態を示す指標として最も広く用い

られる歯数は，健康な食生 活を営む上で直接的な

影響を及ぼす。また歯を失う主な原因はう蝕と歯周

病が重症化した結果なので，長期間にわたるこれら

の疾患が蓄積した影響を示す。例えば 40 歳以上を

対象とした 15 年間の追跡調査で，しっかり噛むた

めに必要な歯数を有している人はそうでない人に比

べて約 1.4 倍生存率が高くなっている４）。また，歯

周病や歯数と糖尿病，がん，脳血管疾患などの生活

習慣病（NCDs）や肥満などそのリスクとの関係も

報告されるようになっている。例えば全国の歯科患

者約１万人を５年間追跡した最近の報告でも，歯数

が多い人では明らかに生活習慣病の発病リスクが低

下し，定期歯科受診をしている人でもそうでない人

に比べてその傾向がみられる５）。要介護状態の原因

との関係では，65 歳以上を対象とした追跡調査で

何でも噛める人に比べて噛めるものに制限がある人

は，要介護状態になるリスクが 1.3 倍に高まる。認

知症との関係でも，４年間の追跡調査で歯が 20 本

以上ある人に比べて自分の歯がほとんどなく義歯も

使っていない人は 1.9 倍認知症になるリスクが高

い６）。フレイルとの関係を示した最近の調査では，

65 歳以上の高齢者を対象とした調査で，①半年前

に比べてかたいものが噛みにくくなった，②お茶や

汁物でむせることがある，③現在の歯数が 20 本未

満，④滑舌の低下，⑤噛む力が弱い，⑥舌の力が弱

い，という６項目のうち３項目以上該当する人を

オーラルフレイルと定義した場合，４年間の追跡調

査で，オーラルフレイルの人はそうでない人に比べ

て，身体的フレイルで 2.4 倍，生存率で 2.2 倍リス

クが高まる７）。このような背景の中で，高齢者が歯

科口腔保健サービスを受けることは，ユニバーサル・

ヘルス・カバレッジ（UHC）として高齢者の権利

〈巻頭論文〉� ���������������������������������������

健康長寿と歯科医療・口腔保健

深井穫博＊

＊深井保健科学研究所

Healthy Longevity and Dental Care/Oral Health
Kakuhiro Fukai ＊

＊ Fukai Institute of Health Science
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である８）。

歯科口腔保健の健康施策における位置づけは，歯

科口腔保健の推進に関する法律（2011 年制定）に

基づき，歯・口腔の健康づくりプランおよび健康日

本 21（第２次）（2013－2022 年）以降調和のとれた

形で進められている。特に健康日本 21 においては，

健康寿命延伸，NCDs 予防および高齢者の健康保持

に，運動，栄養・食生活，禁煙，飲酒に加えて歯科

口腔保健が基本要素と位置づけられている。この中

で，歯・口腔の健康指標は，高齢者の咀嚼状況，中

高年の歯周病，歯科検診（健診）受診状況の有無が

代表的な評価項目となっている。

施策の動向をみると，このような歯科単独の指標

を健康政策評価に位置づけるだけでなく，歯科口腔

保健が生活習慣病（NCDs）と要介護・フレイル予

防の 施策の中に組み込まれるようになっている。

すなわち，（１）がん施策，（２）認知症施策，（３）

糖尿病施策，（４） 高齢者フレイル施策，（５）メタ

ボリックシンドローム（NCDs 予防）施策等の中に

歯科口腔保健が位置づけられるようになってきた。

歯・口腔の健康は，「食べる，話す，笑う」とい

う個人の QOL の維持と健康寿命の延伸に不可欠な

要素である。その一方，う蝕・歯周病に代表される

口腔疾患は，食べている限り生涯その発病のリスク

を伴う。また，高齢者においては，加齢による内在

的能力（intrinsic capacity）の変化による咀嚼・嚥

下など口腔機能の低下を引き起こしやすい。

これらの口腔疾患と口腔機能低下の予防には，生

涯にわたる健康行動の維持およびその支援が必要で

あり，そのための健康な環境づくりと多職種連携が

求められる。健康寿命の延伸における歯科口腔保健

に関するエビデンスの蓄積と政策評価の発展が期待

される。

文献
１）�厚生労働省．2023 年簡易生命表，2024 年７

月

２）�厚生労働省．百歳高齢者表彰対象者．2024

年９月

３）�WHO. World report on Ageing and Health. 

2015

４）�Fukai K, Takiguchi T, Ando Y, Aoyama H, 

Miyakawa Y, Ito G: Functional tooth number 

and 15-year mortality in a cohort of 

community-residing older people, Geriatrics 

& Gerontology International, 7（4）: 341-347, 

2007

５）�深井穫博，古田美智子，嶋崎義浩，相田潤，

安藤雄一，宮崎秀夫，神原正樹，小林隆太郎，

住友雅人，佐藤保：歯科患者の口腔保健状態

および歯科医療の受療状況と全身の健康状態

との関連，8020 推進財団．歯科医療による

健康増進効果に関する研究（５年間追跡調

査），日本歯科医学会誌，40：82-95，2021

６）�日本歯科医師会（深井穫博編）．健康長寿社

会に寄与する歯科医療・口腔保健のエビデン

ス，2015

７）�Tanaka T, Takahashi K, Hirano H, Kikutani 

T, Watanabe Y, Ohara Y, Furuya H, Tsuji 

T, Akishita M, Iijima K: Oral frailty as a 

risk factor for physical frailty and mortality 

in community-dwelling elderly, The Journals 

of Gerontology Series A: Biological Sciences 

and Medical Sciences, 73（12）: 1661-1667, 

2018

８）�Fukai K, Dartevelle S, Jones J, McKenna G, 

Hirano H.: Making the right to oral health a 

reality for older adults. International Dental 

Journal, 75（3）: 1732-1735, 2025

　本稿は，第 39 回日本保健医療行動科学会学術大

会（2025 年）に掲載された学会抄録を当該大会の

趣旨を共有する目的で，巻頭言として再掲したもの

である。
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Ⅰ．EBM の誕生・発展
1991 年 に カ ナ ダ の Guyatt の 提 唱 後 １），EBM 

（evidence-based medicine）は多くの臨床家の関心と

社会的な意識の高まりと共に多様な分野で普及した。

EBM は「臨床家の勘や経験ではなくエビデンスを

重視して行う医療」と言われる場合があるが，本来

の EBM は，「研究によるエビデンス，医療者の熟練・

専門性，患者の希望・意向・価値観，そして患者の

臨床的状況・環境を統合し，よりよい患者ケアのた

めの意思決定を行うもの」とされている２）。臨床家の

経験を軽視してエビデンスばかりを偏重することは，

この定義に立ち戻れば誤解であると言える。EBM の

主導者である Sackett らは，1996 年の BMJ 誌で「EBM

とは個々の患者のケアに関する意思決定過程に，現

在得られる最良の根拠（current best evidence）を良

心的（conscientious），明示的（explicit），かつ思慮深

く（judicious）用いること」と述べ，ランダム化比較

試験の絶対視や，患者の多様性・個別性を尊重しな

い cook-book 的な扱いに警鐘を鳴らしている３）。EBM

のパイオニアによる本論文からは，「思慮深く

（judicious）」という言葉を通して，「私たち医療者が

患者に良かれと信じて行ったことが，本当に患者に

とって良かったのか。問い続けよ」という強く，真

摯なメッセージが読み取れる。その後も Haynes ら

が ”Evidence does not make decisions, people do”，す

なわち研究による一般論であるエビデンスがあれば，

物事が自動的に決まるわけでは決してなく，決める

のは常に人間の総合判断であることを強調し，EBM

のあるべき姿の再考を促している４）。

Ⅱ．EBM と診療ガイドライン
１．国内における診療ガイドラインの発展

国内では 1990 年代後半から EBM の手法を用い

た診療ガイドライン作成が始まり，2002 年からは

日本医療機能評価機構 Minds が，診療ガイドライ

ンや関連情報の提供を進め，国内の拠点となってい

る。Minds による診療ガイドラインの定義は「健康

に関する重要な課題について，医療利用者と提供者

の意思決定を支援するために，システマティックレ

ビューによりエビデンス総体を評価し，益と害のバ

ランスを勘案して，最適と考えられる推奨を提示す

る文書」である５）。

診療ガイドラインを適切に用いれば，現場での臨

床判断が円滑化・効率化され，患者アウトカムの向

〈特別寄稿〉� ���������������������������������������

共有意思決定 〈Shared Decision Making: SDM〉 
― 共創とエンパワメントに向けて ―

中山健夫＊

＊京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野

Shared Decision Making (SDM)： Toward Co-creation and Empowerment
Takeo Nakayama*

*Department of Health Informatics, School of Public Health, Kyoto University

キーワード
エビデンスに基づく医療	 evidence-based medicine
診療ガイドライン	 clinical practice guidelines
共有意思決定	 shared decision-making
臨床倫理	 clinical ethics
共創	 co-creation
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上が期待できる。社会的には臨床行為やその結果が，

臨床家の個人的信念や技能によって過剰にばらつく

事態が改善される。しかし診療ガイドラインはあく

までも一般論であり，現場の経験や裁量に基づく判

断を抑制するものではない。診療ガイドラインで十

分なエビデンスに基づき，幅広い関係者の慎重な議

論による合意形成で「強い推奨」とされた治療法で

あっても，個々の患者への適用は常に慎重さが必要

である。それは研究による「エビデンス」と，総合

判断による実践である「EBM」は同義ではないと

いうＥＢＭの基本と共通する。例えば肥満した糖尿

病の患者に対して運動療法は，確実性の高いエビデ

ンスに基づいて一般的に強く推奨されるが，臨床の

場で接した患者が，変形性膝関節症で歩行も容易で

ない状況であれば，患者が受け入れられる別の方法

を中心に治療に当たる必要がある。

臨床現場では無批判に診療ガイドラインを利用す

るのではなく，EBM の４要素に立ち戻り，個別の

患者に慎重に適用し活用することで（推奨を「行わ

ない」という選択も含めて），より良い医療判断に

役立てることが求められる。

２．診療ガイドラインの作成

診療ガイドラインにおけるエビデンスの扱いは

個々の研究結果だけでなく，システマティックレ

ビューから得られる「エビデンス総体」が重視され

る５）。以前の診療ガイドラインでは研究によるエビ

デンス以外の要因の考慮が必ずしも十分ではなかっ

たが，現在の作成法ではエビデンスを尊重しつつ，

患者・国民の意向・価値観を含む総合判断による推

奨決定が重視されている。診療ガイドライン作成法

の 標 準 と な り つ つ あ る GRADE シ ス テ ム６） や

Minds の方法５），米国 IOM の報告７）では論文とし

てのエビデンスと，臨床家や患者を含む様々な立場

の関係者の総意形成を強調している。推奨を決定す

る際の議論のポイントとして GRADE から派生し

た DECIDE プ ロ ジ ェ ク ト が EtD（evidence to 

decision ）フレームワークを開発し，Minds マニュ

アル 2020 でもその活用が勧められている。

Ⅲ．EBM から SDM へ
SDM は「患者と医療者が，対話を通して，ご本

人の考え方や価値観，医学研究によるエビデンス，

医療者の専門的経験を合わせて，患者自身が納得で

きる治療方針を決めていくこと」とされる。日本語

では共有意思決定，協働（または共同・協同）的意

思決定と訳されることもある。筆者は ”shared” と

いう英語の持つ意味を重視して「共有意思決定」を

使い，後述する「何を共有すべきか？」という問い

繋げている。

EBM の実践では，治療の選択肢，益と害，患者

の希望・意向・価値観を共有して意思決定を行う

SDM は本来切り離せない８）。2014 年に Hoffman が

JAMA 誌に発表した論考９）で「SDM の無い EBM

はエビデンスによる圧政（evidence tyranny）に転

ずる」という警鐘を鳴らした。Hoffman は EBM と

患者を尊重するコミュニケーションの合流点で

SDM が行われることで最適な患者ケアが実現する

としている。Hoffman は女性の作業療法士であり，

その論文が JAMA 誌に発表されることは，海外で

は多職種連携の視点からも SDM が議論されている

ことを示している。

EBM が “ 研究によるエビデンス ” と同義と誤解

されるように，EBM への関心の多くが「エビデン

スをつくる」研究の方法論に向けられ，臨床現場で

「エビデンスをつかう」局面での検討が十分ではな

かった。医療者が研究によるエビデンスのみを提示

し，それに対して熟慮の過程を共有できずに患者が

（何らかの不安や疑問を抱いていても，それを表明

できずに）その提示に同意していたら，それはネガ

ティブな意味で父権的で強制的なインフォームドコ

ンセント（IC）の側面の色濃いものとなる。臨床研

究によるエビデンスは一般論であり，患者にとって

（医療者以上に）選択の「手がかりに一つ」に留ま

る場合もある。患者は，臨床的なアウトカムの限ら

れた（わずかな）改善よりも，入院の必要性や副作

用のリスク，医療費含め治療を受けることの負担，

自分自身の社会的な役割や自尊感情，アイデンティ

ティ，家族との関係性など広い意味での QOL を重

視するかもしれない。医療者がその専門知識に基づ

いて「患者に良かれ」と信じて行う医療行為が，「患
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者にとって本当に良いのか？」と自問する意味は大

きく，前述した EBM の「思慮深く（judicious）」と

いう言葉とも繋がる。

Ⅳ．SDM で「共有」するものは何か？
１．患者と医療者の距離

医療の場で患者と医療者は立ち位置と視点が本質

的に異なる。共通するのは同じ制度のもとで，同じ

場所で，同じ病気に向き合っている点だけで，両者

には大きな距離がある。何を目指して治療を行うか，

治療の目標という基本的な方向性すら，両者の関係

の初期には必ずしも共有されていない。それを擦り

合わせていくために，患者と医療者は，それぞれの

情報を相手に伝え，相手から受け取り，そのやり取

りを繰り返す。その過程で臨床的に実現可能で，患

者自身も受け入れることのできる次第に目標が明確

になり，両者に共有されていく。そして，それに向

けて治療法が決まり，目標の実現に向けて協働を進

めていく。その過程で，医療者も患者も，それぞれ

の形で責任を共有することになる。これまでの患者

は，医療におけるさまざまな選択に際して，必ずし

も自律的な意思決定ができなかったが，SDM の普

及と共に，そのような場面に出会うことが多くなる

であろう。患者の自己決定の拡大は，社会から好意

的に受け止められるが，同時に患者の抱える葛藤や

責任は重くなることも予想される。

２．SDM において「共有」すべきもの

最終決定を患者が行ったとしても，医療者はその

全責任を患者にあずけることはできない。一つの意

思決定に患者と医療者が共に関わり，その責任を分

かち合うことは，SDM の大切な要件と言える。す

なわち，SDM において「共有」すべきものは，「（双

方の）情報・目標・責任」となる。これらの共有を

進めるために医療者と患者・家族の間で十分なコ

ミュニケーションが必要とされる。コミュニケー

ションは，双方向性・交互作用があり，時間と共に

変化する動的なプロセスである。このようなコミュ

ニケーションに際して医療者は患者に対し，価値観

の尊重，葛藤への共感，必要な時間を待ち，リスク

の認知と自分の価値観を擦り合わせていく過程の支

援などが求められる。医師が診断結果と選択肢を一

方的に患者や家族に預けて意思決定を迫ることは，

SDM と似て非なる行為と言える。

不確実性が高い，しかし決断を下さなければなら

ない状況に置かれた時，医療者と患者は，立ち位置

と視点は異なるが，何をしたら良いか分からず，心

の中で困惑していることは同じである。そこででき

ることは，協力して，その状況に共に向き合うこと

であろう。臨床家が EBM の知識に加えて，SDM

の意識を持って，患者と力を合わせることができれ

ば，不確実性の高い困難な現実自体は変えられなく

ても，それに向き合う人間の力を変えていけるかも

しれない。

Ⅴ．IC と SDM 
IC は医療者が勧める治療に対し，適切な情報開

示の上でなされる患者の自発的な受諾とされる。し

かし医療者に説明された治療に，患者が同意の署名

をするだけであれば，医療者の法的な免責の意味合

いが増し，患者の意思を尊重しようとする当初の目

的から逸れていく。SDM は選択されうる治療の決

定過程の共有を重視し，患者と医療者双方の意思決

定と，両者の合意形成が並行して行われる。IC では，

医療者が最良と考える方法を提示し，（患者の納得

が尊重されるにせよ）それに対する患者の「同意す

る・しない」が結論となる。十分な臨床的エビデン

スに基づき，慎重に作成された診療ガイドラインで

強く推奨される治療法であれば，医療者の行う基本

的なコミュニケーションは（丁寧な）IC となる。

一方，SDM は「患者だけでなく医療者自身も，ど

うしたら良いか本当には分かっていない時（医学的

には研究によるエビデンスが乏しい状況），協力し

て解決策を探す」取り組みと言える８， 10）。SDM で

は患者と医療者が解決策を協力して見つけ出そうと

する点で，医療者の主導する IC と異なる。

すなわち，IC と対比した SDM の特徴の一つは，

ＳＤＭは “ 困難な状況での協働 ” としての意味が大

きい点である。

SDM の過程は双方向的で，相互作用を持つもの

であり，「得られた同意」のように固定された結果

ではなく，患者と医療者が「共に変わる」プロセス
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を共有すること，そしてその中で両者の関係性が築

かれていくことにこそ意味がある。患者と医療者が

対話・コミュニケーションを積み重ねることで，目

指す目標が明確化され，そこに近づく方法を探し，

選び，合意を形成していく。

SDM の問いは，「どうして良いか分からない時，

どうしたら良いか？」である。

どうして良いか分からない時は，相談して，協力

して，一緒に悩んで，進む道を探す。

SDM とは（困難な）意思決定と合意形成を同時

に行う新たなコミュニケーションであり，意思決定

の方法と言える。目標の明確化に際して，患者自身

による状況の（一定の）理解，自分の大切したいこ

と，価値観の言語化が必要となり，医療者にはその

支援が求められる。そのような状況では医師のみで

なく，多職種による連携が不可欠となるだろう。

Ⅵ．SDM の実施ステップと臨床倫理
１．3 talk model

Elwyn ら 11，12） が提案した「3 talk model」は，

臨床現場における SDM を構造的かつ実践的に支援

するための枠組みである。

Team talk（チームとして話し合う）：患者に対

して「あなたは医療の意思決定に参加できるパート

ナーである」ことを明確に伝える。つまり，医療者

が一方的に決めるのではなく，チームとして共に考

える姿勢を示すことが重要である。選択肢が存在す

ることを伝え，話し合いの場を開くことが主な目的

である。

例：「いくつかの治療の選択肢があります。一緒に

最適な方法を考えていきましょう。」

Option talk（選択肢について話し合う）：この段

階では，利用可能な治療やケアの選択肢を平易に説

明し，それぞれの利点・欠点を共有する。患者の理

解を確認しつつ，情報提供の偏りを避け，できる限

り中立的に説明する姿勢が求められる。

例：「手術にはこのような利点とリスクがあります

が，内科的治療という選択肢もあります。」

Decision talk（意思決定に向けて話し合う）：患

者の価値観や希望を踏まえて意思決定を共有する。

医療者は，患者が自分にとって重要なことを明確に

できるように支援しつつ，意思決定を急がせない配

慮が求められる。必要に応じて意思決定を一時保留

する選択も含まれる。

例：「あなたにとって大切なことは何か，一緒に整

理しながら考えていきましょう。」

２．9-step model

Kriston ら 13） は SDM の 実 践 過 程 と し て 次 の 

”9-step model” を示している。

意思決定の必要性を認識する

意思決定の過程において，対等なパートナーであ

ることを認識する

可能なすべての選択肢を同等のものとして述べる

選択肢のメリット・デメリットの情報を交換する

理解と期待を吟味する

希望・意向を特定する

選択肢と合意にむけて話し合う

意思決定を共有する

共有した意思決定のアウトカムを評価する時期を

相談する

３．臨床倫理の４要因

Jonsen ら 14）は臨床倫理の視点から意思決定に関

与する要因として，医学的適応，患者の意向，生活・

人生の質，周囲の状況（contextual features）を挙

げている 10）。3-talk model や 9-step model のよう

なモデルを実臨床で適切に活用するためには，これ

らの視点を踏まえていることが欠かせない。また

Jonsen らは治療方針の決定に際して患者の意向を

尊重することの４つの意義を述べている。第１に治

療結果の改善につながる臨床的意義，第２に患者の

自律の尊重，第３に患者の権利の法的な保護と，そ

の結果として医療訴訟の予防，第４に患者の自尊心

への配慮である。患者の意向は，患者の欲求でもあ

り，医療者がそれに配慮することは，患者の精神面

だけでなく，治療選択後の行動にも影響する。もち

ろん，患者の希望をすべて最優先することは現実的

でも，適切でもない。目指すところは患者の意向・

希望をすべて反映することではなく，医療者と患者

が向き合い，不確実性の高い現実の問題に協力して

向き合う関係を築いていくことが SDM の目標であ
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り，意義と言える。

Ⅶ�．ナラティブとエビデンス，そして「３つの
Life」の交差点
ナラティブとナラティブに基づく医療（Narrative-

based Medicine）は，しばしば同じ文脈で語られる

が，両者は本質的に異なる側面を持つ概念であると

言える。ナラティブとは，患者や当事者自身によっ

て語られる「物語」そのものであり，医療者の存在

とは独立した，人間としての意味づけや経験の再構

成を含んだ営みである。自己の生を振り返り，言語

化し，統合する行為には，語る者自身にとっての癒

しや洞察が伴う可能性がある。一方，ナラティブに

基づく医療とは，医療者が患者の語りに対して共感

的に耳を傾け，その物語を医療判断に反映しようと

する実践である。そこでは，患者が自己の人生にお

ける病の意味をどう捉えているのか，どのような価

値観をもって治療選択に臨んでいるのか，といった

視点が重視される。つまり，患者の「物語」を単な

る背景情報として扱うのではなく，それを意思決定

における出発点として尊重する態度が求められるの

である 15，16）。

こ の よ う な 視 点 は，Shared Decision Making

（SDM）とも深く関係している。医療者と患者が協

働し，科学的根拠に基づく情報と，患者の価値観や

希望をすり合わせながら治療選択を行うプロセスと

しての SDM において，ナラティブとエビデンスの

接点はますます重要になってきている。

ここで，「３つの Life（生命・生活・人生）」とい

う枠組みが示唆的である。これは 1970 年代にリハ

ビリテーションの第一人者である上田敏が提唱

し 17），2015 年に発足した日本医療研究開発機構

（AMED）の初代理事長・末松誠がその使命として

強調したことで改めて注目された。「生命（Life）」は，

生物学的な存在としての人間の生を指し，主に基礎

医学や生命科学の領域で扱われる。「生活（Living）」

は，日常の営みや社会との関わりに根ざした健康の

姿であり，看護・介護・地域医療などの領域と重な

る。「人生（Life-course）」は，個人が紡ぐ時間的連

続性をもった物語であり，その人が何を大切にして

生きているかという価値に関わる。

エビデンスの多くは「生命」の視点に基づいて医

学研究者によって科学的に構築される。特にがん治

療における全生存期間（Overall Survival: OS）の

ように，生命の長さを主要アウトカムとする研究は

典型である。しかし，副作用を伴いながら延びる数

年間と，穏やかだが短い期間のどちらを望むかは，

「生活」や「人生」の価値観に深く根ざした問いで

あり，医療者が一義的に判断すべきではない。生命

の延長が，生活の質や人生の意味と必ずしも一致し

ないという現実は，医療の意思決定においてしばし

ば直面するジレンマであろう。

エビデンスは再現性と客観性という点で信頼性が

高い一方で，その適用には当然のことながら限界も

ある。すべての個人に当てはまるわけではなく，平

均化された知見であるがゆえに，個別性は捨象され

ている。一方，ナラティブは特定の文脈における個

別的真実を浮かび上がらせるものであり，科学的な

意味での再現性には乏しいが，その人の医療におけ

る意味を深く理解する手がかりとなる。

より良い SDM を実現するには，医療者がエビデ

ンスの強みと限界，ナラティブの深さと可能性の双

方を意識化し，それぞれを批判的に吟味しながら統

合的に活用する態度が求められるだろう。そこには，

複数の「Life」を交差させ，医学的妥当性と個人の

意味を調和させようとする倫理的・実践的な努力が

含まれる。医療者の一方的な価値観や判断に陥らず，

患者との対話を通じて「その人にとっての最適解」

を共に見出すこと――そこにナラティブとエビデン

ス，そして「３つの Life」の交点に立つ SDM の可

能性と意味があるのではないだろうか。

Ⅷ．結語　共創の医療を目指して
SDM とは，「答えを知っている誰か」が，「それ

を知りたい，しかし知らない誰か」に「正しい答え」

を一方的に押しつけるための手法ではない。不確実

性の中で，患者と医療者が共に向き合い，共に考え，

共に選んでいく。そのプロセスそのものが，エンパ

ワメントであり，共創と言えるだろう。このような

意思決定を可能にするには，多職種連携を含む医療

チーム全体のコミュニケーションが欠かせない。看

護師，薬剤師，リハビリ職，ソーシャルワーカー，
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そして地域社会の支援者たちと共に「支える力」が

SDM を現場で実現可能なものとしていく。

患者の語りに耳を傾け，医療の専門知と生活知を

つなぎ，確実なことが分からない現実の中で，それ

ぞれが情報を持ち寄り，少しでも納得できる道を共

に探していく。SDM が，患者と医療者だけの枠組

みに留まらず，様々な立場の人々が，これからの医

療，そして社会の在り方を探していくための一つの

手がかりとなることを願い，本稿を終える。

利益相反：
本論文について，開示すべき利益相反はない。
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本稿では，日本行動医学会の特徴と活動を紹介す

るとともに，他の健康関連学会との連携を通じた『知

のシェアリング』の意義を考察し，人生 100 年時代

における保健医療行動科学の役割について展望す

る。なお，本稿は著者個人の理解，意見を記すもの

で日本行動医学会の見解ではないことを付記する。

Ⅰ．設立の経緯
一般社団法人日本行動医学会（Japanese Society 

of Behavioral Medicine）は，日本における行動医学

の発展を目的として 1992 年に創立され，同年に国

際行動医学会（International Society of Behavioral 

Medicine, ISBM）の７番目の正規加盟学会となった。

設立から任意団体として活動してきたが，2024 年に

は一般社団法人化され，現在に至っている。

Ⅱ．国際行動医学会（ISBM）との連携
ISBM の加盟学会となるべく立ち上げられた学会

であり，ISBM と連携しながら発展してきた。会員

数は 400 人に満たない小規模な学会であるが，

ISBM の加盟学会の中では比較的規模が大きく，隔

年で開催されている ISBM の学術大会では日本人参

加者が国別参加者数の上位（毎回フォローしている

わけではないが２位近辺）を占めている。ISBM か

らの期待も高く，継続的に理事・役員，ISBM の機

関 誌 International Journal of Behavioral Medicine

の編集委員を輩出している。現在，東京大学名誉教

授の川上憲人先生は ISBM の理事長を歴任してい

る。本学会は ISBM と連携しつつ，日本における行

動医学の発展に寄与してきた学会である。国際的な

交流が本学会の魅力の一つとなっており，ネット

ワークを通じて，国内の研究成果を世界に発信する

とともに，海外の最新知見を導入することで，日本

の行動医学の水準を高めてきた点に大きな意義があ

る。

Ⅲ．会員・運営
会員数は 2025 年８月の時点で約 360 名である。

領域横断的な行動医学の特性を反映し，領域間のバ

ランスや融合に配慮した運営がなされている。会員

は入会時に専門領域として「臨床医学系」「社会医

学系」「心理社会行動科学系」の中から自身の専門

〈焦点１〉� ����������������������������������������

日本行動医学会の歩みと展望 
- 人生 100 年時代における行動医学の役割

井上　茂＊

＊東京医科大学公衆衛生学分野，日本行動医学会顧問・前理事長

The Progress and Future Directions of the Japanese Society of Behavioral Medicine: 
The Role of Behavioral Medicine in the Era of the 100-Year Life

Shigeru Inoue*
*Department of Preventive Medicine and Public Health, Tokyo Medical University 

Former President of the Japanese Society of Behavioral Medicine

キーワード
行動科学	 behavioral science
生物・心理・社会モデル	 bio-psycho-social model
医学部教育	 medical education
学際性	 interdisciplinary collaboration
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領域を一つ選択する。また，理事の定数は各領域の

会員数で案分した上で定められている。さらに，理

事長はこれら三つの領域から順番に選出することと

なっており（表１），前理事長である井上茂は社会

医学系，現理事長の中尾睦宏先生は臨床医学系，次

期理事長は心理社会行動科学系に属する。近年の動

向として，心理社会行動科学系の会員が増加する一

方で，臨床医学系，社会医学系はやや減少傾向にあ

り，心理学の専門家が優勢になっている。このよう

に，会員構成と理事選出の仕組みそのものが，学会

が学際性と多様性を重視し，異なる専門分野の知を

共有し合う場となるように工夫されている。

Ⅳ．学会活動
国内においては年１回の学術大会を開催し，機関

誌『行動医学研究』およびニュースレターを発行し

ている。また，専門研究グループ（Special Interest 

Group: SIG）制度を設け，共通の関心領域を持つ研

究者が集い，研究を推進することを支援している。

現在では廃止されたが，設立当初には「専門グルー

プ」や「専門団体」という制度が存在しており，こ

れらは日本行動医学会のスコープを端的に示すもの

であった（表２）。さらに，本学会は全国公衆衛生

関連学協会連絡協議会（全公連），日本心理医療諸

学会連合（UPM）に加盟し，関連学会との連携を行っ

表１　日本行動医学会歴代理事長
期 任期 理事長

第 1 期 1992–1994 池見 酉次郎
第 2 期 1994–1996 内山 喜久雄
第 3 期 1996–2000 荒記 俊一
第 4 期 2000–2004 五十嵐 正紘
第 5 期 2004–2008 坂野 雄二
第 6 期 2008–2012 下光 輝一
第 7 期 2012–2016 野村 忍
第 8 期 2016–2020 島津 明人
第 9 期 2020–2023 井上 茂
第 10 期 2023– 現在 中尾 睦宏
日本行動医学会ホームページより著者作表

表２　日本行動医学会設立時の専門グループ・団体
専門グループ名 代表者 　 専門グループ名 代表者

1 心身医学 池見酉次郎 28 行動カウンセリング 中澤次郎
2 行動療法 内山喜久雄 29 公衆衛生活動 星 旦二
3 産業保健 荒記俊一 30 社会病理 斎藤 学
4 予防医学 青木國雄 31 原子力保健 安本 正
5 疫学 田中平三 32 国際保健 石川信克
6 AIDS & Society 宗像恒次 33 老年学 籏野脩一
7 カウンセリング 杉渓一言 34 リスクアセスメント 酒井亮二
8 行動分析 中村正純 35 環境保健 桜井治彦
9 行動学 松永一郎 36 行動薬理学 栗原 久
10 環境心理生理学 兜 真徳 37 高次神経機能 森 昭胤
11 臨床人間性心理学 水島恵一 38 行動科学・医学一般（上記以外）
12 発達行動小児科学 長畑正道
13 地域保健 青山英康 専門団体名 代表者
14 公衆衛生学 多田羅浩三 1 バリント式保健医療協会 永田勝太郎
15 計量行動学 野村 忍 2 タイプ A 行動パターンカンファレンス 桃生寛和
16 情動科学 津田 彰 3 ERP 研究会 平松謙一
17 Quality of Life 栗原 稔 4 日本小児心身医学会 高木俊一郎
18 ストレス科学 岩根久夫 5 循環器心身症研究会 菊池長徳
19 健康管理・看護 前田和子 6 日本芸術療法学会 徳田良仁
20 臨床心理学 飯長喜一郎 7 自治医科大学地域医療学教室 五十嵐正紘
21 心理・社会医学 小林章雄 8 産業行動医学研究会 矢野栄二
22 産業生態科学 吉村健清 9 職場の精神衛生研究会 川上憲人
23 健康政策 田中慶司 10 日本保健医療行動科学会 中川米造
24 行動介入 田中宏二 11 日本サイコオンコロジー学会 河野博臣
25 糖尿病 後藤由夫 12 日本交流分析学会 桂 戴作
26 保健医療社会学 園田恭一 13 呼吸器心身症研究会 桂 戴作
27 民族衛生学 鈴木庄亮 　 14 日本東洋心身医学研究会 桂 戴作

行動医学研究第 24 巻 2 号 110 頁（2019）より著者作表
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ている。

Ⅴ．最近の活動の紹介
１．国際行動医学会における行動医学の定義の再考

国際行動医学会憲章（1990）によれば，行動医学

（Behavioral Medicine）とは「健康と疾病に関する

心理社会科学的，行動科学的および医学生物学的知

見と技術を集積統合し，これらの知識と技術を病因

の解明と疾病の予防，診断，治療およびリハビリテー

ションに応用していくことを目的とする学際的学

術」であり，「行動医学の研究領域は，基礎的な脳

－身体相関の解明から，臨床診断と治療，さらに疾

病予防および健康増進のための公衆衛生活動にまで

広がっている」とされている１）。著者自身は，生物

学的要因のみならず，心理的要因，社会的要因が健

康を決定するとする Bio-Psycho-Social Model が，行

動医学をもっともよく表現していると考えている。

学術総会においても，このような行動医学の特徴を

反映した多様な演題が発表されている。近年，

Dekker ら（2021）は日本を含む各国の加盟学会の

行動医学専門家をパネリストとして Delphi 法によ

る行動医学の定義の再検討を行った。その結果，行

動医学は「Behavioral medicine is a field of research 

and practice that builds on collaboration among 

multiple disciplines（行動医学とは，複数の学問分

野の協働に基づく研究および実践の領域である）」

と定義され，「These disciplines are concerned with 

the development and integration of behavioral and 

biomedical knowledge relevant to health and 

disease. Behavioral knowledge refers to psycho-

social, societal, economic, cultural, existential, and 

environmental processes of health- and disease-

related behavior, and biomedical knowledge refers 

to physiological, pathological, and medical processes. 

This knowledge is applied to prevention, health 

promotion, diagnosis, treatment, rehabilitation, and 

care. The scope of behavioral medicine is broadly 

inclusive of behavioral and biomedical science as 

well as clinical and public health practice（これら

の分野は，健康と疾病に関連する行動科学的および

生物医学的知識の開発と統合に関わる。行動科学的

知識とは，健康・疾病関連の行動に関わる心理社会

的，社会的，経済的，文化的，実存的，環境的プロ

セスを指し，生物医学的知識とは，生理学的，病理

学的，医学的プロセスを指す。これらの知識は，予防，

健康増進，診断，治療，リハビリテーション，ケア

に応用される。行動医学の範囲は，行動科学と生物

医学のみならず，臨床および公衆衛生の実践をも広

く包含する）」とされた２）。

２�．医学部教育における行動科学カリキュラムの提

案

現在，医学教育では世界医学教育連盟（WFME）

が示す国際基準３）に沿った医学部認証が行われて

いる（医学教育分野別評価制度）。この国際基準に

は医学部教育のミッション，管理体制，教育資源な

ど多岐にわたる項目が含まれているが，その中の一

つに「教育プログラム」がある。そして教育プログ

ラムの三本柱は「基礎医学」「行動科学と社会医学，

医療倫理学と医療法学」「臨床医学と技能」であり，

全国の医学部は「行動科学」の教育に力を入れるこ

とになっている。

このような背景を受けて，日本行動医学会は医学

部教育における行動科学教育のモデルカリキュラム

の作成に取り組んだ（座長：堤明純先生）。学会評

議員を対象にデルファイ法を用いた意見調査を実施

し，議論を重ねた結果，演習や実習を取り入れた行

動科学１単位＝ 15 時間の学習モデュールを提案す

るに至った。その概要を表３に示す４）。

３．行動医学テキストの出版

日本において行動科学を体系的に学ぶ確かなテキ

ストが存在しなかったため，学会としてテキストの

作成に取り組み，2015 年に『行動医学テキスト』

を出版するに至った５）。本書は行動医学・行動科学

の歴史や概念，臨床実践をわかりやすく解説する初

学者向けの入門書であり，医学，看護，心理，公衆

衛生，看護学など幅広い領域の教育への寄与が期待

されるほか，医療現場のスタッフが臨床で活用でき

る実践的マニュアルとしての役割も果たしている。

多くの専門職から好評を得た結果として 2023 年に

は第２版が刊行され，第三世代認知行動療法，遺伝
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カウンセリング，デジタルヘルスなど，近年の学問

進展と社会的関心を反映した新たなトピックが追加

された。

Ⅵ．最後に
以上，日本行動医学会の概要と最近のアクティビ

ティについて紹介した。生物学的な寿命だけではな

く，健康寿命やウェルビーイングが重視される時代

にあって，行動医学はますます重要性を増している。

人生 100 年時代において，行動医学は単に疾病の予

防や治療にとどまらず，社会的健康やウェルビーイ

ングを支える学問としての役割を果たすものであ

る。今後は，学会間の知のシェアリングと国際的な

ネットワークを基盤に，学際的な研究・教育をさら

に推進していくことが期待される。

利益相反：本論文について，開示すべき利益相反は

ない。
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表３　日本の医学部における行動科学学習モデュール 
（日本行動医学会行動医学コアカリキュラム作成ワーキンググループ）

項目番号・タイトル キーワードもしくは実習方法
１．行動の成り立ち ・刷り込み　・古典的（レスポンデント）条件づけ　

・オペラント（道具的）条件づけ　・認知学習　
・社会的学習（観察学習，模倣学習）　・脳内神経伝達物質

２．動機づけ ・動機づけ（内発的，外発的）　・欲求　・フラストレーション　
・葛藤　・適応機制　・防衛機制

３．ストレス（心理） ・ストレッサー　・ストレス反応　・心理学的ストレスモデル　
・認知的評価　・コーピング　・ライフイベント　・リラクセーション法

４．ストレス（環境）と健康 ・職場のストレス　・ その他のストレス（子供のストレス，育児ストレス
など）　・ストレス対策　・ソーシャルサポート

５．生涯発達 ・こころの発達　・ライフサイクル　・遺伝環境相互作用　
・ライフタスク（人生課題）

６．個人差 ・パーソナリティ　・類型論　・特性論　・ビッグファイブ　・知能
・役割論　・ジェンダー

７．対人関係 ・対人認知　・欲求と葛藤　・集団心理　・社会適応　
・対人コミュニケーション　・文化

８．行動変容における理論 ・動機づけ　・行動療法　・認知行動療法　・刺激統制　
・セルフ・エフィカシー　・多理論統合モデル　・エンパワーメント

９．行動変容の技法 ・生活習慣指導　・保健指導（禁煙指導／服薬指導）　
・ティーチングとコーチング

10．ヘルスコミュニケーション ・ 保健医療情報の普及（ガイドライン，健診受診率）　
・医師患者コミュニケーション　・医療者間コミュニケーション

11．社会と健康 ・格差と健康　・ソーシャルキャピタル　・社会参加　・社会疫学　
・健康の社会的決定要因　・文化能力（Cultural competence）

12–15．演習・実習 シナリオを用いた実際の治療戦略の考案やロールプレイ
文献４）より抜粋し作表
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Ⅰ．行動科学の誕生と普及
日本保健医療行動科学会が編纂した『保健医療行

動科学事典』（1999）１）において，私は行動科学を「人

間の行動を総合的に解明し，予測・統御しようとす

る実証的経験科学」と説明した。この説明は，シカ

ゴ大学の心理学者であったミラー，J. G. の考えに

基づく。彼は，人の行動を解明するためには生物科

学と社会科学とを統合しなければならないとし，

1940 年代後半から行動科学という言葉を使い始め

た。

この言葉がその後に広まった歴史的背景として，

1950 年代に米国で吹き荒れたマッカーシズム（反

共主義）を無視することはできない。共産主義や社

会主義との関係を疑われて，政府職員，ジャーナリ

スト，映画関係者などの他，全米で多くの学者も職

を追われることになった。そこで，行動科学として

研究を継続することにより，社会主義と混同されや

すい社会科学という表現を避けるねらいもあったと

思われる２）。

ミラーは行動科学の広まりを受けて，生物学，心

理学，社会学など，人間の行動に関する諸科学の統

合を試みる。共通する構造と機能を抽出するシステ

ム論的アプローチにより，人間の行動を細胞レベル

から国を超えた国際レベルまで統一して説明する一

般理論を構築しようとした３）。

Ⅱ．米国の医学教育への導入
医学教育に行動科学が取り入れられたのは，その

誕生からおよそ 20 年後である。1972 年から米国の

医師国家試験のパートⅠ（基礎科学）において，行

動科学の問題が出題されるようになる。こうして解

剖学，生化学，微生物学，病理学，薬理学，生理学

などと並び，行動科学は医学教育の基礎科学として

位置づけられた。

米国の当時の医師国家試験委員会が作成した科目

概要をみると，行動科学は①行動生物学，②個人行

動，③対人関係と集団過程，④文化と社会の４領域

から構成されている４）。つまり，従来からあった生

物科学の他に，心理学，社会心理学，社会学，文化

人類学などの人文社会科学が取り入れられたことに

なる。人間を身体として捉えるだけではなく，自分

で感じたり考えたりする主体としての意識を持ち，

しかも他者と相互に影響を及ぼしながら社会の中で

暮らす存在として捉えることが，医師にも求められ

るようになったのである。

その背景として，20 世紀後半の米国では，心疾患，

〈焦点１〉�����������������������������������������

医学教育における行動科学と日本保健医療行動科学会

諏訪茂樹＊

＊東京女子医科大学

Behavioral Science in Medical Education and Japan Academy for Health Behavioral 
Science 

Shigeki Suwa ＊

＊ Tokyo Women’s Medical University

キーワード
行動科学	 behavioral science
医学教育	 medical education
日本保健医療行動科学会	 Japan Academy for Health Behavioral Science
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悪性新生物，脳血管疾患などのいわゆる生活習慣病

が死因の上位を占めており，患者の主体的なセルフ

ケア行動が治療や予防に欠かせなくなっていたこと

があげられる。患者の行動を解明するためには，ウィ

ルヒョウ，コッホ，パスツール等の生物科学者が

19 世紀に築いた近代西洋医学だけでは限界があり，

そこで人々の生活習慣を変えるために人文社会科学

も不可欠になったと言える。

Ⅲ．日本保健医療行動科学会の誕生
日本でも第２次世界大戦後，徐々に生活習慣病が

死因の上位を占めるようになった。そうしたなかで，

米国における行動科学教育の現状を視察した国立精

神衛生研究所（当時）の宗像恒次は，帰国後に大阪

大学医学部（当時）の中川米造や東京大学医学部（当

時）の園田恭一ほか，多くの医学者，保健学者，看

護学者，心理学者，社会学者，社会福祉学者，文化

人類学者らに声をかけて，1986 年に日本保健医療

行動科学会が設立されることとなった。当時の設立

趣意書には次のように書かれている。

「保健医療関連の行動科学（医療社会学，医療心

理学，医療人類学等を含む）は，欧米では，医師や

看護などの保健医療従事者の教育にとり入れられ，

資格試験にも採用されている。しかしわが国では，

このような関心はようやく高まりつつあるが，研究

は緒についたばかりである。こうした中で，わが国

において保健医療領域での行動科学的研究・教育の

発展のために，社会・人文科学，自然科学の各分野

の国内・外研究や学習の場づくりを目的とした学術

団体の創設が必要と思われる」５）。

米国と同様の疾病構造となった日本でも，保健医

療に関する行動科学研究の必要性が高まっており，

やがて保健医療従事者の教育でも行動科学が不可欠

になるという見通しのもと，それに備えようとした

ことが，この設立趣意書からもうかがえる。

当時の医療従事者の養成教育でも，心理学，社会

学，文化人類学なとの教育は，もちろん取り入れら

れていた。しかし，それらは保健医療に関する行動

科学としてではなく，どちらかというと一般教養科

目としての位置づけであり，語学とか体育などと並

べられることも少なくなかった。

Ⅳ．日本の医学教育への導入
米国の医師国家試験での行動科学の出題と時同じ

くして，1972 年に設立された世界医学教育連盟

（WFME）の国際認証評価項目でも，教育プログラ

ムにおいて行動科学が，社会医学，医療倫理学，医

療法学とともに並べられていた。しかし，日本の医

学教育において行動科学が本確的に導入されること

になるのは，その約 40 年後である。

きっかけは，米国の海外医学部卒業生教育委員会

（ECFMG）が 2010 年に出した一つの通達であった。

それは 2023 年以降，国際認証評価を受けていない

医科大学の出身者には，医師の資格を与えないとい

うものであった。この国際認証評価を医科大学が受

けるためには，基礎医科学や臨床医学とともに「行

動及び社会科学と医療倫理」を必修科目としていな

ければならなかったのである。

日本では 2012 年に，東京女子医科大学が初めて，

世界医学教育連盟による国際認証評価を受けて適合

となっている。その後，同連盟の国際基準をふまえ

て日本国内の医学教育プログラムを評価することを

目 的 と し，2015 年 に 日 本 医 学 教 育 評 価 機 構

（JACME）が設立され，国内の医科大学の医学教

育分野別評価を行うようになった（表１）６）。

海外医学部卒業生教育委員会（ECFMG）による

通達内容の実施は，実際には新型コロナウィルスの

感染拡大の影響により，１年遅れて 2024 年からと

なったが，こうして日本でも行動科学は実質的に必

修となり，医科大学において行動科学教育が一挙に

広がったのである。

ただし，医科大学では以前から，生物学などの自

然科学の履修が基礎教育として必修であった。その

ために行動科学教育の中心は実質的に，心理学，社

表１　医学教育分野別評価基準日本版 Ver. 2.36　
２. 教育プログラム
2.1　教育プログラムの構成
2.2　科学的方法
2.3　基礎医学
2.4　行動科学と社会医学，医療倫理学と医療法学
2.5　臨床医学と技能
2.6　教育プログラムの構造，構成と教育期間
2.7　教育プログラム管理
2.8　臨床実践と医療制度の連携

 文献６）より作成
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会心理学，社会学，文化人類学などの人文社会科学

であることにも留意する必要がある。日本の医科大

学では，従来の自然科学系や臨床医学系の教員が行

動科学教育も担当することもある。そうすると従来

の教育内容と重複したり，「対人関係と集団過程」

や「社会と文化」などが社会科学教育とならず，「挨

拶をしなさい」や「社会規範を守りなさい」などの

道徳教育にすり替えられたりする危険性があること

も言及しておきたい。

Ⅴ．本会の特徴と今後
行動科学という言葉が生まれて三四半世紀，米国

の医師国家試験に行動科学が出題されるようになっ

て半世紀が経過した。今日，日本の医療従事者の教

育でも行動科学教育が不可欠となり，本学会の存在

意義はこれまで以上に高まったと言える。

2025 年５月の時点での本会会員の会員数を学問

分野別の割合でみると，社会学系 8.3％，心理学・

福祉学系 13.8％，看護学 53.3％，歯学系 1.1％，医

学系 7.7％，健康科学 14.9％であり，看護学の分野

の会員が半数を占める。これは，患者を生活者とし

てとらえ，患者の身体だけではなく，その心理・社

会的背景や実存的な側面まで理解し，全人的にケア

しようとする看護や看護学の特徴と深くかかわって

いると思われる（図１）。

また，本会の初代会長の中川米造は医学者であっ

たが，その後の歴代会長の専門分野を見ると，社会

学・保健学，医学・医学教育学，臨床心理学，哲学・

倫理学，心身医学，そして社会学・社会心理学となっ

ている。本会に会長の専門分野に関する取り決めは

特にないが，さながら医学と人文社会科学とが対話

するかのように，医学者と人文社会科学者とが交互

に会長を務めており，これは本会の特徴を表してい

ると言えよう。

本会は保健医療にかかわる理系と文系の多様な分

野の教育研究職や実践家などから成り立っており，

多様性こそが本会の特徴であると言える。専門とす

る学問分野，職種，所属する組織内での地位などに

かかわりなく，会員間で対等な関係を築いて相互作

用をするとき，本会の多様性は新たな価値を生み出

すことになるであろう。安心・安心で質の高い患者

中心のチーム医療の実現に向けて，学術大会の開催

と雑誌の発行だけではなく，研究会やオンライン

トーク，共同研究など，相互作用のための様々な企

画を本会は試み続けている。

※本論文は文献７）と８）を基に加筆されたもので

ある。

利益相反
申告すべき利益相反はない。

社会学系

8%

心理学・福祉学系

14%

看護学

54%

歯学系

1%

医学系

8%

健康科学

15%

図１　日本保健医療行動科学会会員の所属領域
2025 年５月現在
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Ⅰ．はじめに
消費者庁が 2019 年，2020 年について人口動態調

査の調査票情報を基に分析したデータによれば，「餅

による窒息死亡事故の 43％が，餅を食 べ る機会が

多い１月に発生し，特に正月三が日に多い，男性の

死亡者数は，女性より 2.6 倍も多い」とされ，「65 

歳以上は年間死亡者数の 87 ～ 91％を占め，80 歳以

上の死亡者数は平成 21 年以降，年間 2,500 人を超

える水準で推移」とされる。

また，谷口によれば，「2021 年の 65 歳以上の不

慮の事故による死亡者数では，窒息全体（餅だけで

はなく）の死亡数は，転倒・転落・墜落に継ぐ，第

２位で 7989 人を数え，65 歳以上の高齢者が 90.7％

（うち 80 歳以上 66.2％）を占める」。食物による窒

息事故は，緊急度が高く，意識消失が起こればすぐ

に心マッサージが必要で，バイスタンダー（居合わ

せた人）への影響も大きい。窒息事故が起こってし

まってからの対応は，難易度が高くできるだけ起こ

らないようにするのが理想である。

窒息による死亡の９割を占める高齢者の方々に対

し，お正月という日常とは違う時間に，窒息事故に

対する対策を具体的にどう届けるかは，食材，食べ

る人，食べ方，という要因それぞれに対しての働き

かけが必要である。

今回の試みは，食材そのものに対してのアプロー

チに加え，少人数で近しい関係の方たちに，実際に

会って話し，食材を渡してくるというスタイルで

行った。今回の活動地域は三重県の北勢，山にごく

近い里山であり，救急体制も十分とは言えない。こ

れからますます進む高齢化を見据え，お正月を安全

に過ごせるような働きかけが必要である。

Ⅱ．活動の概要
１�．2008 年頃から，筆者は三重県のいなべ市で市

民活動グループ「シズカナオニワ」を主宰し，各

種のワークショップ活動を行っている。ワーク

ショップの拠点とする古民家には杵と臼があり，

2015 年よりそれを利用して昔ながらの餅つきを

復活する企画を立て実施し 2024 年まで継続して

いる。

当初の目的は餅つきの方法を含めた食文化保全

で，地域で作られなくなってきた粒の残ったお餅「た

がね餅」を作り始めた。新しく地域の特産である「大

安桜米」という古代米は風味そして，製法を簡単に

〈焦点２〉�����������������������������������������

「たがね餅」による高齢者窒息事故予防アクション

萩　名子＊

＊明海大学

Action to Prevent Choking Accidents Among the Elderly Through Activities Offering 
“Tagane Mochi”

Meiko Hagi ＊

＊ Meikai University

キーワード
窒息事故予防	 choking accident prevention
地域食材	 local food
行動変容	 behavioral change
高齢者	 the elderly　adults
コミュニティーナース	 community nurse
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するため混合した。「たがね餅」はもち米ばかりで

作るお餅より伸びにくく噛み切りやすい。筆者の経

験ではあるが，1980 年代にはお雑煮や焼き餅など

で食卓に上っていた。近年見かけなくなってきてい

るが，活動地域の高齢者の方々にはなじみのある食

材である。

餅をはじめとした窒息事故の特性と，地域の緊急

医療体制と窒息事故のリスクに対する課題も認識で

きたので，2022 年からは，ワークショップでたが

ね餅を作り，参加者の方におみやげにすることに加

え，近隣のお宅，知り合いのお宅などに配り始め，

業者さん，お知り合いになった方にも，「おすそわけ」

「味見」というスタイルで差し上げるようにした。

２．活動のコンセプト

活動のコンセプトは，「行動変容を強いない」と

いうことである。高齢者の方の尊厳ある人生や人生

を支えてきたお楽しみに，水をささないようにしよ

う，と考えた。そこで，行動変容を直接的な目的と

せず，「おいしい食体験」を基軸とすること，懐か

しい食材として楽しんでいただくことを基本姿勢と

した。これは，窒息事故予防という目的を過度に強

調することで，受け手である高齢者が「圧」を感じ，

活動が受け入れられにくくなることを避けるためで

ある。伝統食材が持つ機能的側面を前面に出すので

はなく，あくまで「年末年始にお餅を美味しく食べ

る」ことを主目的とし，その背景にある配慮として

窒息事故予防の情報を，雑談の中で状況に応じて提

供した。

多くの人生経験を積まれた高齢者の方々に行動を

変えてもらうというのは，長い間に培ってきた習慣

を変えなければならないという重さがある。現状ま

で長生きをされていたという事実は，今までのご自

身の行動が現状までの生命を維持するのに必要充分

であった，ともいえ，そこに介入するというのは心

苦しい。長い人生の間には，白と言われていたもの

が黒と変わった経験も多くされているので，いまま

での生活やたのしみが減弱する方向の指導，たとえ

ば，甘いものを控えめに，お酒は控えめになどとい

う保健指導を受けられたあとに「そんなこといわれ

てもようしやんわ（とてもできないわ）」，（若い担

当者の方に生活指導を受け）「あんたに私の生活の

なにがわかるの，と思いながら，ハイハイと聞いと

いた」という反応で，「相手も仕事やでね」という

保健指導を行うものに対しての慈しみはあれ，行動

は変えない，という様子もうかがわれる。

現在の高齢者とされる方は，2025 年に 65 歳の方

で 1960 年生まれ，80 歳の方は 1945 年生まれであり，

日本の戦後の社会状況の流れを見れば，若い世代か

らの体験は大きく違い，高齢者とひとくくりにして

は過去の経験からくる考え方はつかみにくい。

現在までの生活やたのしみをさらに付け加える方

向性のお願いごとであれば，リスクを強調したり，

声高に注意喚起をしなくとも，自然にそれぞれの方

に合った方法で健康行動へ向かっていただけるので

はと感じる。

３．「たがね」餅とは

「たがね」とは，もち米の中にうるち米を混ぜて

つくなどの方法で，粒をあえて残した餅のことであ

る。「たがね餅」と呼ばれることは実際には少なく，

対象地域では単に「たがね」と呼ばれる。子供の頃

からの「たがねは噛み切りやすくてたべやすい」と

いう体験も加わり，たがねを思いついた。

1960 年代「たがね」は，今回活動を行ったいな

べ市では，餅つきの際にはかなり作られていたが，

しだいに一般的ではなくなり，「たがねって最近な

いね」「（たがねは）しやんね（しないね）」という

言葉が雑談に混じるようになる。「たがね」は昔な

がらの餅つきを家で行う際に，もち米だけで作られ

るいわゆる普通のお餅つきが終わりに近づくころ，

「そろそろたがねにしよか」と少しだけ作られるサ

ブアイテムのような存在である。これがどうして作

られるのかは，不明だが，もち米の撮れ高が少ない，

神様に備える「しとぎ」の変形したもの（注１），

など考えられる。高齢者の方への配慮かどうかは不

明である。

＊今回の活動内の「たがね」は茨城県の特産とさ

れるなまこ餅の形をした「たがね餅」（注２）では

なく，三重県で食べられる四角い切り餅の形をした

ものである。

（注１　「たがねや」HP/（注２　茨城県 HP）
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４．たがね餅の製法

食材には，三重県いなべ市の地域食材である **

古代米「大安桜米」** ともち米を混合して使用した。

一般的なもち米のみで作る粘り気の強い餅に対し，

たがね餅はもち米にうるち米を混ぜたり，蒸す時間

を調整したりし，つぶつぶ感を残して作る餅である

（図１）。

大安桜米たがね餅の作り方は以下の通りである。

この製法により，餅に粘り気が出過ぎず，噛み切

りやすい物性を確保できる。

１�）ひと臼（一回に臼に入れる分量）あたり，1.5kg

のもち米に大さじ３杯の大安桜米を混ぜ , １日浸

水させた後，蒸し器にかける。

２�）米に火が通ったら，臼に移して杵で「こづき」

と呼ばれる，杵を大きく振り上げずに小刻みに落

とす作業を主に行う。

３�）数回杵でつく（まとまりをよくするため）

４�）もち粉の上で伸ばして切り餅にする。

他の作り方としては，①もち米とうるち米を３：

１の割合で別々に蒸し，撞くときに混ぜる，②もち

米に時間差をつけて蒸し，全体量の１／３量，蒸し

時間の短いもち米を混ぜる，③簡易的に，炊飯器で

もち米を炊き（または蒸し器で蒸し），それを鍋ま

たはボウルに入れ，すりこぎなどで撞き，それをま

とめて餅とする，鍋餅（なべもち）と呼ばれる作り

方がある。

また，力がいる作業，手間のかかる作業という餅

つきをできるだけ簡易的に，高齢者でも体調に不具

合を来さないような作業工程にする，という視点も

あったため，火の通りの違う古代米を一緒に蒸して，

一緒につくという工程の簡素化のためにも上記の方

法を取った。

家庭でできる簡易な方法として，鍋餅とよばれる

餅がある。もち米を炊飯器で炊く，または蒸したも

のを鍋に入れてすりこぎなどで潰し，それをまとめ

て餅の形にする，というものである。これには三重

県の大台町の地域食として，きなこをまぶして提供

されるものもある。

５．「おすそわけ」として配る方式

「おすそわけ」スタイルは，通常野菜やお菓子の

ちょっとしたやりとりは，地域の方々のお知り合い

の間ではよく行われているので，特にめずらしい行

動ではない。「おすそわけ」であるから，いつもあ

りがとうという気持ちで持っていくわけなので，お

返しが必要なほど持っていっては逆に気を遣っても

らうこととなる。「コレ，食べてくれやん？」「あん

たんとこ，よう食べる？（たべてもらえるか）」と

いう声掛けとともに，「もらってもらう，余ってい

るのをたべてもらう」ことで，相手の方が気を遣わ

ないやりとりが成立する。わざわざ買ってもってい

く，というのは習慣には合わないようである。しか

も見ず知らずの家に「おすそわけ」は不似合いなの

で，近隣の方，親戚の方，など，顔の見える関係の

方のみがおすそわけの対象である。

図１　お雑煮にいれた大安桜米たがねお雑煮として
の見た目が確保できる。

図２　切り餅にした大安桜米たがねお箸で切りやす
く、お口の中でもほぐれやすいので、ある程度
の厚みが確保できる。
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活動場所：三重県いなべ市大安町石榑地区

期間：2015 年～ 2024 年（年１回年末，現在までに

11 回継続中／ 2023 年は年に２回）　

対象者：ワークショップ参加者および近隣にお住ま

いの住民の方，親戚，知人

ワークショップ参加者は１回あたり３から４人程

度。

近隣住民への「大安桜米たがね」おすそ分けは

2022 年より開始。

方法：口コミやＳＮＳでワークショップの参加者を

募集し，最大６名までの少人数で実施。

もち米を蒸す→撞く→餅として試食。昼食→おみや

げ持ち帰りとして行っている。

別途，ご近所に出向き，「おすそわけ」として提供

している。

地域は行政区分とは別に「区」（自治会）があり，

さらにその中に一番組，二番組と番号のついた「組」

という小集団に分けられている。活動範囲は著者の

所属する「組」（現状５世帯）とワークショップの

参加者，お世話になった方，お知り合いなどで

2024 年には 10 箇所程度に配ることができた。

６．窒息事故の予防としてのたがね

年末に，ご近所，親戚に配りはじめたのは，「た

がね餅」が，餅による窒息事故予防活動のひとつに

なるかもしれないと気づいたからでもある。活動地

域は，三重県の北勢地域，もっとも山に近い地域で

あり，救急搬送には時間がかかる。しかも，窒息事

故の予後は非常によくない。餅による窒息事故は高

齢者に特徴的な窒息事故である。

窒息事故の要因は，１）食材の特性，２）食べる

側の特性，そして，３）食べる際の方法，の方向性

がある。その中で，今回のたがねのアプローチは，１，

２，３のいずれにも配慮しているが，特に，食材の

特性を変化させる方策として，かみきりやすいたが

ねを製作した。

１）については，噛み切りやすさや口腔内への粘

着性，２）食べる側の特性としては，年齢，加齢に

よる咀嚼能力，嚥下能力の変化や中咽頭の解剖学的

な特徴など，３）食べる際の条件，これは正月に餅

を食べるという伝統的な日本の食文化とともに，正

月であることから，ふだん食べ慣れないものを食べ

る，家族人員の変化など日常生活とは違う状況があ

ることなども推測される。

Ⅲ．活動のディテールと発見
１．たがね餅の製作と餅つきの作業負担の軽減

餅つきは大家族で人手のある場合ならともかく，

少人数でしかも餅つきに慣れていないメンバーで

は，非常にハードルの高い作業である。昔ながらの

餅の品質の評価は，「よくつくことによってなめら

かでよく伸びるお餅」がよしとされるが，たがね餅

の場合，あえて「つぶが残っているようにする，「粘

着性は餅がまとまる程度でいい」ので杵を大きくあ

げて振り下ろすという動作が非常に少ない。そこで

体力のある人でなくてもできる。腰への負担を少な

くするため，手水の位置，タイミングの調整などを

行った。

また，前述の鍋餅の方法で行えば，杵や臼がなく

ても作ることができ，「餅つき」のハードルを下げ

ることができた。

図３　たがね餅の製造している現場の様子作業が楽
になる工夫がしてある。
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２．餅の提供とおすそわけに関して

おすそわけは，たがねを作った翌日の午前中に餅

をカットし，お家の玄関先までうかがって，少しの

雑談とともに差し上げるという日常によくある生活

の一部としてお持ちした。

お配りした方からは「おいしかった」「めずらし

いものを（ありがとう）という反応をいただいてい

る。「おいしい」「めずらしい」「なつかしい」「手作

り」（買った物品は返礼のご負担を感じられるので）

「返礼がいらない程度の量」がポイントかと思う。

またご高齢のご家族を抱えた方からレシピを聴か

れるというシーンもでき，ご家族が窒息事故を心配

されている様子もうかがうことができた。餅つき器

を利用しつつたがねを復活されたお家も見受けられ

た。

ネット上で，不特定多数の方々に対しては，餅に

よる窒息事故予防をハッシュタグにつけるなどし

て，食品の機能面についても情報提供したが，「お

すそわけ」をするにあたっては「よかったらたべて

みて，たべやすいで」ぐらいのお話で，お餅につい

ての機能を強調しないようにした。

たまたま介護関係の職種の方には，窒息事故の話

も少しだけ話題にした。

３．活動範囲の小ささが生み出すもの

おひとりおひとり対面で知っている人に対して行

う活動は，専門家と一般の人という関係でなく，ご

近所さん，知り合い，お世話になった人，ワーク

ショップに来てくれる友人という対象なので，「行

動変容を促す」「指導する」という言葉に表現され

るような一方的な情報提供でなく，雑談として話を

してもらえることがとてもありがたく感じる。

食材に対しての認知も，伝統的な食材として地域

にあったもの，あるものをアレンジして復活してい

るだけなので，まったく新しいものを手にする，の

ではなく，昔食べたことがある，前はよう（よく）作っ

た，となつかしさを味わってもらえる。多く社会の

変化とともに，昔ながらの食材であったり，その製

法であったりは失われていく傾向があり，昔ながら

の生活のなつかしさを復活して，当時のことをお話

いただけたりする機会ができる。　

おすそわけ範囲のみなさまは，「家でお餅をつい

ていた，けれど今はやっていない」という方や「以

前は杵と臼でやっていたが，今は餅つきの機械でや

る」という餅つきに関してはベテランの方々である

から，ある程度製法が安定してきたものを食べてい

ただかないと受け入れていただきにくいと思い，お

すそわけするまでには時間がかかった。

４．窒息事故予防の広報と実際のギャップ

窒息事故予防の注意事項については，政府の広報

をはじめ，自治体からも発信されている。そのひと

つに，「お餅は小さく切って食べましょう」という

情報提供がある。実際にはどのような方法で，いつ

小さく切るのかをやってみた。

１）包丁で小さく切ってからお雑煮にする。

市販の餅は水分量が多いので，ある程度の力があ

れば切れるが，家庭で作った餅は一般に市販の餅よ

り固くなるので，一度固くなったお餅を小さく切る

にはかなり力が必要である。

一人暮らしの高齢者の方，高齢者の男性がひとり

ぐらしをされているときはどうだろう，行動を起こ

してもらえるだろうかという懸念がある。小さいと

いう程度も，半分に切るのと８分の１に切るのとで

はかなり大きさは変わってくる。　実際に小さく

切ったお餅を筆者は実際にお雑煮として作ってみた

が，確かに大きいままより食べやすいという利点は

あるがお餅の口腔内へのくっつきやすさに変わりは

なく，義歯であればさらにくっつきやすいとおもわ

れる。カットしていないお餅を同じお鍋で作った場

合，気をつけていないと小さいお餅はくっついてし

まう。また８分の１に切ったお餅をお雑煮にすると，

通常のお雑煮のビジュアルは失われてしまう。

２）調理してから餅を小さく切る。

一旦お雑煮の調理をして，お汁の中にいれた餅を

小さく切るというのは，包丁やナイフでは難しい。

フードカッター（食卓で使える食品用のハサミ）で

餅をカットするという方法が考えられる。煮た餅を

フードカッターでカットする方が簡単である上，お

雑煮のビジュアルを確認した後に，食べる前にカッ

トする方が心の満足度が上がると思われる。

今回製作配布した「たがね」は，フードカッター
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を用いなくてもお箸で簡単に切れるので，見た目は

ふつうのお雑煮だが切らずにお雑煮にしても，食べ

るときにお箸で切れるので，お雑煮のビジュアルを

保つことができる。

Ⅳ．課題と展望
１）「おいしいから」という動機

おいしいから，とよろこんで選んでもらった結果，

それが窒息事故の予防につながる，という構造が理

想的である。個別に話せるという小規模な活動は，

その地域，その地区，その人の状況を把握できる。

小さな規模で食材の性質がコントロールしやすい点

もメリットがある。

「広がるといいですね」といってくださった方が

いらした。広げていくための方策として，大規模な

ムーブメントにしていくスタイルもあるかもしれな

い。

しかしながら，三重県の「たがね餅」を全国に広

げるのではなく，地域地域にある伝統的食文化の中

から，窒息事故の予防に役立ちそうな食材を探し，

それが地元の方々の中ですこしずつ広がっていくと

いう，一見時間のかかる広がり方のほうが，長期的

な定着への近道ではないかと感じる。小規模な中で，

顔の見える関係を話しながら作っていくには，各地

のコミュニティーナースの方々の活躍が期待され

る。

２）奈良県のお雑煮スタイルと地域文化に溶け込む

　対策

SNS で大安桜米のワークショップと窒息予防に

ついての記事を告知したところ，奈良でお茶の生産

をしている方から，「奈良では，お正月にお雑煮を

食べる際に，お雑煮に入れたお餅をお箸で小さくし

て取りだし，きなこにつけて食べる，これは平安時

代から続いている食べ方で，この食べ方だとのどに

詰めない」とコメントをくださった。

農林水産省のウェブサイトによれば，この飲食方

法は，大和の雑煮として，県内全域で伝承され若い

世代にまで伝わっているとのことである。飲食方法

との関連は不明であるが，餅による窒息事故の都道

府県別の件数ではは，奈良でも京都と同様に低い水

準である。

さらに考えをすすめれば，「小さいポーションに

した餅になにかをまぶして食べる」方法は，ずんだ

餅，くるみ餅など全国に見られる。その中に窒息予

防や食べやすさの要素は隠されていないだろうか。

伝統的な食文化の変化とともに，食べやすさに対

する配慮が内包されている可能性もあるのではと感

じるとともに，食文化保全の意義深さを再考してい

る。
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Ⅰ．はじめに（緒言）
世界に類を見ないスピードで高齢化が進行してい

る日本において，「人生 100 年時代」はすでに現実

のものとなりつつある。平均寿命が延伸する一方で，

健康で自立した生活を送れる期間を示す健康寿命と

の間に乖離が生じており，この健康寿命の延伸は喫

緊の国民的課題となっている１）。健康寿命の延伸は，

個人の Quality of Life（QOL：生活の質）を飛躍的

に向上させるだけでなく，医療費や介護費用といっ

た社会保障費の抑制という観点からも，社会全体に

とって極めて重要な意義を持つ。

この大きな課題を解決し，すべての高齢者が心身

ともに健康で，活き活きとした（well-being な）生

活を長く継続するためには，従来の疾患治療中心の

アプローチから，個人の行動変容と社会的な環境整

備を統合した保健医療行動科学の視点が不可欠とな

る。特に，老年期における健康長寿の実現を左右す

る二大要素として，「歩く力（身体活動の維持・向上）」

と「社会的交流（社会的なつながりの維持・確保）」

の重要性が，近年の研究で改めて浮き彫りになって

きている。

本総説では，シンポジウム全体のテーマである「人

生 100 年時代の保健医療行動科学」に基づき，すべ

ての高齢者が笑顔で人生を謳歌するために不可欠な

この二つの要素―「歩く力」の維持と「社会的交流」

の重要性―に焦点を当てる。近年の疫学研究や社会

的な背景を踏まえて，これらの要素が心身の健康長

寿にどのように貢献するかを考察する。さらに，特

に社会的交流の重要な基盤となる地域における「居

場所」が，個人の健康増進と社会的な繋がりを育む

上で果たす役割について掘り下げ，今後の保健医療

行動科学的なアプローチの方向性を示唆する。

Ⅱ�．身体的基盤の確立：「歩く力」の維持と行
動変容の促進

１．健康長寿実現に向けた「歩く力」の維持

高齢期における「歩く力」の維持は，単なる移動

手段の確保にとどまらず，健康で自立した生活を続

けるための身体活動の基盤そのものである。歩行能

力を維持・向上させることは，身体の多岐にわたる

機能にプラスの効果をもたらす。歩行能力の維持・

向上を目的とした身体活動は，高齢者の健康を多角

的に支える。厚生労働省の『健康づくりのための身

体活動・運動ガイド 2023』においても，筋力・筋

〈焦点２〉�����������������������������������������

人生100年時代を笑顔で謳歌！歩く力と交流で築く心身の健康長寿

石橋タミ＊

＊東京女子医科大学看護学部

Walking Power and Social Ties: A Prescription for Healthy Longevity in the 100-Year 
Life Era

Tami Ishibashi ＊

＊ Tokyo Women’s Medical University Department School of Nursing

キーワード
健康長寿	 healthy longevity
社会的孤立	 social isolation
歩く力	 walking ability
地域における居場所	 place in the community
保健医療行動科学	 health behavioral science
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量の維持によるサルコペニア・フレイルの予防，骨

に負荷をかける運動による骨密度の保持（骨折予

防），バランス運動による転倒リスクの低減という

複合的な効果が，科学的根拠に基づき推奨されてい

る２）。

生涯にわたる無理のない身体活動の推奨は，高血

圧，糖尿病，脂質異常症といった慢性的な生活習慣

病の予防に極めて有効であることが広く認知されて

おり３），これにより健康寿命の延伸に大きく貢献す

る。各国や日本の厚生労働省からも，高齢者を含む

すべての世代に対し，具体的な身体活動ガイドライ

ンが提示されており４），この行動変容を促すことが，

保健医療分野の重要なミッションとなっている。

２．「歩く力」の維持と認知機能の関連性

近年，「歩く力」は単なる運動機能の指標を超え，

全身の健康状態や特に認知機能の状態を反映する重

要なバイオマーカーとして認識され始めている５）。

特に，歩行速度の維持が高齢者の予後予測因子とし

て注目されている。歩行速度の低下は，身体能力の

衰えだけでなく，脳の機能，神経系，そして全身の

統合的な衰退を示すサインであるという見解が強

まっている。さらに，近年の研究では，定期的な歩

行を含む身体活動が，脳の血流を改善し，神経栄養

因子（BDNF など）の産生を促すことで，認知機

能の低下を抑制する可能性が示唆されている６）。

また，二重課題（Dual-task）歩行，すなわち「何

か別の作業（計算や会話）をしながら歩く」能力の

維持は，認知機能の複合的な指標として用いられ，

これが低下すると認知症や転倒のリスクが高まるこ

とがシステマティックレビューでも報告されてい

る７）。これらの知見から，「歩く力」を維持するた

めのアプローチは，高齢者の精神的・認知的健康と

共に身体的健康を保持するための極めて重要な行動

科学的介入であると言える。

Ⅲ�．心理社会的健康の保持：孤立リスクと「社
会的交流」の役割

１�．社会的交流がもたらす精神的な健康とウェル

ビーイング

人間は社会的な動物であり，「社会的交流」は，

人生のあらゆる段階において，精神的な健康を維持

し，幸福感（ウェルビーイング）を高める上で不可

欠な要素である。交流を通じて得られるソーシャル・

サポート（社会的支援）は，ストレス耐性を高め，

抑うつ傾向を軽減する重要な緩衝材として機能す

る８）９）。核家族化の進展や単身世帯の増加が著しい

現代社会において，高齢者の社会的孤立（Social 

Isolation）， そ し て そ れ が 引 き 起 こ す 孤 独 感

（Loneliness）は，解決すべき深刻な社会問題となっ

ている。

２．社会的孤立の健康リスク

「社会的孤立」（Social Isolation）とは，家族や近隣，

地域など，のコミュニティなどとほとんど接触や交

流がない状況を示す 10）。社会的孤立は，単に「人

と会わない」という状態を示すだけでなく，それが

高齢者の心身の健康に深刻な影響を及ぼすことが，

数多くの疫学研究によって明らかになっている。社

会的孤立が高齢者の抑うつや不安のリスクを高め，

さらには認知症の発症リスクを上昇させると報告さ

れている 10）。また，社会的孤立はストレスホルモ

ンの増加を招き，心血管疾患や免疫機能の低下に関

連している可能性も指摘されおり 12），喫煙や肥満

といった既知の健康リスクと同等，あるいはそれ以

上に，早期死亡リスクを高める可能性が示されてい

る８）。

これらの研究報告は，社会的交流の欠如は「生活

不活病」のリスクを高め，結果として健康寿命を縮

める決定的な要因となり得ることを示している。高

齢者に対する保健医療行動科学的アプローチにおい

て，「社会的交流」の確保は，「歩く力」の維持と並

ぶ最優先課題であると認識すべきである。

Ⅳ�．交流のインフラ：地域における「居場所」
の創出と持続性

１．地域における「居場所」の多様な役割

社会的交流の重要な基盤となるのが，地域社会に

おける様々な「居場所」の存在である。高齢者にとっ

ての「居場所」は，公民館，地域のサロン，趣味の

集まり，ボランティア活動の拠点，そして国が推進

する「通いの場」など，多様な形態を持つ。これら
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の居場所は，単なる時間潰しの場ではなく，「気軽

に集い，交流し，互いに支え合う関係性を築く機会」

を提供する，高齢者の社会的インフラとしての役割

を担っている。

地域社会における高齢者にとっての「居場所」の

機能は，主に以下の三点に集約される。①交流と繋

がり：定期的な接触を通じて，信頼感と所属意識を

育み，孤立感や孤独感を効果的に軽減する。②活動

機会の提供：運動，学習，趣味など，身体的・精神

的な刺激となる多様な活動を提供し，生活の不活発

化を防ぐ。そして，③役割と生きがいの発見：他者

を援助したり，自分の知識や技能を教えたりする機

会を通じて，高齢者が「与える側」として新たな役

割や生きがいを見出す場となる。このような「居場

所」機能の具体的な実践例として，近年全国的に普

及している高齢者向けの「通いの場」が挙げられる。

２�．「通いの場」と「歩く力」の維持における相乗

効果

近年，全国的に普及している高齢者向けの「通い

の場」は，社会的交流の場としてだけでなく，身体

的健康の維持にも貢献していることが JAGES

（Japan Agency for Gerontological Evaluation 

Study : 日本老年学的評価研究機構）での研究でも

明らかとなっている 13）。「通いの場」とは，地域の

住民同士が気軽に集い，一緒に活動内容を企画し，

ふれあいを通し「生きがいづくり」「仲間づくり」

の輪を広げる場所であり，介護予防や体力・筋力の

低下（フレイル）予防に資する月１回以上を基準に

活動する地域の介護予防の拠点となる場所であ

る 14）。多くの「通いの場」では，転倒予防や筋力

維持のための体操やレクリエーションが取り入れら

れており，これは「歩く力」の維持・向上に直接的

に資するという相乗効果を発揮している。

高齢者にとっての地域の「居場所」は，高齢者が

社会的交流という精神的な動機づけを得ながら，身

体活動という具体的な健康行動を実践できるという

相乗効果を生み出している。例えば，「仲間と一緒

に運動する」という行動様式は，個人で運動を継続

するよりも高いモチベーションを維持させること

が，行動科学的にも裏付けられている15）。さらに，「通

いの場」への参加者は，参加を通じて外出する機会

が増加し，様々なボランティア活動やスポーツの会

などの地域活動への参加のきっかけや会話する機会

や会話の相手が増えるため，非参加者と比べて，活

動能力の維持 ･ 改善，認知症発症リスクの低下がみ

られることが報告されている 16）。

しかし，このような地域活動への参加には性差が

見られ，厚生労働省による住民主体の通いの場の展

開状況に関する調査によれば，男女別の参加比率は

男性高齢者 20.5％，女性高齢者 79.5％と男性高齢者

の参加が圧倒的に低いことが報告されている 17）。

男性高齢者の参加促進は依然として課題である。男

性高齢者の関心に合わせた「居場所」（例：ものづ

くり，将棋，地域貢献活動など）を提供し，その参

加のハードルを下げる工夫が，今後の地域づくりの

鍵となる。

３．「居場所」の持続的機能と地域社会の活性化

「居場所」を高齢者の健康長寿に真に貢献させる

ためには，その持続的な機能と活性化が不可欠であ

る。短期的なイベントではなく，高齢者の生活の一

部として定着する「居場所」にするためには，運営

主体の多層化が重要となる。具体的には，行政から

の支援に依存するのではなく，まず地域住民自身に

よる主体的な運営を核とすべきである。さらに，

NPO や企業がそれぞれの専門性や資源を注入して

地域を支え，役所（行政）は，これらの多様な主体

間の連携を調整し，活動が継続できるよう環境整備

を行う「応援団長」へと役割を変えていくことが望

ましいと考える。

また，多世代交流が可能な地域のイベントやボラ

ンティア活動などは，高齢者に社会参加を促すだけ

でなく，地域全体の連帯感を高める効果がある。若

いうちから地域活動へ参加し，人との繋がりを築く

経験は，高齢になった際の社会的な繋がりをスムー

ズに築くための重要な準備期間となる。この世代を

超えた活動は，高齢者が持つ知識や経験を地域に還

元する機会となり，自己肯定感を高める上でも極め

て重要である。



27石橋／日本保健医療行動科学会雑誌　40（2），2026　24－28

Ⅴ�．今後の保健医療行動科学：行動科学的アプ
ローチの統合
本総説では，「人生 100 年時代を笑顔で謳歌」す

るために，「歩く力」の維持と「社会的交流（居場所）」

の確保が，心身の健康長寿にとって不可欠な二大要

素であることを論じた。

「歩く力」は，身体活動の基盤として生活習慣病

やフレイルを予防し，さらに認知機能の維持にも貢

献する重要な健康指標である。「社会的交流」は，

精神的な健康を支え，孤独による健康リスクを軽減

する防波堤であり，その基盤となるのが地域におけ

る多様な「居場所」である。

このように多面的な機能を持つ「居場所」が地域

社会において持続的に機能し，活性化していくため

には，運営上の視点も重要となる。具体的には，高

齢者のニーズに応じて性別や趣味，関心に応じた多

様な「居場所」を提供し続けることが求められる。

特に，男性高齢者や引きこもりがちな高齢者に対し

ては，施設で待つだけでなく，支援側から積極的に

出向いて声をかけるアウトリーチ型の支援が不可欠

となる 18）。

健康長寿の実現は，個人の努力のみならず，それ

を支える地域社会の構造と機能に深く依存してい

る。このため，今後の保健医療行動科学においては，

単に「運動しなさい」「交流しなさい」といった指

導に留まらず，個人の健康行動変容を促すための動

機づけ（モチベーション）の醸成と，その行動を継

続させる地域レベルの環境整備（居場所の持続的な

サポートなど）を統合的に組み合わせるアプローチ

が求められる。個人の行動と環境の相互作用を深く

解明し，誰もが健康で長く人生を謳歌できる社会を

実現する具体的な指針として，保健医療分野におけ

る行動科学的な知見の役割は大きい。本稿で論じた

内容が，今後の地域における保健事業や，社会にお

ける活動の推進に一助となれば幸いである。

本稿に関連して，開示すべき利益相反（COI）はあ

りません。
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Ⅰ．はじめに（序論）
患者さんと医療従事者のコミュニケーションは，

インフォームドコンセントがベースとされている

が，実際に「患者さん」として医療機関を選び診療

を受ける立場になると，「あらかじめ知っておきた

かったこと」，「初診時，再診時に聴いてほしかった

こと」，「言いたかったこと」など，コミュニケーショ

ン不足をたびたび経験した。

歯科医院の受診にあたっては，医院のホームペー

ジ等で事前に情報を得ていくが，初診時の面接時間

は，歯医者さんにとっても患者さんにとっても限ら

れている。聞きそびれたこと，言いそびれたことが

ないよう，患者の必要事項は初診時に「問診票」と

して歯科医院に提出するが，逆に「歯医者さんに対

しての問診票」があれば，聞きそびれることが少な

くなるのではないかと思った。

そこで，歯医者さんに対して聴きたいことを他の

患者さんと一緒に出し合い，問診票としてとりまと

めておくのはどうだろうと考えた。

Ⅱ．実践方法（実施内容）
・�開催日時・場所：2025 年６月 21 日（土）明海大

学浦安キャンパス　15 時～ 17 時

・�参加者：８名（一般参加者２名，医療保健介護等

従事者６名）

・�プログラム構成：テーマの提示→体験談を話して

もらう→休憩→全体で対話→感想を述べる→アン

ケート

・�配慮事項：ファシリテーターも参加者もひとつの

テーブルに座って会話できるようにし，熱中症対

策とリラクゼーションのために，お茶を用意した。

話し方のルールという資料を作り，守秘義務や言

動についてのポリシーを提示した。ファシリテー

ターの歯科医師を含め，役職名などは名乗らず，

自分の呼ばれたい名前を付箋に書き，胸に貼り，

その名前を呼び合うようにした。

・�事前説明：医療者と患者さんとのコミュニケーショ

ンは，治療の一環として大切なものです。今回医

療機関，特に歯科医院での体験と経験をシェアし

ながら，専門職の立場をリリースし，「ひとりの

患者として」どう感じるのか，の体験を共有した

〈焦点３〉�����������������������������������������

「患者として感じる」医療・歯科医療者と患者の 
コミュニケーションワークショップを通じて

萩　名子＊　吉野浩一＊＊　深井穫博＊＊＊

＊明海大学　＊＊東京歯科大学　＊＊＊深井保健科学研究所

Workshop on Communication Between Medical and Dental Professionals and Patients 
: A Patient’s Perspective

Meiko Hagi＊   Koichi Yoshino＊＊   Kakuhiro Fukai＊＊＊

＊Meikai University   ＊＊Tokyo Dental College   ＊＊＊Fukai institute of Health Science

キーワード
ワークショップ	 workshop
対話	 dialogue
コミュニケーション	 communication
歯科医療	 dental care
患者 - 医療者関係	 patient-physician relationship
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いと思います。専門職，一般の方も「患者さんの

立場」としてご参加ください。

・�当日の流れ：１～７）

１�）はじめに　15 分　ファシリテーター名前だけ

自己紹介，歯科分野の専門職

＊�進行とそのルール（誹謗中傷帽子や守秘義務など

について）

＊患者になる体験を大事にする。

＊�他分野の専門職からみた歯科についての体験を共

有したい。

＊�専門性を手放してみたとき，どう感じるか，気づ

きをシェアしたい。

２�）「あなたが患者さんだったときワーク」（１グルー

プ３人ぐらい）20 分

＜ワークシート＞またはスライド

Q １�　医療・歯科医療で「とまどった」「安心した」

などの経験は？

　個人の体験をシェア。

Q ２�　そのときどんな感情が起こっていましたか？

（付箋）

　不安な気持ち，怒り，悲しい気持ち，ほっとした

Q ３�　どんな風にしてもらったり，言葉をかけても

らったりするとよかったですか？

答えは付箋でテーブルにまとめて貼ってもらう。

（付箋）

３）「説明ロールプレイ」10 分

（ジルコニアとかインプラントとか，オーラルフレ

イル，などについて説明する。（対面，スライド，

動画など）ABCDE からまず選んでもらい後にグ

ループワーク。

Ａ　よくわかった

Ｂ　なんとなくつかめた

Ｃ　ところどころわからなかった。

Ｄ　内容が入ってこなかった。

Ｅ　途中で聴いているふりになった。

　　�どこでつまずいた？何が不安だったかを個人

→グループで話す。

　　�どうしたらもっと・・安心してもらえるの？

→グループ

４�）　今までの気づき，専門職としての気づき，患

者としての気づきをシェア。10 分

　　　　　　　　　�＝全体でシェア（ファシリ）＝　

今まで 55 分

５）　休憩 10 分

６�）「作ってみよう！患者から歯科医師への『ホン

トは聞きたい』問診票」20 分

このシートは，受診前や診察前，治療中に「本当は

聞きたい」と思っているものを歯科医師にあらかじ

め伝えておくためのツールです。

必要な所にチェックをし , １チーム３個，追加の質

問と選択肢も作って見ましょう！

歯科医院を選ぶ前	

Q １�　先生の得意分野はどこですか？

１）むし歯の治療

２）入れ歯を作る

３）歯周病の治療

４）歯を抜く

５）矯正治療

６）その他

Q ２　院長先生が治療してくれますか？	

１）はい

２）いいえ

３）簡単な所は若い先生に任せる

４）混み具合による

Q ３　補綴ってなんですか？	

治療について	

Q １どのくらい期間がかかりそうですか？

Q ２どんな治療法があるか選択肢を教えてください

Q ３保険と自費の違いを教えてください。

Q ４セカンドオピニオンに快く送り出してくれます

か？

	

お金について	

Q １保険の負担金は全体でいくらですか？

Q ２次回の治療の負担金が前もってわかります

か？	

＊以上のようなシートをグループでひとつ作り，書

き込んでもらったものをシェアする。
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iPad で写真を撮影→スクリーン投影などの方法で。

10 分

QR コードでアンケートを取る　10 分

７�）エンディング　挨拶と謝辞　５分 -10 分前に終

わる。気づきとアンケートのお願い，おみやげを

渡す。

Ⅲ．実践の気づき（アンケート結果）　
一般参加者の方，歯科医療以外の分野の対人支援

職の方などと忌憚なく話す機会を得た。今回は問診

票を作るという具体的な成果物は作成できなかった

が，アンケート結果では，以下の様であった。

設問１�　このワークショップで得た気づき　自由記

載

Ａ�　疑問に思ったこと。不安な事は正直にドクター

に聞く。最終的判断は自分でする責任を持つ。

Ｂ　先生とよく話し合うこと。

Ｃ�　患者の立場で歯科医療者に何を求めているのか

治療費経営もあり，特に歯科医師の技術をどう判

断すれば良いのか。

Ｄ�　医療側が相手の持っていることや，不安に思っ

ていること，聞きたいことに気づけるかが大事か

なと思った。

Ｅ�　患者に医学知識があったとしても，コミュニ

ケーションの課題は生じること。

Ｆ�　日常やビジネス上のコミュニケーションとは異

なるもので，患者サイドがコントロールするのは

非常に難しいと思いました。

Ｇ�　技術的知識的に「良い治療」を評価するのは難

しい。相当な割合で，コミュニケーションが良し

悪しを決めている。

Ｈ�　自分の要求水準やこだわりすぎ，心配しすぎな

のもあるなと感じた。

設問２�　今後の生活にどのように活かすか。　自由

記載

Ａ　自分の体のことに関心を持ち続け，勉強したい。

Ｂ　わからない事は何でも聞く。

Ｃ�　患者が歯科医院を選択する基準が，インター

ネット等での事前調査に苦労していることがよく

わかった。

Ｄ�　なるべく双方向のコミュニケーションとなるよ

う意識してみたい。

Ｅ�　知識の格差故に仕方ないと諦めない。

Ｆ�　日常の中で，ときには医療者ときには患者とな

ることがありますが，患者にも日常生活があると

言うことを常に念頭に置きたい。

Ｇ�　医療とは，身を委ねること，委ねる方に悔いの

ないように。

Ｈ�　なんとなくしみてくる感じに役立つと思いま

図 1　ワークショップ当日の掲示物

図２　ワークショップ中のグラウンドルール
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す。

設問３　参加満足度

【チェックボックス】とてもそう思う７／８　そう

思う１／８

Ａ　とてもそう思う。

Ｂ　とてもそう思う。

Ｃ　とてもそう思う。

Ｄ�　そう思う（患者側というより，医療側の人間と

して考えさせられました）

Ｅ　とてもそう思う。

Ｆ�　とてもそう思う。（参加者の方とお話を通じて

交流でき，新たな視点を得られました）

Ｇ　とてもそう思う。

Ｈ　とてもそう思う。

問４　参加者属性【チェックボックス】

Ａ　一般の方

Ｂ　一般の方

Ｃ　60 代医療・介護・福祉・保健関係者

Ｄ　60 代医療・介護・福祉・保健関係者

Ｅ　70 代医療・介護・福祉・保健関係者

Ｆ　40 代医療・介護・福祉・保健関係者

Ｇ　50 代医療・介護・福祉・保健関係者

Ｈ　60 代医療・介護・福祉・保健関係者

問５　その他自由記載

・�高齢化社会に向かい，訪問歯科の充実を望む。

・�話しやすくて参加してよかったです。ありがとう

ございました。

・�歯科医院の選び方に苦労する人が多いことがよく

わかった。

・�相手の気持ちに寄り添うことが難しい学生に，ど

うコミュニケーションについて伝えていけば良い

か自分も学んでいきたい。

・�参加前は難しいテーマのワークショップだと思い

ましたが，なごやかな雰囲気で進行していただき

リラックスして発言させていただきました。あり

がとうございました。

・�まとまらなかったけれども，いろいろ話ができて

よかった。

Ⅳ．考察
今回は問診票を作るという具体的な課題を提示し

た。企画としては興味を惹き，医療従事者に対して

力関係の逆転をイメージしたタイトリングであった

かもしれない。しかし，ワークショップを経験して

みると，問診票の作成という作業そのものの価値よ

りも対話の重要性が感じられた。患者として自分自

身が伝えたいことに対する気づきを得て，伝えるた

めのツールとして，問診票という形のあるものを前

提にしておく価値もあると感じるが，コミュニケー

ションを助けるアイテムとしてはさらに検討する余

地がある。

実際に患者から医療従事者に向けて問診票を作成

するということであれば , ２時間の枠内では収まら

ず，十分な時間と対話の積み重ねとともに，分野別

検討会などが必要と感じた。話すことによって，患

者としての自分自身が，なぜそのようなコミュニ

ケーションに対する要望が出てくるのか，という感

情や自身の行動特性に関する気づきも得られた。

Ⅴ．結論
医療者と患者が，医療機関での立場を超えて，話

す機会を作ることができた。今後は患者さんの聞き

たい事項をまとめたチェックリストを作成していき

たい。

利益相反：本論文について，開示すべき利益相反は

ない。

謝辞
この企画にご興味を持っていただき，ご自身の貴

重な体験を提供してくださった参加者の皆様，第

39 回日本保健医療行動科学会でのワークショップ

実施をお認めくださった，日本保健医療行動科学会

の会長，大会長，学会員の皆様に感謝いたします。
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Ⅰ．はじめに
第 38 回日本保健医療行動科学会学術大会（以下，

第 38 回大会）において，体験学習ワークショップ「多

職種連携で創る人生 100 年時代―それぞれの専門性

を地域住民の方とともにもう一度，見つめ直してみ

ませんか？―」を開催した。本稿では，今回実施し

た DMIU プログラムについて，着想に至った経緯，

本ワークショップにおける DMIU プログラムの概

要について報告するとともに，今後の展望や課題に

ついて考察する。

Ⅱ�．着想に至った経緯－人生 100 年時代と
DMIU－
第 38 回大会のテーマは「人生 100 年時代の保健

医療行動科学」であった。

わが国では，団塊の世代が 75 歳以上となる 2025

年を目途に，重度な要介護状態となっても住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける

ことができるよう，住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される，「地域包括ケアシス

テムの構築」が推進されてきた１）。

これにより，地域では様々な保健医療福祉の専門

職が地域住民と接する機会が増えている。

〈焦点３〉�����������������������������������������

DMIUプログラムの新たな可能性についての検討－体験学習ワークショッ
プ「多職種連携で創る人生100年時代―それぞれの専門性を地域住民の
方とともにもう一度，見つめ直してみませんか？―」を振り返って

二瓶映美＊　野呂瀬崇彦＊＊　木村聡子＊＊＊　小坂素子＊＊＊＊　樋口倫子＊＊＊＊＊
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例えば，病院での療養を終え，在宅での療養へと

移行する際，「退院調整カンファレンス（あるいは

退院調整会議）」が開催される。これは，患者およ

びその家族，これまで療養や支援に携わってきた病

院の医師や看護師をはじめとする専門職，そして今

後，在宅での療養や支援に携わる，医師や看護師，

介護専門職，保健師，ケアマネジャーをはじめとす

る地域の様々な専門職が一堂に会して開催される。

ここでは，病状や退院に向けた準備の状況に加え，

本人および家族の病状・療養生活に対する理解，介

護力，ケア技術の習得状況や対応能力など，自宅で

療養生活を送る上で必要となる情報の共有が図ら

れ，申し送りや具体的な手立ての協議が行われる２）。

また，地域には「地域包括支援センター」が設置

されており，保健師，社会福祉士，主任介護支援専

門員等の専門職が配置されている。ここでは， 地域

の高齢者やその家族に対し，初期段階から継続的・

専門的に相談支援を行い， 地域における様々なサー

ビス等につなげるといった「総合相談支援事業」を

はじめとする様々な事業が展開されている３）。

さらに，近年，地域包括支援センター等には「認

知症初期集中支援チーム」が配置されており，認知

症の専門医および保健師，看護師，社会福祉士をは

じめとする専門職から構成されている。このチーム

では，家族の訴え等により認知症が疑われる人や認

知症の人およびその家族を訪問し，アセスメントを

行った上で，家族支援などの初期の支援を包括的，

集中的（おおむね６ヶ月）に行い，自立生活のサポー

トを行っている４）。

このように，現在，様々な場面で地域住民と保健

医療福祉の専門職が接する機会が存在する。しかし，

専門職と地域住民とのコミュニケーションは十分に

図ることができているだろうか。地域住民は日常生

活における困りごとや分からないことなど，専門職

へ十分に伝えることができているのだろうか。地域

住民ができる限り長く住み慣れた地域で暮らし続け

られるために，様々な専門職が連携，協働しながら

支援に携わる。とはいえ，地域住民に各専門職の専

門性について十分理解していただいているだろう

か。地域住民からすれば，何をどの職種に相談した

らよいのかさえも分からないというようなこともあ

るのではないか。そこで，我々はこうした課題を解

決するために，まずは地域住民に各専門職の役割や

専門性を知ってもらうこと，その上でより「賢い患

者」になっていただくことが必要であると考えた。

我々は，2021 年に本学会企画運営委員会の発案

のもと，学会員有志によって構成された，「職種間

連携の促進」に関する共同研究グループである。こ

れまで，職種間理解のための対話的プログラム

「DMIU（Dialogical Meeting for Interprofessional 

Understanding）」を開発してきた。DMIU の最大

の特徴は，オープンダイアローグにおける特徴的な

対話様式であるリフレクティング・トークを取り入

れ，「聞く」と「話す」を丁寧に繰り返しながら対

話を紡いでいくことである５）。我々は，これまで，

2022 年度の自治体の多職種連携研修会をはじめ，

本学会の第 36 回以降の学術大会や研究会等，様々

な場で DMIU を実施してきた。

人生 100 年時代において，100 年という長い期間

をより充実したものにするために，全ての国民に生

涯にわたる学習や活躍の場があり，全ての人が元気

に活躍し続けられる社会，安心して暮らすことので

きる社会をつくることが重要な課題となってい

る６）。人生 100 年時代について初めて提言したリン

ダ・グラットンら７）は，人生 100 年を生き抜くた

めに３つの無形資産を身に付けることを勧めてお

り，このうちの１つに「変身資産」がある。「変身

資産」とは，変化する状況に適応する能力であり，

例として「自分についての知識（自分についての十

分な理解）」や「多様性に富んだ人的ネットワーク」

「新しい経験に対して開かれた姿勢」が挙げられる。

DMIU については，これまで専門職間で「自職

種への理解」および「他職種の価値観・思考への理

解」等を促すプログラムであることが明らかになっ

ている８）。DMIU を専門職および地域住民間で実施

した場合，専門職は患者の価値観・思考を改めて理

解しながら「自職種への理解」，すなわち「自分に

ついての知識（自分についての十分な理解）」の深

まりが期待できる。一方，地域住民にとっては，各

専門職の専門性を理解しつつ，これまでの専門職と

の関わりを振り返りながら，今後，必要に応じてど

のように専門職と関わっていけばよいかを考える契
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機となる。すなわち，「賢い患者・家族」として主

体的に考える機会となり，「自分についての知識（自

己理解の深化）」へとつながる可能性がある。

したがって，DMIU プログラムは専門職および

地域住民の双方にとって，人生 100 年を生き抜くた

めに身に付けるべき無形資産の１つである，「変身

資産」の構築につながる可能性があるのではないか

と考えた。加えて，DMIU プログラムは様々な専

門職と地域住民の対話を紡ぐことにより成り立つこ

とから，「多様性に富んだ人的ネットワーク」を構

築できることが期待され，こうした点からも「変身

資産」の構築につながる可能性が期待された。

Ⅲ�．本ワークショップにおけるDMIU プログ
ラムの概要－これまでのDMIU プログラム
との比較―
本ワークショップにおける DMIU プログラムは，

従来の DMIU プログラムと同様 , ４つのセッション

で構成した。具体的には，「同職種グループによる

対話のセッション」「他職種メンバーによる対話の

セッション」「同職種グループの参加者による２回

目のセッション」「参加者全員で振り返り」の４つ

のセッションを順番に行うものとした９）（図１）。

DMIU プログラムの詳細については，以前の報告５）

をご参照いただきたい。

ただし，本ワークショップにおける DMIU プロ

グラムでは，他職種グループの中に，地域住民にも

家族の立場で参加していただいた。実際，これまで

も DMIU プログラムを当学会の学術集会や研究会

等で実施する中，保健医療福祉の専門職でない方々

も興味を持って下さるようになり，参加していただ

くことがあった。そして，こうした方々には患者・

利用者の家族の立場で参加していただいた。しかし，

DMIU プログラムは，先述したように多職種連携

における課題や困難さの一助となるよう５），「職種

間相互理解」を目的としていたことから，参加者の

多くは専門職であり，家族の立場での参加者は極少

数であった。このような状況もあり，これまでの

DMIU プログラムを振り返ると，家族の立場での

参加者はどちらかといえば，職種間相互理解を促す，

サポート的な役割を果たす存在であった。したがっ

て，家族の立場での参加者に関して，これまでの

DMIU プログラムでは，主たる評価対象としてこ

なかった。

しかし，本ワークショップでは，地域住民に家族

の立場で参加していただき，「専門職と地域住民の

相互理解を深めること」を目的とした。そこで，専

門職および地域住民の双方にプログラム実施時（実

施前後）および３か月後に質問紙を用いて，この目

的の検証を試みることとした。前者にはこれまでの

図１．DMIU プログラムにおけるセッションの流れ９）
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DMIU プログラムと同様に，「日本語版多職種連携

コンピテンシー自己評価尺度（JASSIC）」10）および

自由記述（研修前後：「気づいたこと・感じたこと」,

３か月後：「意識変化」「取り組んだこと」）からな

る質問紙を用いた。一方，後者には，「日本語版多

職 種 連 携 コ ン ピ テ ン シ ー 自 己 評 価 尺 度

（JASSIC）」10）に基づき，患者・家族の立場で検討し，

作成した尺度および自由記述（研修前後：「気づい

表１�．患者・家族を対象とした「日本語版多職種連携コンピテンシー自己評価尺度（JASSIC）」10） を参考に作
成した尺度



38 二瓶・野呂瀬・木村・小坂・樋口・松本・吉野・岡／日本保健医療行動科学会雑誌　40（2），2026　34－38

たこと・感じたこと」, ３か月後：「意識変化」「取

り組んだこと」）からなる質問紙を用いた。なお，「日

本語版多職種連携コンピテンシー自己評価尺度

（JASSIC）」は，多職種連携コンピテンシーとして

報告されている 11）,「患者・利用者・家族・コミュ

ニティ中心」「職種間コミュニケーション」の２つ

のコア・ドメイン，およびこれらのコア・ドメイン

を支えあう「職種としての役割を全うする」「関係

性に働きかける」「自職種を省みる」「他職種を理解

する」の１つのドメインで構成されていることから，

本尺度もこれらに準じて作成した。今回用いた尺度

を表１に示す。

なお，検証結果については稿を改めて報告したい。

Ⅳ．今後の展望と課題
本ワークショップを通して，第 38 回大会のテー

マ「人生 100 年時代の保健医療行動科学」を踏まえ，

DMIU プログラムが人生 100 年時代を生き抜く上

で果たし得る役割や，専門職と地域住民との相互理

解を深める可能性について検討する一つの契機と

なった。

しかしながら，これらについて十分な検討を行う

には，今後様々な場で実践し，データを蓄積した上

で分析を行っていく必要がある。

利益相反
本論文について，開示すべき利益相反はない。
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Ⅰ．はじめに
人は，衣食住は勿論のこと，その人自身の最もプ

ライベートな領域である身体のケアにおいても，他

者の助けを得て生きているが，多くの社会において，

身体のケアの担い手は家族であり，その具体的な方

法は，親から子へと伝えられてきた。

一方，家族からコミュニティへ目を転じると，老

いて弱った人や，災害によってすべてを失った人，

そして死を迎えようとしている人など，多様な状況

におかれている人々がいることに気づかされる。し

かし，家族のような関係にはない人を見放すような

行動規範は，地球上のコミュニティには存在しない。

言い換えれば，人は人をケアすることを通して，人

のいのちの営みを見つめ，そのような互いにかかわ

りあうケアのネットワークが，それぞれの人になじ

みのあるコミュニティをつくりあげていると言える

だろう。

一方，現代の医療の現場では，病んだ人は多くの

場合，近しい人やなじみの場所ではなく，病院など

の特別な場所で治療を受け，快復後に元の場所に帰

る。福祉においても，子どもが親から，高齢者が子

どもから離されて過ごすという制度があり，また，

戦争や災害においても，家を追われ，故郷を追われ

た人びとを保護する制度が，世界中に発展し，しか

も現代社会においては，それらの制度は著しく拡大

してきている。このような医療や福祉の現場だけで

はなく，研究においても，多様な状況におかれてい

る「個人」を社会集団から取り出し，「個」を単位

として分類し，それをさらに抽象化してまとめると

いうような方法が主流となっている。しかし，冒頭

で述べたような相互にかかわりあうケアのネット

ワークの中で生きている人々をどのように帰属する

集団から取り出し，個別化することができるのかと

いう疑問が生まれる。人間にとって，そのいのちが

生まれ育った環境から切り離されるということは，

身体的な苦痛や，社会的な死を意味することもある。

以上述べてきたような状況を踏まえて，ワーク

ショップを開催し，こどもと家族のいのちや生活を

テーマにする質的研究において，「分析の単位」を

どのように問えばよいのかを参加者と共に考え，こ

どもと家族のいのちの相互作用をひとつの出発点と

して，分析の単位について検討した。

〈焦点３〉�����������������������������������������

こどもと家族のヘルスエスノグラフィ 
― 質的研究における分析の単位と数 ―

道信良子＊

＊福井県立大学

Health Ethnography of Children and Families: Unit of Analysis and Sample Size in 
Qualitative Research

Ryoko Michinobu*
*Fukui Prefectural University

キーワード
こども	 children
家族	 families
エスノグラフィ	 ethnography
分析の単位	 unit of analysis
症例数	 sample size
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研究をはじめて行う人，研究計画を立てている人，

それらの人を指導している人などが本ワークショッ

プに参加し，こどもと家族のいのちや生活にかかわ

るエピソードなど，グループワークにおいて共有で

きる研究資料を持ち寄り，対話した。

本稿では，その議論のなかで話題になった「症例

数（研究に参加する人の数）」について，筆者が，

いくつかの文献をもとに検討を重ねてまとめたもの

を報告する。

Ⅱ．質的研究における症例数の考え方 
保健医療福祉領域の質的研究には，研究仮説を練

り直しながら進めていく方法や手順があるが，その

ように進めるとき，インタビューや観察研究に必要

な症例数をあらかじめ定めることは難しい。しかし，

近年，研究計画時に症例数を設定し提示することが

大学や研究施設における倫理審査委員会から求めら

れるようになっている。そのため，何人の症例があ

れば，十分だろうかという問いが生まれる。現在の

ところ，質的研究において研究に必要な症例数に関

する意見の一致は存在せず，症例数を考える上での

明確な基準も示されていない。１，２）

Ⅲ．エスノグラフィにおける考え方
人類学の調査においてよく用いられる方法論に，

エスノグラフィという，調査地に長期に滞在して資

料を集める方法がある。「情報を伝える人」という

意味を込めて，研究の対象者をインフォーマントと

呼ぶ。長期の調査では，インフォーマントの数を事

前に厳密に設定することはまれである。古典的なエ

スノグラフィにおいて，個別の事象ではなく，村全

体の文化を把握しようとする場合などは，イン

フォーマントの人数はより多くなる。２）

エスノグラフィの研究の一環として，アンケート

調査や 100 人規模のインタビューが行われることが

ある。後者の場合に，母集団から無作為に標本を抽

出するという方法はあまり用いられない。なぜなら，

エスノグラファーは，インフォーマントとのラポー

ル（信頼関係や共感）を重視して資料を集めるから

である。３）また，無作為抽出とは異なるサンプリン

グ法に理論的サンプリング（theoretical sampling）４）

があり，エスノグラフィにおいて広く用いられてい

る。研究者は，資料を集めながら分析を行い，その

結果にもとづいて，次のインフォーマントを探す。

一つひとつの症例から得られた資料に意味があり，

その意味を深める（分析する）ことによって，次に

必要とされる症例が明らかになるという考え方であ

る。

A 村で生業の調査をするという仮定で，理論的

サンプリングの方法を簡単に説明する。研究者は，

最初に A 村の北側に居住する４人のインフォーマ

ントにインタビューと観察研究を行う。次に A 村

の南側に住む４人にインタビューと観察研究を行

い，その結果を比較する。南側に住む ４ 人（比較

対照群）は，北側で明らかになったことを 南側で

も見つけられるかどうかを確認するために，理論的

サンプリングによって追加されたものである。南側

の４人から，新しい知見が見つからなければ，A

村内において理論的飽和（theoretical saturation）４）

となる。

また，南側においてインフォーマントを追加する

のではなく，北側だけに調査地を絞り，異なる属性

のインフォーマントを追加することもできる。たと

えば，最初は男性，次に女性のインフォーマントを

探す。社会内部における属性別の違いを見るためな

ど，その理由は多様である。理論的サンプリングは，

研究の目的に沿って行われるため，何を軸にイン

フォーマントを追加し，何人が十分であるかという

ことについてのガイドラインはない。理論的サンプ

リングは，サンプリングの手続きを明確にするとい

う意味で，日和見的サンプリング（opportunistic 

sampling）よりも改善されている。３）

ただし，研究者になじみのある文化の枠組みを

使って，対象者を理論的に選別することが，正しい

ともいえない。３）この場合の「理論」は，あくまで

自文化の理論である。たとえば，年齢，性別，職業

などの属性によって対象者を分ける「階層化」は，

年齢や性別の規範（当該社会において，その年齢や

性別に期待されていること）が異なる文化において

は，意味をなさないこともある。性別役割分業がほ

とんどない社会では，性別による生業の調査そのも

のがあまり意味をなさないだろう。年齢による労働
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規範も同様に , ５歳児を子どもとみなす社会もあれ

ば，５歳ともなれば親の手伝いや，何かしらの仕事

を得ることを期待される社会もあるからである。

Ⅳ．1 人から始めるという考え方 
質的研究における基本的な分析単位は１症例の研

究（single case study）であり，経験的な資料の量

とは無関係であるという論考がある。５）１人の症例

を深く探求することによって，豊かな情報を得るこ

とや理論を導くことができるという考え方であ

る。６）

１人から始め，それでは，何人まで増やすことが

できるのかということに対する明確な答えはなく，

通常，研究の目的や目標，研究者がもっている資源

や実現可能性などをふまえて決まっていく。３人か

ら６人くらいに数を増やせば，分析に必要な資料の

幅を得ることができるという考え方や，方法論に

よっては，10 ～ 20 人の参加者が，知見の信頼性や

真実性を担保するために必要であるという考え方も

ある。１症例の研究の対極には，何百人もの個人を

対象にインタビューを行う研究や，長期にわたって

その人たちの変化を追う大規模な追跡調査もあり，

その場合は，１人の研究ではなく，チームで行う研

究となる。６）

関連する論考に，情報の力（information power） 

という概念を使ったものがある。７）この方法は，研

究の対象者から得られる情報の質が，対象者の数を

決めるという考え方である。たとえば，糖尿病患者

を対象にセルフケア研究を行うと仮定する。「患者

個人の資源が糖尿病性足潰瘍のケアにどのように関

与するか」という問いを立て，研究の目的を個人の

資源とケアの関係の探究に絞ると，１人あるいは数

人に対するインタビュー調査から，興味深い仮説を

立ち上げることができるかもしれない。７）症例がも

つ情報力が高いほど，対象者は少なくてもよく，研

究目的に沿って症例を慎重に選ぶことができれば，

１人であっても，セルフケアの本質をあらわしてい

る典型的な例をあげて，説明することができる。

その一方で，セルフケアの多様な側面を明らかに

するためには，１人の資料だけでは不十分である。

中核となるものから，少し外れたものまでを幅広く

みることも，研究においては大切である。そこで，

正反対の生活習慣をもつ２人の患者を選別し，それ

ぞれから話を聞くことにする。２人の資料から，セ

ルフケアという連続した現象にある異なる側面につ

いて説明できるかもしれない。

しかし，この場合もセルフケアの連続した現象か

ら外れたものを把握できない。50 人くらい集めれ

ば，セルフケアの核となる部分から外れた部分まで

を示すことができるということなのかもしれな

い。７）

Ⅴ．“Magic number six” という考え方 
健康科学領域の応用人類学者が，健康科学領域の

質的研究における症例数はいくつ必要かということ

を理論的サンプリングの視点から議論している。８） 

西アフリカの女性 60 人（ガーナとナイジェリアか

ら各 30 人の参加者）を対象に個別インタビューで

資料を集め，理論的飽和とカテゴリーの特性という

２つの視点から，エビデンスに基づいた必要症例数

の検討を行った報告である。理論的飽和とは，現象

を説明する理論が得られることをいう。特定の現象

を説明するために必要なすべてのカテゴリーが特定

され，そのカテゴリーの特性の幅も特定されて理論

に組み込まれることが必要となる。８）

検討の結果，理論的飽和は 12 人で達成され，理

論を構成する基本的な要素は最初の６人の段階で得

られていたことがわかった。資料内部の多様性を示

すカテゴリーの幅についても同様である。その後対

象者を増やしても，大きなテーマとその幅に変化は

なかった。他の現象学的研究９）においても，６人

という症例ないし数字が，意味のあるテーマを抽出

するのに十分であると論じられている。 

もっとも，６～ 12 人で理論的飽和を得るために

は，同質性の高い人々であることが前提になってく

る。異質性の高い集団や，対照的な二つの集団間の

違いや多様性をみる場合，あるいは変数の相関を調

べる場合などでは，より多くの人数が必要になる。８）
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Ⅵ．おわりに

質的研究において重視されることは資料の量では

なく，資料の質であり，基本的な分析の単位は，１

症例である。１人から始めて，その後，６～ 12 人

程度に症例数を増やせば，理論を導くことができる。

現象学ではより少ない人数でも可能である。６ ～

12 人程度であれば，個別のケースを詳細に検討す

る現象学的な分析にも，比較対照する研究にも対応

できる。同質性が高ければ高いほど，必要な症例数

は少なくなる。症例間の多様性や変数の相関を見る

場合には，理論的サンプリングを行い，初めの６人，

次の６人というように，ほぼ同じ数を足すことに

よって，２つのコーホートの比較が可能になる。

今回のレビューでは，最小値を考察したが，研究

や分析の手法に応じて，余裕のある症例数をもとに

研究を進めるのが望ましい。実際，対象者を長期に

追う研究では，途中で脱落するケースもあることを

念頭に置く必要がある。対象者の個別性に着目する

のか，より普遍な特徴を見るのかによっても，症例

数の考え方は異なってくる。症例数を比較的少なく

設定している研究では，個別の特性に着目し，症例

数を比較的多く設定している研究では，普遍の特性

に着目していると考えられる。研究開始において，

研究者が，個別と普遍という概念を検討することに

よって，より適切な数を導くことができるかもしれ

ない。

謝辞
ワークショップに参加してくださったみなさんに

深く感謝いたします。本稿の執筆にあたり，山田惠

子先生（元札幌医科大学准教授）から丁寧なご指導

を賜りました。心から感謝申し上げます。

利益相反はありません。

引用文献 
１）�Vasileiou K, Barnett J, Thorpe S, Young T: 

Characterising and justifying sample size 

suff iciency in interview-based studies: 

systematic analysis of qualitative health 

research over a 15-year period, BMC Medical 

Research Methodology, 18（1）: 148, 2018

２）�Wutich A, Beresford M, Bernard HR: Sample 

sizes for 10 types of qualitative data analysis: 

An integrative review, empirical guidance, 

and next steps, International Journal of 

Qualitative Methods, 23, 2024

	 https://doi.org/10.1177/16094069241296206

３）�Agar M: The Professional Stranger: An 

Informal Introduction to Ethnography, 2nd 

ed., Emerald, Bingley, 2008

４）�Glaser B, Strauss A: The Discovery of 

Grounded Theory: Strategies for Qualitative 

Research, Sociology Press, Mill Valley, 1967

５）�Sandelowski M: Sample size in qualitative 

research, Research in Nursing & Health, 18

（2）: 179-183, 1995

６）�Saldana J: Fundamentals of Qualitative 

Research, Oxford University Press, New York, 

2011

７）�Malterud K, Siersma V, Guassora AD: 

Information power: Sample content and size 

in qualitative studies, In: Qualitative Research 

in Psychology: Expanding Perspectives in 

Methodology and Design, 2nd ed., American 

Psychological Association, Washington DC: 67-

81, 2021

８）Guest G, Bunce A, Johnson L: How many 

interviews are enough? An experiment with 

data saturation and variability, Field Methods, 

18（1）: 59-82, 2006

９）�Morse JM: Designing funded qualitative 

research,  In :  Handbook of Qual itat ive 

Research, Sage Publications, Thousand Oaks: 

220-235, 1994



43西谷・森・小河・辻／日本保健医療行動科学会雑誌　40（2），2026　43－53

〈原著論文〉����������������������������������������

大学におけるピアサポート利用経験者による 
ピアスタッフとしての活動が及ぼす心理的影響の検討

西谷　崇＊　森　麻友子＊　小河健一＊　辻　あさみ＊＊

＊和歌山大学キャンパスライフ・健康支援センター　＊＊和歌山県立医科大学

The Psychological Effects of Peer Staff Activities on Individuals Who Experienced Peer 
Support in the Course of Their University Studies

Takashi Nishitani ＊   Mayuko Mori＊   Kenichi Ogawa＊   Asami Tsuji ＊＊

＊Health and Counseling Center，Wakayama University   ＊＊Wakayama Medical University

〈要旨〉

背景：大学の保健管理施設では学生のメンタルヘルス問題に対しての取り組みの一つとしてピアスタッフの配

置がある。ピアスタッフの配置は，学生にとってメリットのある取り組みであることが分かっている。一方で

サポート側に焦点を当て活動が及ぼす心理的影響について明らかにしたものはない。

目的：大学におけるピアサポート利用経験のあるピアスタッフに焦点を当て，活動が及ぼす心理的影響につい

て明らかにし，大学生のメンタルヘルス問題に対する支援への示唆を得ることを目的とした。

方法：大学生をメンタルサポートするピアスタッフ２名に対して，半構造化面接を行い，Steps for Coding 

and Theorization（SCAT）を用いて分析を行った。

結果：分析の結果，A は 83，B は 84 の構成概念からなる学生時代とピアスタッフ活動におけるストーリーラ

インが得られた。

結論：ピアスタッフは活動中に想定していない学生への支援で困り事が起こる一方で，その経験が支援活動を

客観視，自身を客観視するきっかけとなること，活動を通して自分らしさの表出や社会との擦り合わせ等がも

たらされることが考えられた。ピアスタッフの活動はピアスタッフにとって体や心の良好な状態や，周りの学

生やスタッフとの安全で良好な状態が整いやすい環境で，生き辛い社会との擦り合わせが行える貴重な準備期

間として存在する，有効な活動であることが示唆された。

＜ Abstract ＞

Background: In health administration facilities at universities, the placement of peer staff is one approach 

to deal with the mental health problems of students．Previously, we have shown that the placement of 

peer staff is an approach that has positive effects on students. However, turning our attention to the peer 

staff supporting students, it is still unknown what kind of problems they face and their state of mind in 

their activities．

Objective: In this study, we investigated the psychological effects of peer staff activities on individuals 

who experienced peer support in the course of their university studies.

Methods: We interviewed two peer staff members who were supporting university students and analyzed 

them using the Steps for Coding and Theorization （SCAT）.

Results: Based on our analysis, We constructed histories for each of the two individuals: both of their （A）

time as students and of their （B） peer staff activities with 83 constructs for A and 84 constructs for B．
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Ⅰ．はじめに
大学生の年代は，青年期後期で環境の変化に富ん

だ不安定さを内包する時期である。多くの大学生は，

色々な人とのやりとりの仕方や間合いの取り方，観

念的になりがちな社会観と現実の社会のルールや人

間関係の妥協といった経験を積む中で，ひとりの個

人として社会やコミュニティに適応していく能力を

獲得し，不安定さに揺れ動きながらも環境に適応し

ていくが，なかには十分に順応できずに心身に不調

を起こす場合もみられる１）。

学生のメンタルヘルス問題に対して，各大学は一

対一の個別の相談だけでなく，居場所の提供や自助

グループ等の集団を対象とした取り組みが実施２）

されており，その中でピアサポートが行われている。

精神保健福祉領域におけるピアサポートの価値およ

び意義について，相川は１．ピアサポートが生み出

す経験の語り合いが，孤立からの解放を気づかせる，

２．自身の経験を自ずと語りたくなるダイナミクス

が生まれ語り始める，３．自身の経験が共感され，

理解される経験を通して自尊心が芽生え，リカバ

リーの一歩を歩みだすきっかけとなる，の３点を挙

げており３），大学生においても，学生が同じ境遇を

分かち合うことができ，仲間としての感覚が得られ

るといったメリットがあることが明らかにされてい

る４）。

過去に困り事を抱えていたものがサポート側に立

ちその役割を担うことによる効果について，精神障

害やがん患者，慢性疾患患者，妊婦による研究で明

らかにされている５）。そのため大学時代に困り事を

抱えていた経験のあるものがピアスタッフの役割を

担うことは , メンタルヘルス問題に対する支援方法

として，何らかの効果があるのではないかと考えた。

しかしこれまでの先行研究２）では，大学生の集団

を対象として実施した支援体制構築という実践報告

でのサポート側の変化６），また当事者会のメンバー

である卒業生の変化７）については明らかにされて

いるが，ピアサポートされた経験のあるピアスタッ

フの体験について明らかにされた研究は見当たらな

い。

そこで本研究では，過去に大学におけるピアサ

ポート利用経験のあるピアスタッフの活動が及ぼす

心理的影響について明らかにし，大学生のメンタル

ヘルス問題に対する支援への示唆を得ることを目的

とした。

Ⅱ．用語の定義
本研究における「ピアスタッフ」は，障がいや病

気，困り事を通して得た自身の経験を生かして，事

業所等と雇用契約を締結し，利用者をサポートする

職員と定義する。

Ⅲ．方法
１．研究デザイン

質的研究

Conclusion: We concluded that peer staff encounter difficulties when providing unexpected support to 

students during their activities, but such experiences can serve as opportunities to objectively reflect on their 

support activities and themselves. Furthermore, we concluded that these activities could promote individual 

expression and social adaptation. And we concluded that this peer staff activity is effective for the peer staff 

as a valuable preparatory period for maintaining physical and mental health, fostering safe and positive 

relationships with students and staff, and adjusting to a society that is difficult to live in.

キーワード
大学	 university
ピアスタッフ	 peer staff
心理的影響	 psychological effect
インタビュー	 interview



45西谷・森・小河・辻／日本保健医療行動科学会雑誌　40（2），2026　43－53

２．X 大学の保健管理施設について

X 大学の保健管理施設は，学生及び教職員の心身

の健康の保持増進を図ることを目的に，保健管理に

関する専門的業務を行い，先行研究２）から抽出さ

れた居場所とピアサポートの両方の取り組みを行う

施設である（以下「センター」とする）。メンタル

サポートの一環として，困り事等を抱える学生が大

学内で安心感を得られる場として設置されている

「居場所」において，学生時代に利用しピアサポー

トされた経験のあるものがピアスタッフとして有償

の雇用形態でピアサポートする取り組みを行ってい

る。

３．研究参加者（以下「参加者」とする）

過去に大学におけるピアサポート利用経験があ

り，活動中の心の機微な部分におけるインタビュー

調査のため在職中のスタッフであることを条件とし

た。センターでピアスタッフとして学生のメンタル

サポートに取り組んでいる２名全員を参加者とした

（表１）。

４．データ収集期間

2021 年２月から３月。

５．データ収集方法

第１著者が参加者の所属機関の面談室でプライバ

シーの保てる個室を準備し，１回 60 ～ 90 分，途中

で休憩を挟みながらインタビュー調査をそれぞれ２

回ずつ行った。インタビューガイドを用いて半構造

化面接を行った。参加者の自由な語りがある場合は，

それを中断せず面接を実施した。２回目のインタ

ビューは，１回目のインタビューから日にちを空け

て行い，１回目の分析結果を反映させて行った補足

のインタビューである。インタビューは参加者の同

意を得て IC レコーダーを使用して録音し，終了後

に録音内容の逐語録を第１著者が作成し，テクスト

データ化した。音声記録に残せない非言語的観察項

目（表情・態度・視線・姿勢・距離等）は，同意を

得てインタビュー中に第１著者が記録した。

６．インタビューガイド

インタビュー内容は，①学生時代のサポートされ

る側としてピアスタッフに対する思いや，印象に

残っているエピソードについて，②実際にピアス

タッフとして活動していく中で感じた（経験した）

困り事について，③活動を通しての心の変化につい

て，④ピアスタッフの今後，将来性について，であ

る。

７．分析方法

大谷の開発した質的データ分析手法である Steps 

for Coding and Theorization（SCAT）８）を用いて

分析した。SCAT を用いた分析の特徴として，本

研究のような比較的小規模のデータにも適用可能と

されている点，明示的で段階的な分析手続きを有す

る点等が挙げられる。分析の手続き（表２）として，

まずテクストデータを分析フォームに入力し，内容

のまとまりからテクストをセグメント化（切片化）

した。次に，４ステップコーディング（〈１〉「テク

スト中の注目すべき語句」を書く，〈２〉「テクスト

中の語句の言いかえ」を書く，〈３〉「左を説明する

ようなテクスト外の概念」を書く，〈４〉「テーマ・

構成概念」を書く）を進め，得られた構成概念から

ストーリーライン（データに記述されているできご

とに潜在する意味や意義を，主に〈４〉に記述した

構成概念を紡ぎ合わせて書き表したもの）を記載し，

理論記述（テクストの分析によって言えること）を

行った。分析では，テクストをよく読んだ上で，分

析するいくつかのテーマを決め，そのテーマに関連

する部分を切り出して集めたうえで分析した。次に

２事例のストーリーラインについて，分析結果の共

通性に着目し，活動が及ぼす心理的影響に焦点を当

表１．参加者の一覧

参加者 性別 年齢 ピアスタッフとしての活動歴
（2021 年３月時点）

学生時代での居場所の
利用開始から卒業までの期間

A 男性 30 代 ２年 11 か月 ４年７か月
B 男性 30 代 ３年 11 か月 ６年 11 か月
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て分析した。SCAT は理論記述をもって元データ

の背景にある思考や意味を概念化しているが，本研

究ではそれぞれの個別性やプロセス性について，ス

トーリーラインを用いた方法がより浮かび上がると

考え，ストーリーラインを用いた検討を採用した。

分析にあたっては，第１著者がまず分析を行い，

分析結果を第２，第３，第４著者と共有し，信頼性

を高めるために概念構成や表現について検討したう

えで最終的な分析結果とした。また第１著者が博士

後期課程の学生として所属する大学の質的研究の経

験がある指導教員複数人による分析結果の指導・助

言を受けた。

８．著者の位置づけ

第１著者はセンターの保健師（職員）で 10 年以

上の経験がある（社会福祉士と公認心理師の資格あ

り）。第２著者はセンターの臨床心理士（専任教員）

で，事例検討と質的データ分析に基づく論文を執筆

している。第１，第２著者と参加者とは学生時代は

スタッフとして，ピアスタッフ時代は同僚として関

わりがある。第３著者はセンターの医師（専任教員）

で，参加者 B とはインタビュー後のピアスタッフ

時代に同僚として関わりがある。第４著者は看護学

を背景に持つ第１著者が博士後期課程の学生として

所属する大学の指導教員で，10 年以上の質的デー

タ分析経験のある研究者である。第１，第４著者は

本研究に取り組むに際し，SCAT のセミナー・ワー

クショップに参加しトレーニングを受けている。

９．倫理的配慮

本研究は和歌山大学研究倫理審査会の承認（令

02-01-3J）を得て実施した。

倫理的配慮として参加者には説明文書を渡し，口

頭で研究計画の概要，研究への参加が任意で参加拒

否による不利益は受けないこと，同意撤回がいつで

も可能なこと，研究参加を願う理由，研究により期

待される便益，答えたくない質問への拒否や参加自

体の拒否が可能なこと，個人情報の取り扱い，研究

終了後の対応と研究成果の公表，研究のための費用，

問い合わせ先および苦情等の連絡先について，口頭

と文書で説明し同意を得た。

Ⅳ．結果
SCAT による分析の結果，本研究の目的に沿っ

たＡは 83，Ｂは 84 の構成概念からなるストーリー

ラインが得られた。学生時代のストーリーラインは

（１），ピアスタッフ活動におけるストーリーライン

は（２）で示す。それぞれのテーマごとに分析して

得られたストーリーラインには特徴的な構成概念を

見出し（①～⑦）として付した。下線部は分析過程

で得られた構成概念〈４〉を示す。

１．参加者の背景

Ａ：�卒業研究着手中に突然気力が湧かず無気力な状

態となり，自らセンターを来所した。卒業後は，

別の学校に通った後に一度就職するがすぐに離

職，その離職期間中に声がかかりピアスタッフ

となった。

Ｂ：�在学中に家から出られない状態となり，休学手

続きの流れの中で，教員の勧めでセンターを来

所した。その後卒業は出来たが就職先が未定で

声がかかりピアスタッフとなった。

２．Ａのストーリーライン　

（１）学生時代のストーリーライン

①生き辛さ体験者特有の匂い

Ａは心安らがない孤独で生き辛い日常セカイに対

しての苦痛注１）を感じつつ，表面的な付き合いが繰

り返されるセカイでありイイヒトを演じるセカ

イ注２）で生きていた。Ａにとってピアスタッフとの

出会いは，生き辛さ体験者特有の匂い注３）を発する

同じ生き辛さを抱える人の発見で，否定の関係性の

セカイから肯定の関係性の世界への大転換だった。

Ａはそこでゆったりとした寄り添い合いから育まれ

る心理的安心感や，生き辛さ共有体験の積み重ねか

ら得る安楽を感じた。そしてそれらが継続利用への

内発的動機付けとなって，Ａは心安らぐ生き辛さ共

有体験世界への溶け込みを行っていった。またＡに

とってそこは生き辛い日常セカイを分け隔てなく共

有できる非日常世界であり，演じる必要がない世界，

安全と社会的欲求を満たしてくれる世界，そして内

省と自己肯定の高まりが積み重なる世界であった。

その中でもピアスタッフには生き辛さ共有体験世界
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。
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リ

ー
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イ

ン
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去

の
生

き
辛

さ
と
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向
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合
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さ
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生

き
辛

さ
と
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向

き
合

い
苦

難
さ
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経

験
か

ら
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生
き

辛
さ

と
の

向
き

合
い

の
猶

予
期

間
中

で
あ

る
生

き
辛

さ
と

の
向

き
合

い
を

拒
む

人
に
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し

て
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過
去
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身
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体
験

と
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重
な

り
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よ
る

静
観
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れ
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。
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述
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。
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追
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表
２

．
SC

A
T

で
の

分
析

例

番
号

発
話

者
テ

ク
ス

ト
<

1>
テ

ク
ス

ト
中

の
注

目
す

べ
き

語
句

<
2 >

テ
ク

ス
ト

中
の

語
句

の
言

い
か

え
<

3>
左

を
説

明
す

る
よ

う
な

テ
ク

ス
ト

外
の

概
念

<
4 >

テ
ー

マ
・

構
成

概
念

（
前

後
や

全
体

の
文

脈
を

考
慮

し
て

<
5>

疑
問

・
課

題

A-
33

5
Aさ

ん

う
ー

ん
，

そ
う

で
す

ね
自

分
が

や
っ

ぱ
り

自
分

の
病

気
，

そ
の

頃
は

病
気

と
も

言
わ

れ
て

な
か

っ
た

で
す

け
ど

，
状

態
に

関
し

て
，

そ
の

，
ま

あ
自

分
は

こ
う

い
う

状
態

だ
か

ら
仕

方
な

い
じ

ゃ
な

い
か

み
た

い
な

受
容

と
い

う
か

自
分

自
身

を
認

め
る

み
た

い
な

の
が

，
凄

く
時

間
が

か
か

っ
た

の
で

，
そ

ん
な

ス
ッ

と
言

葉
で

言
っ

た
か

ら
っ

て
，

病
院

に
行

っ
た

か
ら

っ
て

，
ま

あ
受

容
で

き
る

も
の

で
も

な
い

ん
で

，
と

は
思

っ
て

ま
し

た
。

ま
あ

病
院

に
行

っ
た

方
が

良
い

と
は

思
う

け
ど

，
何

て
い

う
ん

で
す

か
ね

，
そ

れ
で

解
決

す
る

か
っ

て
い

う
と

，
絶

対
解

決
す
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と

も
い
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な

い
し

。

仕
方

な
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じ
ゃ

な
い

か
/自

分
自
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を

認
め

る
み

た
い

な
の

/凄
く
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間
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か

か
っ

た
/言

葉
で

言
っ

た
か

ら
っ

て
，

病
院
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行

っ
た

か
ら

っ
て

/絶
対
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決

す
る

と
も

い
え

な
い

後
ろ

向
き

/開
き

直
り

/あ
き

ら
め

/
悟

り
/自

己
受

容
/自

己
認

識
/自

己
肯

定
/長

時
間

の
苦

労
/長

期
間

/行
動

に
伴

わ
な

い
結

果
の

可
能

性
/

行
動

と
結

果
の
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差

/未
解

決
の

可
能

性
/未
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定
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去
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自

分
と

重
な

る
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者
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院
受
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め

た
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気
持
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勧
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ら
れ
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気
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の
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藤
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の
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験
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な

り
/静
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干
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感
情
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揺

れ
動

き

過
去
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分
と
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な

る
か

ら
こ

そ
，

逆
に

利
用

者
の

幸
せ

に
つ

い
て

は
一

段
と

喜
び

が
大

き
い

の
で

は
な

い
か

。

番
号

発
話

者
テ

ク
ス

ト
<

1>
テ

ク
ス

ト
中

の
注

目
す

べ
き

語
句

<
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テ
ク

ス
ト

中
の

語
句

の
言

い
か

え
<

3>
左

を
説

明
す

る
よ

う
な

テ
ク

ス
ト

外
の

概
念

<
4 >

テ
ー

マ
・

構
成

概
念

（
前

後
や

全
体

の
文

脈
を

考
慮

し
て

<
5>

疑
問

・
課

題

B-
11

0
Bさ

ん

う
ー

ん
，

そ
う

で
す

ね
。

ま
あ

僕
の

場
合

は
利

用
者

と
し

て
行

っ
て

た
頃

は
え

ー
っ

と
，

話
す

こ
と

が
目

的
で

，
何

か
も

ち
ろ

ん
色

ん
な

遊
び

も
す

る
ん

で
す

け
ど

，
遊

ん
だ

り
す

る
っ

て
こ

と
も

1つ
で

す
け

ど
，

僕
の

場
合

は
喋

る
っ

て
い

う
こ

と
が

一
番

の
目

的
だ

っ
た

ん
で

，
何

か
自

分
の

他
の

人
に

は
言

え
な

い
け

ど
，

こ
の

場
所

で
い

う
と

か
，

こ
の

人
に

，
ピ

ア
ス

タ
ッ

フ
の

人
に

，
言

い
た

い
こ

と
，

言
え

る
こ

と
っ

て
い

う
の

が
あ

っ
て

，
や

っ
て

き
て

た
の

も
あ

っ
て

，
何

か
や

っ
ぱ

り
み

ん
な

と
話

し
な

い
と

い
け

な
い

な
と

。
う

ー
ん

，
ま

あ
そ

れ
は

今
も

ど
っ

か
必

要
だ

な
と

思
う

ん
で

す
け

ど
，

そ
の

思
い

が
強

か
っ

た
ん

で
，

え
ー

っ
と

何
だ

ろ
う

，
，

う
ー

ん
，

，
え

ー
，

，
何

て
い

っ
た

ら
良

い
で

す
か

ね
，

そ
の

，
ど

こ
か

そ
の

そ
れ

を
し

な
い

と
っ

て
い

う
，

う
ん

，
ふ

う
に

思
っ

ち
ゃ

っ
て

た
ん

で
す

か
ね

，
最

初
は

，
う

ん
。

う
ん

，
な

ん
で

そ
こ

で
う

ま
く

そ
の

ー
，

話
が

逆
に

そ
れ

考
え

す
ぎ

る
か

ら
，

話
が

噛
み

合
わ

な
か

っ
た

り
，

う
ん

，
一

方
的

に
話

す
る

こ
と

に
な

っ
ち

ゃ
っ

た
り

，
そ

う
い

う
と

こ
ろ

は
あ

り
ま

し
た

か
ね

。

話
す

こ
と

が
目

的
/遊

ん
だ

り
す

る
っ

て
こ

と
も

１
つ

/ピ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
人

に
，

言
い

た
い

こ
と

，
言

え
る

こ
と

/や
っ

て
き

た
の

も
あ

っ
て

/話
し

な
い

と
い

け
な

い
な

と
/思

っ
ち

ゃ
っ

て
た

/話
が

噛
み

合
わ

な
か

っ
た

/一
方

的
に

話
す

こ
と

に
な

っ
ち

ゃ
っ

た
り

対
話

重
視

/選
択

肢
と

し
て

の
遊

び
/願

望
/限

定
的

な
対

話
/限

局
さ

れ
た

言
動

/こ
れ

ま
で

の
経

験
/過

去
の

想
起

/話
す

こ
と

へ
の

義
務

感
/責

任
感

/思
い

込
み

/呪
縛

/こ
だ

わ
り

/し
っ

く
り

し
な

い
関

係
性

/ち
ぐ

は
ぐ

な
会

話
/一

方
向

の
言

葉
/一

方
通

行

過
去

に
受

け
た

支
援

の
踏

襲
/空

回
り

す
る

支
援

過
去

に
受

け
た

支
援

へ
の

こ
だ

わ
り

/空
回

り
す

る
一

方
通

行
の

応
対

自
身

に
と

っ
て

過
去

に
受

け
た

支
援

が
そ

れ
だ

け
重

要
な

出
来

事
で

あ
っ

た
と

い
う

裏
返

し
で

は
な

い
か

。

ス
ト

ー
リ

ー
・

ラ
イ

ン
Bの

過
去

に
受

け
た

支
援

へ
の

こ
だ

わ
り

が
初

心
者

期
に

お
け

る
応

対
へ

の
戸

惑
い

を
膨

ら
ま

せ
，

利
用

者
に

対
し

て
空

回
り

す
る

一
方

通
行

の
応

対
を

生
ん

で
い

た
。

※
初

心
者

期
に

お
け

る
応

対
へ

の
戸

惑
い

は
他

の
テ

ク
ス

ト
か

ら
得

ら
れ

た
構

成
概

念
で

あ
る

。

理
論

記
述

・
ピ

ア
ス

タ
ッ

フ
の

過
去

に
受

け
た

支
援

へ
の

こ
だ

わ
り

は
初

心
者

期
に

お
け

る
応

対
へ

の
戸

惑
い

を
膨

ら
ま

せ
，

利
用

者
に

対
し

て
空

回
り

す
る

一
方

通
行
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応

対
を
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む
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さ
ら

に
追

及
す

べ
き

点
・

課
題
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自

身
に

と
っ
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過
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に

受
け
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。
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体
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よ
る
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情
の
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。
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追
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で
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。
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内でも際立つ懐の深みがあり，Ａはピアスタッフに

生き辛いセカイを生き抜いてきた先駆者への絶大な

信頼を寄せていた。
（注１）Ａの日常における本心を通わす付き合いができない空間の

異様さを「セカイ」という表記で表した。

（注２）「セカイ」に順応するために，自身の本心を表に出せない

偽りの姿を「イイヒト」という表記で表した。

（注３）同じ生き辛さを経験した者同士でしか分かり合えない特有

の共通した感覚を「匂い」という表記で表した。

（２）ピアスタッフ活動のストーリーライン

①新人時代における生き辛さの種類が異なるヒトと

の出会い

Ａは新人時代における生き辛さの種類が異なるヒ

トとの出会い注４）で，そのヒトの感情の読み取り困

難さや，理解し難い頑なな主張，そのヒトと自身の

当たり前とのずれに対し，秘めた苛立ち感情を持っ

た。Ａはその感情を持ちつつ，過去に自身が受けた

支援内容の記憶による流れ作業的傾聴業務の遂行を

行うことで，思考と行動の不一致な状態になった。

またＡは互助・互恵関係を基盤とした活動への固執

があり，双方向な関係性から生まれる一体感への期

待を持っていた。しかし実際は生き辛さの種類が異

なるヒトに生き辛さの種類の違いが起因となる共有

体験の困難さや表面的な対応に伴う不完全燃焼感や

一方向な対応に伴う違和感を持った。その結果やり

とりの途切れが起こり，生き辛さの種類が異なるヒ

トとの心の隔たりを感じていた。しかしＡは自己客

観視による固定観念に囚われた自身の行動への気づ

きや，過去の生き辛さ体験からの糧生成の結果， “ 自

分は自分，人は人 ” という考えに至り，それは相手

の生き辛さの視点取得で，その人らしさの受容だっ

た。その結果，心の許容範囲の広がりがもたらされ，

生き辛さの種類が異なる人への寄り添い行動や使え

る経験知の伝達といったやりとりの継続が可能とな

り，心の接近に伴う喜び感情を得るに至った。しか

し依然として生き辛さの種類が異なる人への寄り添

いの不完全さの思いもあり，類似した生き辛さ体験

者雇用の必要性を感じていた。
（注４）相手に対しての本心を通わす付き合いの難しさや未知な感

覚を「ヒト」というカタカナ表記で表した。

②重い生き辛さを抱えた人からの歪な信頼の寄せ

Ａは活動権限範囲を逸脱した重い生き辛さを抱え

た人との出会いで，重い生き辛さを抱えた人からの

歪な信頼の寄せに対する応急的傾聴業務の遂行の中

で，活動権限範囲内での解決が困難な対応に伴う不

完全燃焼感を抱いた。そのため個人情報保護が確約

された支援者間での情報共有を行い，他の支援者と

の情報共有化による不完全燃焼感の軽減を図った。

また過去の生き辛さとの向き合い困難さや生き辛さ

との向き合い苦難さの経験から，生き辛さとの向き

合いの猶予期間中である生き辛さとの向き合いを拒

む人に対して，過去の自身の体験との重なりによる

静観感情と干渉感情の揺れ動きが生じた。

③回復過程にある人との伴走体験に伴う喜び感情

Ａは活動の中で，回復過程にある人との伴走体験

に伴う喜び感情や回復過程にある人の朗報入手に伴

う喜び感情を持った。

④生き辛さ体験を持つ自身のありのままの生き方の

追求

Ａは利用者の社会的孤立への絶対的な危機感を持

ち，ピアスタッフが先天的・後天的人間性や生き辛

さ体験を持つ自身のありのままの生き方の追求が求

められることを認識していた。またピアスタッフが

専門家と友達間内での立ち位置の揺れ動きの中で利

用者主導の立ち位置の発生がある支援者臭のない稀

有な存在であることも認識していた。一方で，あり

のままと演技の共存をしながら，時に意識的な心の

制御による快適な共有空間づくりをしていた。A

は活動の中で自身の許容範囲拡大への感触を持つ一

方で，ありのままの枠から外れる活動への消えない

違和感も持ち，ありのままの枠から外れる活動への

見切りの感情を抱いていた。

⑤生き辛いセカイとの距離の縮まり

Ａは規則正しい生活習慣のじっくりとした確立を

活動の中で行った。そして継続した活動を通じての

自己内省の深まりへの感触を持ちながら継続した活

動の中で育まれる自己受容が行われる中で，生き辛

いセカイとの距離の縮まりを感じていた。

⑥貨幣経済セカイにおける価値基準にのらない自身

の活動への嘆き

Ａは自身の活動の客観的評価基準の曖昧さや貨幣
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経済セカイにおけるピアスタッフの存在価値への疑

念を持っていた。一方でＡはピアスタッフの存在価

値を唯一理解する生き辛さ共有体験者のひとりとし

て，貨幣経済セカイにおける価値基準にのらない自

身の活動への嘆きの感情を持ち，存在価値を理解で

きない貨幣経済セカイへの周知の必要性を感じてい

た。

⑦高等教育機関における共有体験活動の適齢期

Ａは活動の中で画一セカイの労働経験者としての

生き辛さを抱える人に即した助言や生き辛いセカイ

で生きる知恵の何気ない伝授，生き辛さ共有体験の

次世代への承継を行っていた。また活動には高等教

育機関における共有体験活動の適齢期があり，周期

的な世代交代の必要性から生き辛さ共有体験の次世

代への周期的引継ぎが行われることを前提に，あり

のまま生きる未来を見据えた準備期間として活動し

ていた。

３．B のストーリーライン

（１）学生時代のストーリーライン

①滲み出る同類の匂いへの勘付き

Ｂは高等教育機関における学力不振や人付き合い

への不適応や制御不能な気分の浮き沈みに翻弄され

る日々を過ごす中で，修学に向けた自己流の試行錯

誤を繰り返していた。Ｂは居場所の利用者やピアス

タッフに滲み出る同類の匂いへの勘付きがあり，唯

一無二な心の支えとなった。その中でもピアスタッ

フは拠り所を護る存在で，利用者との潤滑油的役割

として語り場の醸成をしていた。Ｂはピアスタッフ

に利用者との隔てのなさを感じ，ピアスタッフの自

己開示から始まる会話に対して心を許す相手への応

えを行っていた。またＢの気分の浮き絶頂状態下に

おける迷惑行動に対して，ピアスタッフからの絶不

調状態への寄り添いもあり，ピアスタッフに心の扉

の開きが起こっていた。またその場所では学生やピ

アスタッフが言葉にせずとも分かる互いの感情のも

と，近況報告やサブカルチャーな趣味の話，健康的

な不平不満の発散や治療内容まで踏み込んだ内緒話

の共有を昼夜問わずの語り合いの中で行っていた。

Ｂは変わらない他者への関心を持ちながら，他者を

利用しながらの自律に向けた期待と前進として様々

な生き方からの刺激と吸収を行う中で，人との適切

な距離感の掴みや他者を通じての価値観の変容が起

きていた。Ｂは拠り所を利用しながらの安定した気

分の浮き沈みへの挑戦の思いを持ちつつ，厄介な気

分の浮き沈みとの良い付き合いへの模索や厄介な社

会との良い付き合いへの模索を続けていた。そして

Ｂは長い心の整理期間の中で，これまでについて惨

めで笑える話への昇華を行いながら，自身で生きて

いる理想の自分を目指し，理想の自分への脱皮を続

けていた。

（２）ピアスタッフ活動のストーリーライン

①異種との出会い

Ｂは異種との出会いの中で世代の違いがもたらす

会話の困難性を経験した。また過去に受けた支援へ

のこだわりが初心者期における応対への戸惑いを膨

らませ，利用者に対して空回りする一方通行の応対

を生んでいた。しかし学生時代から人との最適な距

離感への模索を続けてきたＢは，利用者との適度な

間合いへの試行錯誤の中で，これまで受けた支援と

与えた支援の振り返りを行った結果，相手に寄り

添った適度な応対が可能になった。そして活動の中

で段階的な自分らしさの表出をしながら自分らしい

応対が可能になり，それが余裕ある応対への感触と

応対への後悔の減少をもたらした。

②状態改善への素直な喜び

Ｂは利用者の状態改善への素直な喜びやそれぞれ

の個の幸福に沿った喜びを得ていた。

③心の変容とともに形成される自分らしいピアス

タッフ像

Ｂは学生時代と比べて，利用者との横の繋がりか

ら縦も加わった繋がりへの変化があり，活動の中で

横と縦の繋がりの意識的な使い分けを行っていた。

そしてこれまで影響を受けた人達の集合体として，

利用者に成長を心掛けた言葉がけへの意識を持ち関

わっていた。またこの立場の変化は主観的視点を経

ての客観的視点の発生ももたらした。そして主観的

視点と客観的視点の意識的な使い分けの中で，それ

が人との適切な距離感の掴みを得る機会となり，心

の変容とともに形成される自分らしいピアスタッフ

像が築かれていった。



50 西谷・森・小河・辻／日本保健医療行動科学会雑誌　40（2），2026　43－53

④自分らしい生き方への歩み

Ｂはこれまで社会がつくる “ 社会からはみ出した

人 ” という社会に合わせる個に対しての疑念を持

ち，行き場のない怒りとなっていた。しかし学生時

代からの積年の滞留や，利用者や離れた友との引き

続く対話で生きづらさを抱えた人全般の思いに触れ

ながらの対話による内省の発生が起こり，怒りの明

確化や怒りの共有，怒りの静まりが可能となった。

そして自分との適切な擦り合わせと社会との適切な

擦り合わせを意識する中で，生き辛い社会への不満

と抑制の共存と擦り合わせからの踏み出しが可能と

なった。そして活動と生き方の融和の中で，自分ら

しさと社会生活の良い塩梅への模索を行ってきた。

そしてＢは生き辛い社会からの手の差し伸べの感覚

はあるが，今は貸し借りのない自分らしい自由を求

めたい期間で，自分らしい生き方への歩みを続けて

いる。Ｂは活動を通しての気分の安定化と他者を通

じた内省の深まりを感じつつ，活動経験による心の

成長の実感を得ていた。そして今の連続体上にいる

未来の自分を見据え，自分らしい生き方を抱きなが

らの現実との調和と猶予期間との良い塩梅の付き合

いをする中で定まりつつある自分らしい生き方をさ

らに進めようとしている。

⑤バトンの次世代への引継ぎ

Ｂは活動の制度継続への期待を持ちつつ，制度を

担う者の宿命としてバトンの次世代への引継ぎの意

識を持っていた。

Ⅴ．考察
２事例の分析結果の共通性に着目した考察を次に

示す。１ではＡ，Ｂの学生時代に焦点を当て， ２と

３ではピアスタッフ活動に焦点を当て考察する。

１�．学生時代のピアスタッフに対する思いや印象に

ついて

ＡとＢの共通点で挙げるのが，Ａ生き辛さ体験者

特有の匂いや B 滲み出る同類の匂いへの勘付きと

いった，学生とピアスタッフ間で起こる「感覚的」

な繋がりの意識と，Ａ生き辛さ共有体験の積み重ね

から得る安楽やＢ心の扉の開きといった，共に過ご

す時間に対して起こる安心感や心の開きである。言

葉上における仲間のくくりでは収まらない「感覚的」

に訴えてくるものをピアスタッフが持ち合わせてい

ることが考えられる。そしてこの「感覚的」な繋が

りの意識や共に過ごす時間が，Ａ否定の関係性のセ

カイから肯定の関係性の世界への大転換やＢ唯一無

二な心の支えといった，困り事を抱えた学生にとっ

て，これまでの人生の中でもポジティブな側面が強

調された非日常的な出来事になっていたことも考え

られる。これは同じ境遇を分かち合うことができる

仲間としての感覚４）や，孤立からの解放を気づか

せる３）ことにも繋がり，これまで周りの人に理解

されない日常の世界を生きてきた人にとって，自身

の経験が共感，理解され，孤立感からの解放を気づ

かせてくれる経験は，非常にポジティブな出来事で

心の支えになることが考えられる。

２．ピアスタッフ活動が及ぼす心理的影響について

心理的影響の共通点として，Ａ新人時代における

生き辛さの種類が異なるヒトとの出会いやＢ異種と

の出会いといった，想定していない学生への支援で

起こる困り事があった。学生時代に受けてきた支援

に対してのこだわりや，Ａ生き辛さの種類が異なる

人への寄り添いの不完全さといった，学生との「感

覚的」な繋がりの乏しさから困り事が生じているこ

とが考えられ，いかに多くの学生の困り事に共感性

をもてるピアスタッフを雇用するかは大きな課題と

いえる。

次にＡにみられた，学生との境界が曖昧なことで

起こる困り事である。Ａ重い生き辛さを抱えた人か

らの歪な信頼の寄せといった，学生からの過剰な期

待や，Ａ生き辛さとの向き合いを拒む人への支援で，

過去の苦しみの経験から学生への過剰な反応が起こ

り，判断に迷いが生じることが考えられた。相川は，

ピアサポートの活動上抱える課題の一つに，境界（バ

ウンダリー）を挙げ，支援される者と支援する者の

境界は明確な線で分けられず，利用者と近い関係の

中で「あなたが大切，私も大切」という関係性を形

成，維持させていこうとするときに葛藤が生じるこ

とを挙げており９），本研究ではＡ個人情報保護が確

約された支援者間での情報共有といった，多職種の

専門職を交えたチームでの対応により，困り事の軽
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減や解決がみられたが，ピアスタッフが特性上困り

事を抱えやすいことを，周りのスタッフは意識し，

ピアスタッフに対して活動範囲や枠組みを示す必要

があると考えられる。

活動上における良い面の共通点は，想定していな

い学生への支援の中で起こる困り事が，Ａ自己客観

視による固定観念に囚われた自身の行動への気づき

やＢ受けた支援と与えた支援の振り返りといった，

活動を客観視するきっかけとなり，Ｂ適度な間合い

への試行錯誤といった，学生との距離感を微調整す

る中で，学生との良好な関係が構築され，Ａ心の許

容範囲の広がりやＢ余裕ある応対への感触といっ

た，心の成長につながる変化がみられた。田中は対

人関係におけるセルフモニタリングを「社会的な状

況や対人関係の中で，観察をして，状況を察知する。

それを踏まえて状況に対する適切な行動の選択とコ

ントロールを行うこと」と示し，セルフモニタリン

グの結果，状況への適応，関係の円滑化，といった

状況を見極めた行動や，自己の肯定的思考，自己の

能力へのプラスの影響，自己の変容，といった自己

の内面的変化がもたらされることを明らかにしてお

り 10），本研究の結果と合致する点は多いと考えら

れる。また，ピアスタッフであるために抱える困り

事がある一方で，Ａ回復過程にある人との伴走体験

に伴う喜び感情やＢ状態改善への素直な喜びといっ

た，過去の苦しみの経験があるからこそ，支援者と

利用者の関係以上に喜びの感情を得る機会にもなっ

ていることも考えられる。

次に共通点で挙げるのが，Ａ生き辛さ体験を持つ

自身のありのままの生き方の追求やＢ心の変容とと

もに形成される自分らしいピアスタッフ像といっ

た，活動を通した自分らしさの表出である。先行研

究からも活動を通しての自分らしさの獲得に関する

カテゴリー抽出がみられ５），活動と自分らしさの表

出が切り離せない関係にあることが考えられる。そ

してこの自分らしさの表出は，ピアスタッフひとり

で完結しておらず，Ｂ他者を通じた内省の深まりと

いった，常に学生をはじめとした他者がいること，

その他者もその場における出会いだけでなく，Ｂ影

響を受けた人達の集合体といった，学生時代からピ

アスタッフへの環境変化の中での出会いや，これま

で関わってきた過去や現在の様々な人達からの影響

の混ざり合いにより，独自の自分らしさが確立され

ていくことも考えられる。またこの自分らしさの表

出は，Ａありのままと演技の共存といった，学生や

状況に応じた感情の意識的な調整や，Ｂ主観的視点

と客観的視点の意識的な使い分けといった，時に客

観的にスタッフとしての立場を捉えながら活動して

いることも考えられる。

また共通点として，生き辛い社会との擦り合わせ

があった。生き辛い社会の中でのＢ行き場のない怒

りが，利用者時代や活動を通して，居場所を発見し

共有する中で，Ｂ自分との適切な擦り合わせやＢ社

会との適切な擦り合わせといった，自身や自身と学

生，そして社会との微調整をしながら，Ａ生き辛い

セカイとの距離の縮まりやＢ自分らしい生き方への

歩みといった，生き辛い社会との縮まりを感じつつ

自分らしさを表出し，新たな踏み出しが行われてい

る様子が考えられる。また自分らしさの表出や社会

との擦り合わせが成り立つ前提として，Ａ規則正し

い生活習慣のじっくりとした確立やＢ活動を通して

の気分の安定化といった，体や心の良好な状態や，

周りの学生やスタッフとの安全で良好な状態が整い

やすい環境が雇用期間中に存在していることも考え

られる。

３．ピアスタッフ制度の継続に向けて

制度の継続に向けて，Ａ貨幣経済セカイにおける

価値基準にのらない自身の活動への嘆きやＡ存在価

値を理解できない貨幣経済セカイへの周知の必要性

といった，活動が営利を目的とせず，“ そこにピア

スタッフが存在する ” という存在価値がとても重要

であるが，その価値に気づいているのは利用学生と

ピアスタッフだけという，活動が社会で認知されて

いない状態を感じていることが考えられる。一方で

Ｂ制度継続への期待といった，今後への期待も寄せ

ており，活動について更なる周知や知見の積み重ね

が必要と考えられる。

また共通点で挙げるのが，Ａ生き辛いセカイで生

きる知恵の何気ない伝授，Ａ高等教育機関における

共有体験活動の適齢期，Ｂ制度を担う者の宿命，Ｂ

バトンの次世代への引継ぎといった，活動に対する
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終わりへの意識と次世代への制度の引継ぎ意識であ

る。これはピアスタッフが元学生でありながら期限

付きの雇用という制度の影響を受けていることが考

えられる。そしてこの雇用の循環はピアスタッフが

学生にとって近い存在であり続けるために必要な循

環であることを学生時代，ピアスタッフとして活動

する中で感じていることも考えられる。またＡあり

のまま生きる未来を見据えた準備期間といった，ピ

アスタッフの活動期間というのはいつまでも続くも

のではなく，新しい居場所を確保していくための過

程の期間であり，将来を見据えるための貴重な準備

期間として捉えていることが考えられる。

Ⅵ．結論
本研究では，大学におけるピアサポート利用経験

のあるピアスタッフに焦点を当て，活動が及ぼす心

理的影響について明らかにした。その結果，ピアス

タッフは活動中に想定していない学生への支援で困

り事が起こる一方で，その経験が支援活動を客観視，

自身を客観視するきっかけとなること，活動を通し

て自分らしさの表出や社会との擦り合わせ等がもた

らされることが考えられた。大学生のメンタルヘル

ス問題に対して，ピアスタッフの活動は学生にとっ

て「感覚的」な繋がりの意識，安心感や心の開きを

もたらす貴重な支援となり，またピアスタッフに

とっても，体や心の良好な状態や，周りの学生やス

タッフとの安全で良好な状態が整いやすい環境にお

いて，生き辛い社会との擦り合わせが行える貴重な

準備期間として存在する有効な活動であることが示

唆された。

Ⅶ．今後の展望
本研究の意義は，これまで明らかにされていな

かった大学生をメンタルサポートするピアスタッフ

の活動が及ぼす心理的影響について明らかにできた

ことにある。課題は，多くの学生の困り事に共感性

をもつピアスタッフの雇用や制度の持続化である。

ピアスタッフ制度が今後も発展していけるように，

本稿を含め活動についての更なる周知や知見の積み

重ねが必要と考える。本研究の限界として，第 1,

第２，第３著者と参加者の関わりが深く，データ収

集や分析，結果，考察において，研究の公正性にお

けるバイアスの存在は否定できない。また本研究は

参加者がピアスタッフ活動期間中に行われた研究

で，その後の人生において活動が及ぼした心理的影

響がどのように意味を持つのかという長期的な視点

では明らかにされていない。そのため今後の展望と

しては，このピアスタッフの経験がその後の人生に

どのように生かされているのか追跡し，活動への理

解をより進めていきたいと考える。

利益相反
本研究において，利益相反に該当する事項はあり

ません。
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中山間地域に居住する住民の蓄積疲労と生活様式との関連

川村晃右　更田新太郎
京都橘大学看護学部看護学科

The Relationship Between Accumulated Fatigue and Lifestyle Among Residents in  
a Hilly and Mountainous Area

Kosuke Kawamura   Shintaro Fuketa
Kyoto Tachibana University, Faculty of Nursing, Department of Nursing

〈要旨〉

目的：本研究では，中山間地域に居住する住民の蓄積疲労と生活様式との関連を明らかにすることを目的とし

た。

方法：2024 年６月 16 日と 2025 年５月 17 日に中山間地域にあるＡ町で開催された健康増進イベントに参加し

た者に対して，無記名の自記式質問紙調査を実施した。質問紙の内容は，基本属性，食事・運動習慣，睡眠時

間，休息などの生活様式，蓄積疲労（自己診断疲労度チェックリスト）で構成した。対象者を自己診断疲労度

チェックリスト（以下，疲労度尺度）で安全域とされる安全群，要注意域とされる要注意群，危険域とされる

危険群の３群に分け，基本属性と生活様式を比較するなどした。

結果：本研究に同意が得られた 126 人（有効回答率 57.3％）を分析対象とした。疲労度尺度による３群間で生

活様式を比較した結果，食事中の気分では，「いつも楽しい」と答えた者が危険群で有意に少なかった。また，

朝食の頻度で有意差はみられなかったが，昼食では，「週に２～３回」と答えた者が要注意群で有意に多く，「食

べない」と答えた者が危険群で有意に多かった。休養状況では，「あまりとれていない」と答えた者が要注意群，

危険群で有意に多かった。重回帰分析の結果，疲労度に対して，食事中の気分，休養状況が負の関連を示して

いた。

結論：食事時の楽しさや休養の確保が蓄積疲労の管理に重要であり，包括的な支援策の検討が重要であること

が示唆された。

Ⅰ．緒言
日本においては，1998 年以降連続して自殺者数

が３万人を超過していたが，2012 年に３万人を下

回り，2024 年には 20,268 人となった１）。しかし，

依然として年間自殺者数は２万人を超え，人口 10

万人あたりの自殺率は先進７か国中で最も高い水準

にあり２），自殺対策は喫緊の課題である。

キーワード
中山間地域	 hilly and mountainous area
蓄積疲労	 accumulated fatigue
生活様式	 lifestyle

自殺者の地理的分布に着目すると，傾斜の強い山

間部に多く，過疎化したコミュニティ，低温かつ積

雪のある地域で発生率が高いことが示されてい

る３）。特に農村部における 60 歳未満男性の自殺リ

スクは都市部よりも高く，これは農村部特有の社会

経済的困窮やインフラの未整備による社会資源への

アクセス障害と関連しているとされる４）。このため，
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Ⅱ．方法
１．対象

2024 年６月 16 日と 2025 年５月 17 日にＡ町で開

催された健康増進イベントに参加した住民とした。

Ａ町について，公式のホームページをもとに特徴

を記載すると，総土地面積の約 75％が森林で占め

られており，2020 年時点の人口は約 8,900 人の自治

体である。就業者の割合は約 53％であり，産業別

就業者数を見ると，製造業が最も多く（常住地

24.1％・従業地 44.5％）を占め，次いで卸売業・小

売業が（14.3％・11.8％）である。高齢化率は 2024

年に 32％を超えている。地域内公共交通の状況は，

バスの年間乗車人数が約 27,500 人（2019 年度）で

あったが，新型コロナウイルス感染症の影響もあり

2023 年度は約 7,900 人に減少した。登録自動車台数

は 2019 年度以降ほぼ横ばいで推移している。

自殺者数は 2019 年～ 2024 年まで年間３～４人で

推移しているが，人口 10 万人あたりの自殺率は約

40.6 人と推定され，同県全体の 18.8 人（2024 年）

を大きく上回っている。自殺予防として相談窓口を

設置し，支援体制の強化および地域の見守りネット

ワークの推進を図っている。

２．調査方法

無記名の自記式質問紙調査を実施した。

質問紙の内容は，基本属性，生活様式，蓄積疲労

で構成した。

１）基本属性

年齢，性別，就労，定期的な通院，同居家族につ

いて尋ねた。

２）生活様式

食事習慣，運動習慣，デジタル機器使用状況，睡

眠状況，休養状況，喫煙習慣，飲酒習慣について尋

ねた。

食事習慣は，栄養素のバランスを「いつも考える」

「時々考える」「あまり考えない」「考えない」の４

段階で，食事中の気分を「いつも楽しい」「楽しい

時もある」「ほとんど楽しくない」「楽しくない」の

４段階で，朝食，昼食，夕食，間食の頻度を「毎日

食べる」「週に４～６回」「週に２～３回」「週に１回」

「食べない」の５段階で尋ねた。

中山間地域などの地域特性と生活様式との関連性に

応じた自殺対策が求められる。

各地域においては，地域自殺対策強化事業の一環

として２），抑うつ状態のスクリーニングを実施して

いる自治体があり，抑うつ症状の早期発見および適

切な医療機関への受診促進が図られていたり，保健

師等が相談に応じたりしている５-８）。しかしながら，

「抑うつ」という語に対してはネガティブなイメー

ジが根強く，メンタルヘルスの問題を個人的な弱さ

や失敗の証と捉える社会的偏見が存在するため，当

事者が医療機関の受診をためらう傾向が指摘されて

いる９）。一方，うつ病の発症率と蓄積疲労との関連

が明らかにされており 10），近年，蓄積疲労に起因

するうつ病および自殺者数の増加が社会問題化して

いることから 11），個々人の蓄積疲労の状況の適切

な把握は自殺予防における重要な施策である。

蓄積疲労と生活様式の関連に関する先行研究で

は，中学生において朝食頻度や睡眠の充足感が蓄積

疲労に影響を与えることが報告されている 12）。大

学生を対象とした研究においては，睡眠不足や運動

不足，対人関係の問題が蓄積疲労と有意に関連する

ことが示されている 13）。また，高齢女性の抑うつ

状態と体力について，食生活や運動習慣を考慮した

研究も存在する 14）。しかしながら，これらの研究

は対象集団が限定的であり，中山間地域における住

民の蓄積疲労と生活様式との関連を包括的に検討し

た調査は未だ希少である。

そこで，本研究は，中山間地域に居住する住民の

蓄積疲労と生活様式との関連を明らかにすることを

目的とした。本研究により，うつ病予防および自殺

対策としての蓄積疲労の軽減を促すセルフケアの推

進につながることが期待できる。

用語の操作的定義

本研究では，「生活様式」を健康状態に影響を及

ぼす日常的な行動とし，先行研究 15）を参考に，食事・

運動習慣，デジタル機器使用状況，睡眠・休息状況，

喫煙・飲酒習慣とした。
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運動習慣は，定期的に運動（１回 30 分以上の運

動を週２回以上，１年以上継続）「している」「して

いない」で尋ねた。

デジタル機器使用状況は，１日当たりのテレビ（動

画・ゲームを含む）総視聴時間，１日当たりのコン

ピューター・スマートフォン総使用時間を，いずれ

も「120 分以上」「60 分以上 120 分未満」「30 分以

上 60 分未満」「30 分未満」の４段階で尋ねた。

睡眠状況は，睡眠時間を「８時間以上」「６時間

以上８時間未満」「４時間以上６時間未満」「４時間

未満」の４段階で尋ねた。

休養状況は，休息が「十分とれている」「まあま

あとれている」「あまりとれていない」「全くとれて

いない」の４段階で尋ねた。

喫煙習慣は，「喫煙している」「喫煙していない（し

たことがない）」「禁煙している」で尋ねた。

飲酒習慣は，「よく飲酒する」「ほとんど飲酒しな

い（したことがない）」「禁酒している」で尋ねた。

３）蓄積疲労

自己診断疲労度チェックリスト 16）を用いた。自

己診断疲労度チェックリスト（以下，疲労度尺度）は，

身体的疲労，精神的疲労から構成され，点数が高い

ほど疲労度が高い。本研究では身体的疲労と精神的

疲労の合計である総合的評価を用いた。総合的評価

は，安全ゾーン（男性 16 点以下，女性 19 点以下），

要注意ゾーン（男性 17 ～ 22 点，女性 20 ～ 28 点），

危険ゾーン（男性 23 点以上，女性 29 点以上）に分

類される。

３．分析方法

2024 年と 2025 年の対象者の疲労度尺度の総合的

評価について，Mann-Witney の U 検定において有

意差が認められなかったため，合わせて分析した。

疲労度尺度の総合的評価の安全ゾーンの者を安全

群，要注意ゾーンの者を要注意群，危険ゾーンの者

を危険群に区分し，基本属性と生活様式を比較した。

比較にはχ2 検定（調整済み残差の算出）または

Kruskal-Wallis 検 定 と 多 重 比 較 に は Dunn 検 定

（Bonferroni 訂正）を用いた。

また，疲労度に影響する生活様式を探索するため

に，疲労度尺度の総合評価を従属変数とし，基本属

性と生活様式を独立変数とした重回帰分析を行っ

た。その際，性別，就労，定期的な通院，同居家族，

運動習慣，喫煙習慣，飲酒習慣はダミー変数に置き

換え，食事習慣，デジタル機器使用時間，睡眠時間

は上記の段階順に４～１または５～１点を配点し

た。基本属性を補正要因として強制投入し，生活様

式をステップワイズ法で投入し解析した。

統計学的有意水準は５％とし，分析には IBM 

SPSS Statistics Ver.30 を用いた。

４．倫理的配慮

対象者に対して本研究の趣旨を説明するととも

に，研究への同意は任意であり，同意しない場合も

不利益を受けることは一切なく，その場合も健康増

進イベントへの参加状況には関係しないこと，また，

研究者はＡ町の日常的な住民サービスに関与してい

ないため，研究への同意状況や回答内容による影響

は一切ないことなどを伝えた。質問紙は無記名で回

答してもらい，個別に封筒に入れたうえで回収箱に

投入してもらった。回答後は無記名であるため，撤

回はできないことを伝えた。得られたデータは個別

に解析せず全体で解析するため，研究者もＡ町関係

者も個人を特定することはない。本研究により得ら

れたデータは，研究目的以外で利用することはなく，

学会等での結果の公表時も匿名性は保持されること

などについて文書を用いて口頭で説明し，質問紙へ

の回答および提出により，同意が得られたものとし

た。本研究は京都橘大学研究倫理委員会の承認後に

実施した（承認番号 23-70）。

Ⅲ．結果
健康増進イベントに参加した住民は 220 名（2024

年 92 名，2025 年 128 名）で，そのうち本研究に同

意が得られた者は 135 名であった（回収率 61.4％）。

回収された質問紙のうち記載漏れがあったものを除

いた 126 名（2024 年 55 名，2025 年 71 名）を分析

対象とした（有効回答率 57.3％）。

対象者の平均年齢は 52.9（標準偏差 19.3）歳，性

別は男性が 44 名（34.9％），女性が 82 名（65.1％），

就労「している」者が 83 名（65.9％），「していない」

者が 43 名（34.1％），定期的に通院「している」者
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が 60 名（47.6％），「していない」者が 66 名（52.4％），

同居家族が「いる」者が 111 名（88.1％），「いない」

者が 15 名（11.9％）であった。

疲労度による３群で属性を比較したところ，定期

的に通院「している」と答えた者が危険群で有意に

多く，「していない」と答えた者が危険群で有意に

少なかった（表１）。

生活様式を比較したところ，食事中の気分を「い

つも楽しい」と答えた者が安全群で有意に多く，危

険群で有意に少なかった（表２）。また，「楽しい時

もある」と答えた者が安全群で有意に少なく，危険

群で有意に多かった。朝食，夕食，間食の頻度で有

意差はみられなかったが，昼食の頻度を「週に２～

３回」と答えた者が要注意群で有意に多く，「食べ

ない」と答えた者が危険群で有意に多かった。

睡眠時間では有意差がみられなかったが，休養状

況で「あまりとれていない」と答えた者が安全群で

有意に少なく，要注意群，危険群で有意に多かった

（表３）。

また，重回帰分析の結果，疲労度に対して，食事

中の気分，休養状況が負の関連を示した（表４）。

Ⅳ．考察
１．対象者について

本研究の対象者の属性について，2020 年の A 町

の住民全体のデータ（以下，Ａ町住民）17）と比較した。

Ａ町住民の年齢は約 48.3 歳であり，性別の割合は

男性 50.5％・女性 49.5％であったため，本研究の対

象者の方が年齢はやや高く，女性の割合が高かった。

また，Ａ町住民の就労者の割合は約 53％であった

ため，対象者の方が高かった。A 町に限った定期

的な通院者数は分からないため比較できないが，定

期的に通院している者が危険群で有意に多かったこ

とから，疲労度と罹患との関連が窺えた。また，Ａ

町住民で世帯人員が１人の世帯の割合は約 10.1％で

あり，対象者の同居家族のいない者の割合の方がや

や高かった。本研究結果には，これらの対象者の属

性が影響していることに配慮が必要である。

２．疲労度と生活様式との関連について

本研究では，食事中の気分をいつも楽しいと答え

た者が危険群で有意に少なかった。濱下ら 18）のス

コーピングレビューでも，食事を楽しいと感じるこ

とが健康的な生活行動と関連しているとする研究が

多かったことが報告されており，健康を考える上で

食事時の気分に着目する意義は大きい。重回帰分析

において，疲労度に対して食事中の気分は有意な負

の関連を示していたことは，食事満足度と抑うつや

不安，ストレスとに負の相関がみられたとする報

告 19）とも関係し，ポジティブな食体験がメンタル

ヘルスの維持・改善に資することが示唆される。ま

た，疲労は自覚しづらく，特に慢性的な疲労では，

本人がその存在に気づきにくいという特性があ

る 20）。このような場合，食事中の気分などの日常

表１　疲労度 3 群における属性の比較

　 全体
（n=126）

安全群
（n=93）

要注意群
（n=16）

危険群
（n=17） 　

年齢＃ 52.9（19.3） 52.5（20.2） 　 53.4（19.7） 　 54.8（14.5） 　
性別 §　 　 　 　 　 　 　
　男性 44（34.9） 30（32.3） 5（31.3） 9（52.9）
　女性 82（65.1） 63（67.7） 　 11（68.7） 　 8（47.1）　
就労 §
　している 83（65.9） 60（64.5） 11（68.7） 12（70.6）
　していない 43（34.1） 33（35.5） 5（31.3） 5（29.4）
定期的な通院 § 　 　 　 　 　 　
　している 60（47.6） 40（43.0） 8（50.0） 12（70.6）▲
　していない 66（52.4） 53（57.0） 　 8（50.0） 　 5（29.4）▼
同居家族 §
　いる 111（88.1） 83（89.2） 13（81.3） 15（88.2）
　いない 15（11.9） 10（10.8） 3（18.7） 2（11.8）
＃平均（標準偏差）　§ 人数（割合）
▲残差分析で有意に多い（p<0.05）　▼残差分析で有意に少ない（p<0.05）
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生活に伴う情動の変化に気付いたり，周囲から

フィードバックを受けたりすることで，疲労度の把

握が可能になると推察される。

先行研究では，抑うつ状態と朝食欠食に有意な正

の関連が認められている 21）。山懸ら 14）も，抑うつ

状態と朝食の摂取状況の間に有意差を示さなかった

ものの，抑うつ傾向が強まると食事の不規則化や栄

養バランスの乱れが生じやすいことを報告してい

る。これらの研究は朝食に着目しているが，本研究

では朝食の摂取頻度に有意差は認められなかった。

一方で，昼食の摂取頻度を「週に２～３回」と回答

した者が要注意群で，「食べない」と回答した者が

危険群で有意に多かった。これにより，朝食のみな

らず昼食など他の食事においても規則的に摂取でき

ているかを評価することが，疲労のマネジメントに

おいて重要であることが示唆された。また，中山間

地域においては，独居高齢者を中心に，スーパーや

バス停などの物理的アクセスが食事状況に影響を及

ぼしているとの報告 22）もみられる。物理的アクセ

スが規則的な食事に影響している可能性もあるた

め，食事の規則性に，地域の社会環境などの多面的

な視点も考え合わせて包括的な支援策を検討する必

要がある。

本研究では，睡眠時間には有意差が認められな

表２　疲労度 3 群における生活様式（食事習慣）の比較

　 全体
（n=126）

安全群
（n=93）

要注意群
（n=16）

危険群
（n=17） 　

栄養バランス 　 　 　 　 　 　
　いつも考える 40（31.7） 34（36.5） 2（12.5） 4（23.5）
　ときどき考える 62（49.2） 40（43.0） 12（75.0） 10（58.8）
　あまり考えない 22（17.5） 17（18.3） 2（12.5） 3（17.7）
　考えない 2　（1.6） 2　（2.2） 　 0　（0.0） 　 0　（0.0）　
食事中の気分 　 　 　 　 　 　
　いつも楽しい 54（42.9） 49（52.7） ▲ 4（25.0） 1　（5.9） ▼
　楽しい時もある 69（54.8） 43（46.2） ▼ 11（68.7） 15（88.2） ▲
　ほとんど楽しくない 3　（2.4） 1　（1.1） 1　（6.3） 1　（5.9）
　楽しくない 0　（0.0） 0　（0.0） 　 0　（0.0） 　 0　（0.0）　
朝食の頻度 　 　 　 　 　 　
　毎日 103（81.6） 75（80.6） 13（81.2） 15（88.2）
　週に 4 ～ 6 回 7　（5.6） 6　（6.5） 0　（0.0） 1　（5.9）
　週に 2 ～ 3 回 7　（5.6） 6　（6.5） 0　（0.0） 1　（5.9）
　週に 1 回 5　（4.0） 4　（4.3） 1　（6.3） 0　（0.0）
　食べない 4　（3.2） 2　（2.1） 　 2（12.5） 　 0　（0.0）　
昼食の頻度 　 　 　 　 　 　
　毎日 120（95.2） 90（96.8） 14（87.5） 16（94.1）
　週に 4 ～ 6 回 2　（1.6） 2　（2.2） 0　（0.0） 0　（0.0）
　週に 2 ～ 3 回 3　（2.4） 1　（1.1） 2（12.5） ▲ 0　（0.0）
　週に 1 回 0　（0.0） 0　（0.0） 0　（0.0） 0　（0.0）
　食べない 1　（0.8） 0　（0.0） 　 0　（0.0） 　 1　（5.9）▲
夕食の頻度 　 　 　 　 　 　
　毎日 122（96.8） 89（95.6） 16（100.0） 17（100.0）
　週に 4 ～ 6 回 1　（0.8） 1　（1.1） 0　（0.0） 0　（0.0）
　週に 2 ～ 3 回 1　（0.8） 1　（1.1） 0　（0.0） 0　（0.0）
　週に 1 回 1　（0.8） 1　（1.1） 0　（0.0） 0　（0.0）
　食べない 1　（0.8） 1　（1.1） 　 0　（0.0） 　 0　（0.0）　
間食の頻度 　 　 　 　 　 　
　毎日 48（38.1） 39（41.9） 6（37.5） 3（17.6）
　週に 4 ～ 6 回 21（16.7） 15（16.1） 2（12.5） 4（23.6）
　週に 2 ～ 3 回 35（27.8） 25（26.9） 7（43.7） 3（17.6）
　週に 1 回 10　（7.9） 6　（6.5） 1　（6.3） 3（17.6）
　食べない 12　（9.5） 8　（8.6） 　 0　（0.0） 　 4（23.6）　
人数（割合）
▲χ2 検定と残差分析で有意に多い（p<0.05）　▼χ2 検定と残差分析で有意に少ない（p<0.05）
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かった。しかし，休養をあまりとれていないと回答

した者が要注意群や危険群で有意に多く，重回帰分

析においても，疲労度に対して休養状況が有意な負

の関連を示していた。これらは，先行研究の，睡眠

時間の長短にかかわらず睡眠の質が低い場合に疲労

が増加するという報告 23）に符合している可能性が

ある。本研究の対象者は，A 町全体と比較して就

労者の割合が高かったが，職務内容などについては

把握できていない。また，中山間地域においては，

生活利便性や地域環境が睡眠の質に影響を与える可

能性が高いといわれる 24）。本研究では睡眠時間や

休養の確保について調査したものの，質については

表３　疲労度 3 群における生活様式（運動習慣，デジタル機器使用・睡眠・休養状況，喫煙・飲酒習慣）の比較

　 全体
（n=126）

安全群
（n=93）

要注意群
（n=16）

危険群
（n=17） 　

定期的な運動 　 　 　 　 　 　
　している 57（45.2） 40（43.0） 10 （62.5） 7（41.2）
　していない 69（54.8） 53（57.0） 6（37.5） 10（58.8）
テレビ総視聴時間 　 　 　 　 　 　
　120 分以上 36（28.6） 25（26.9）　 3（18.7）　 8（47.1）
　60 分以上 120 分未満 41（32.5） 33（35.5） 6（37.5） 2（11.8）
　30 分以上 60 分未満 29（23.0） 19（20.4） 6（37.5） 4（23.5）
　30 分未満 20（15.9） 16（17.2） 1　（6.3） 3（17.6）
コンピューター・スマートフォン総使用時間 　 　 　 　
　120 分以上 39（30.9） 31（33.3）　 4（25.0）　 4（23.5）
　60 分以上 120 分未満 36（28.6） 25（26.9） 6（37.5） 5（29.4）
　30 分以上 60 分未満 28（22.2） 21（22.6） 2（12.5） 5（29.4）
　30 分未満 23（18.3） 16（17.2） 4（25.0） 3（17.7）
睡眠状況 　 　 　 　 　 　
　8 時間以上 7　（5.6） 4　（4.3） 2（12.4） 1　（5.9）
　6 時間以上 8 時間未満 60（47.6） 42（45.2） 7（43.8） 11（64.7）
　4 時間以上 6 時間未満 54（42.8） 42（45.2） 7（43.8） 5（29.4）
　4 時間未満 5　（4.0） 5　（5.3） 0　（0.0） 0　（0.0）
休養状況 　 　 　 　 　 　
　十分とれている 27（21.4） 23（24.7） 1　（6.3） 3（17.6）
　まあまあとれている 82（65.1） 63（67.7） 10（62.5） 9（53.0）
　あまりとれていない 17（13.5） 7　（7.6）▼ 5（31.2）▲ 5（29.4）▲
　全くとれていない 0　（0.0） 0　（0.0） 0　（0.0） 0　（0.0）
喫煙習慣 　 　 　 　 　 　
　している 9　（7.1） 9　（9.7） 0　（0.0） 0　（0.0）
　していない（したことがない） 114（90.5） 82（88.1） 15（93.7） 17（100.0）
　禁煙している 3　（2.4） 2　（2.2） 1　（6.3） 0　（0.0）
飲酒習慣 　 　 　 　 　 　
　よく飲酒する 31（24.6） 24（25.8） 2（12.5） 5（29.4）
　ほとんど飲酒しない（したことがない） 76（60.3） 58（62.4） 11（68.8） 7（41.2）
　禁酒している 19（15.1） 11（11.8） 3（18.7） 5（29.4）
人数（割合）
▲χ2 検定と残差分析で有意に多い（p<0.05）　▼χ2 検定と残差分析で有意に少ない（p<0.05）

表４　疲労度に関連する生活様式
　 B 標準誤差 β t 値 p
食事中の気分 -8.256 1.565 -0.420 -5.276 <0.001
休養状況 -4.396 1.505 -0.243 -2.920 0.004
B：偏回帰係数　β：標準化偏回帰係数
ANOVA p<0.01　R2 ＝ 0.292　調整済み R2 ＝ 0.250
n=126　強制投入した変数：年齢，性別，就労，定期的な通院，同居家族
ステップワイズ法で生活様式を投入し，最終モデルに残ったものを提示
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確認できていなかった。そのため，今後も引き続き

検討が必要となるものの，睡眠時間や休息の確保を

目指した支援にも中山間地域の特性を考慮する必要

があることが示唆された。

Ⅴ．本研究の限界
本研究は，Ａ町に限局したデータであり，中山間

地域に居住する住民全てに当てはめることには限界

がある。また，本研究の対象者をＡ町の住民全体と

比較した場合，特に性別や就労の状況に違いがあっ

たこと，さらに対象者はＡ町が行う健康増進イベン

トに参加した者であったことが結果に影響している

可能性がある。

Ⅵ．結論
本研究では，対象者を疲労度による区分で生活様

式を比較した。その結果，食事中の気分を「いつも

楽しい」と答えた者が危険群で有意に少なく，休養

を「あまりとれていない」と答えた者が要注意群，

危険群で有意に多かった。また，疲労度に対して，

食事中の気分，休養状況が負の関連を示した。

これらのことから，食事時の楽しさや休養の確保

が蓄積疲労の管理に重要であり，包括的な支援策の

検討が重要であることが示唆された。
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精神科病棟における病棟空間の利用と患者に及ぼす 
影響に関する文献レビュー

井手段幸樹＊　川口桂嗣＊＊

＊北里大学健康科学部看護学科　＊＊敦賀市立看護大学看護学部看護学科

A Literature Review on Psychiatric Ward Space Utilization and Its Impact on Patients
Koki Itedan＊   Keiji Kawaguchi＊＊

＊Kitasato University   ＊＊Tsuruga Nursing University

〈要旨〉

【目的】精神科病棟の空間は，患者の治療や療養生活において重要な役割を果たす。入院によって社会生活か

ら切り離される患者にとって，病棟空間は治療だけでなく，心理的安定や社会性の再獲得を支える要素となる。

そこで本研究は，精神科病棟の空間的環境が患者にどのように利用され，どのように意味づけられているかを

明らかにするとともに，それらが患者の療養生活や心理的社会的側面に与える影響を明確にすることを目的と

する。

【方法】医中誌 Web および J-STAGE を使用し，「精神科病棟」「空間構成」「空間利用」「個室環境」をキーワー

ドに文献検索を行った。適格基準に基づき８編の論文（医療系２編，建築系６編）を分析対象とした。

【結果】分析の結果，以下の２点が明らかになった。１）空間利用と影響：共有空間の広さや家具配置，スタッ

フステーションとの連続性が患者間の交流を促進する一方，長期入院は他者と関わる意欲を低下させる可能性

が示された。個室はプライバシーを確保し心理的安定に寄与するが，社会的交流の機会を減少させる側面もあっ

た。２）空間への意味づけ：患者は共有空間を「一人になれる場所」，個室を「テリトリー」として認識する

など，物理的環境に対して独自の心理的社会的意味づけを行っていた。

【結論】病棟空間の設計は，患者の心理的安定，社会的交流，ひいては治療プロセスに影響を及ぼす。患者の

多様なニーズに応じた柔軟な空間設計と，患者による空間の意味づけを理解した上でのケア提供が，治療環境

の質向上に不可欠である。

＜ Abstract ＞

Aims: In psychiatric wards, the ward space plays a significant role as an environment for patient treatment 

and recuperation. For patients who are separated from their social life due to hospitalization, the ward 

space is not only important for treatment but also for supporting psychological stability and the 

reintegration of social skills. This study aimed to clarify, through a review of domestic literature, psychiatric 

ward space utilization and its impact on patients’ daily lives and psychosocial well-being, specifically how 

these spaces are used and imbued with meaning. 

Methods: Using databases such as Ichushi Web and J-STAGE, A literature review was conducted using 

the keywords ‘Private room environment’ ‘spatial configuration’ ‘space utilization’ and ‘psychiatric ward’. 

Eight papers were selected for analysis, including two medical papers and six architectural papers.

Results: The review revealed that the size of shared spaces and the arrangement of furniture can 

enhance patients’ willingness to communicate, with spacious environments encouraging interaction. Private 
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プロセスに重要な影響を与える。例えば，共有空間

や個室などの空間構成が患者間のコミュニケーショ

ンや社会性の涵養にどのように寄与するか６）論じ

られており，空間と人の心的状態の関係７）が近年

注目を集めている。もちろん，入院によって患者が

社会から一時的に切り離されるという現実は変わら

ない。しかし，その療養生活の基盤となる病棟空間

が，患者の社会性を維持・再獲得し，退院後の生活

へ円滑に移行するための治療的役割を果たすことは

可能である。患者にとっての「空間」や「場所」の

意味づけに対する理解を深めることは，単なるアメ

ニティの向上に留まらず，社会復帰を見据えた療養

環境を構築する上で不可欠である。

このことから，精神科病棟における物理的空間の

利用が患者に与える影響を多角的に検討すること

は，治療効果の向上やより効果的な療養環境の構築

に寄与すると考えられる。また，精神科病院の空間

的環境について，患者の視点から居心地が良い病院

環境が望まれている８）。つまり，患者にとっての「空

間」や「場所」の意味づけに対する理解を深めるこ

とで，個別的な対象理解や疾病理解を促進すること

が期待できる。本研究では，精神科病棟の空間構成

や空間利用が患者に及ぼす影響について多角的に探

求し，治療環境の最適化に資する知見を提供するこ

Ⅰ．緒言
現在，精神科に入院中の患者数は年々減少してい

るが，なお 20 万人以上が入院１）している。さらに，

精神科における平均在院日数は年々短縮されている

が，他診療科と比較して 10 倍近くも長い傾向があ

る２）。また，精神科における在院期間別では，７割

弱の患者は入院期間が１年以上３）である。入院前

の居住状況として , ７割程度の患者は１人暮らしあ

るいは家族と過ごしていた４）。つまり，入院以前の

社会生活が入院することで今までの環境から切り離

されることを意味する。患者は精神疾患によって，

生活の質を脅かす様々な障害を抱えると同時に，精

神科病棟への入院により日常生活から切り離され，

行動制限のある環境で過ごすことになる。この精神

科病棟への入院により日常生活から切り離され，行

動が制限される環境で過ごすことは，患者の社会性

の維持を困難にし，社会復帰を妨げる一因となりう

る。このため，患者が多くの時間を過ごす病棟の空

間的環境の質を向上させることは，精神科医療にお

ける重要な課題である。

精神科医療では , 病棟の空間そのものが治療的意

味をもつとしばし言われる。隔離室から個室，多床

室へと移室するプロセスと急性期から脱する患者の

治療プロセスは並行５）であり，心理的安定や治療

キーワード
精神科病棟	 psychiatric ward
病棟空間	 ward space
空間的環境	 spatial environment
空間構成	 spatial composition
空間利用	 space utilization

rooms help maintain privacy and provide psychological stability, though they may reduce opportunities for 

social interaction. Crucially, it was found that patients assign unique psychological and social meanings to 

their environment, such as perceiving a shared space as “a place to be alone” or a private room as their 

personal “territory”. On the other hand, long-term hospitalization can diminish the motivation to engage 

with others, hindering social reintegration.

Conclusions: Therefore, the design of a ward space significantly impacts patients’ psychological stability, 

social interaction, and the overall treatment process. Improving the therapeutic environment requires 

flexible designs adaptable to diverse patient needs, combined with care that is informed by an 

understanding of how patients attribute meaning to their space.
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とを目指す。

Ⅱ．用語の定義
・病棟空間：�本研究における最も広範な概念。精

神科病棟内の物理的な広がり全体を

指す。

・空間的環境：�病棟空間の広がり，部屋の配置，

そこにある家具などの調度品を含

む総合的な環境を指す。

・空間構成：�個室，多床室，共有空間（食堂，談

話室など）の配置や関係性といった，

空間の構造的側面を指す。

・空間利用：�患者やスタッフが，病棟空間をどの

ような行為（会話，休息，作業など）

のために，どのように使用している

かという機能的側面を指す。

・個室環境：�プライバシーの確保や心理的安定を

目的として，患者一人が占有する病

室の環境を指す。

Ⅲ．目的
本研究では，国内の文献を整理・分析することを

通じ，精神科病棟の空間的環境が患者にどのように

利用され，どのように意味づけられているかを明ら

かにするとともに，それらが患者の療養生活や心理

的社会的側面に与える影響を明確にすることを目的

とする。

Ⅳ．研究方法
A．文献の抽出方法

１．データベース：医中誌 Web，J-STAGE

　　�対象キーワードに空間の広がりや空間の利用

を含めて幅広く検索するため，医学関連の文

献だけでなく，幅広い学術論文を網羅するた

め J-STAGE も含めた。

２．�検索キーワード：医中誌及びJ-STAGEでは「精

神科病棟 / 精神病棟」「空間構成」「空間利用」

「個室環境」を用いた。「空間構成」「空間利用」

は病棟環境の構造的・機能的側面を幅広く捉

えるために，「個室環境」は近年の精神科病

棟における重要な設計要素であり，患者への

影響を考察する上で不可欠な視点であるた

め，キーワードとして選定した。

３．�収載誌発行年：医中誌 Web（検索実施年月日：

2024 年９月）は，2000 年以降に発行された

全ての論文を対象とした。J-STAGE （検索

実施年月日：2024 年９月）でも 2000 年以降

に発行された全ての論文を対象とした。

４．�医中誌 Web の絞り込み条件「分類」に関す

る設定として，「抄録あり」及び「会議録除く」

を選択した。

５．�検索式：検索キーワードを用いて以下のよう

に行った。

　　（１）「精神科病棟 / 精神病棟」and「空間構成」

　　（２）「精神科病棟 / 精神病棟」and「空間利用」

　　（３）「精神科病棟 / 精神病棟」and「個室環境」

B．分析方法

１．論文の選定基準

論文の抽出は，主観的・場当たり的に行うことを

避けるため，システマティック・レビューの方法９）

に準じて行い，以下のチェックを行った。本研究に

おける選定基準は，次のとおりである。

　１）適格基準

　　・精神科の一般病棟を対象とした研究

　　・�患者の空間利用や空間への意味づけを主た

るテーマとする研究

　　・�精神科治療に対する文化的な違いに基づく

環境の違いを除くため，国内を対象とした

研究

　２）除外基準

　　・�環境特性や利用のされ方が本質的に異なる

児童精神科病棟，医療観察法病棟，および

安全確保のための特殊な治療空間である保

護室・隔離室を主たる対象とした研究は，

分析の均質性を担保する観点から除外

　　・�2000 年以降，精神科医療を取巻く法や社

会環境が変化しているため 2000 年以前の

研究は除外

　　・�解説や総説に該当する論文や，具体的なデー

タや調査が含まれないものは除外
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２．論文の抽出手順

　１）�Title and Abstract Screening：データベー

スから検索した論文のタイトルおよび抄録

を精読し，適格基準に該当しない論文は除

外した。判断がつかなかった論文は，実際

にその論文を入手し精読してから判断する

こととし，Fulltext Screening に進んだ。

　２）�Fulltext Screening：論文を入手して全内

容を精読し，適格基準に該当しない論文を

除外して，研究対象論文を抽出した。

　３）�Data Abstraction：研究目的や適格基準か

ら著者らが文献を分類する上で必要と考え

られる以下の項目を選定し，項目ごとに論

文内容を抽出してデータ化した。

　　・�論文タイトル，著者名，出版年，研究目的，

対象病棟，対象者，研究方法，研究結果（空

間利用と影響，空間の意味づけ）

Ⅴ．倫理的配慮
対象文献から内容を抽出する際に，論旨および文

脈の意味を損なわないように配慮した。また，文献

の使用において出典を明らかにし，著作権を遵守し

実施した。

Ⅵ．結果
Ａ．研究対象論文の抽出の流れ（図１）

データベースから検索した論文は 26 編であった

が，Title and Abstract Screening と Fulltext 

Screening によって，本研究の適格基準に該当した

研究対象論文は，８編であった。１回目のスクリー

ニングで除外した 17 編の主な理由は，研究目的の

不一致（例：入院患者のストレスに焦点を当ててい

るなど），対象が一般精神科病棟ではない研究など

であった。出版年は 2001 年が１編 10），2002 年が１

編 11），2004 年が２編 12）13），2013 年が３編 14）15）16），

2017 年が１編 17）であった。また，医療系論文が２

編 12）13），建築系論文が６編 10）11）14）15）16）17）であった。

Ｂ�．空間利用に影響を与える要因についての分析結

果

レビュー対象論文を統合した結果，患者の空間利

用には，①滞在場所や空間の物理的構成といった環

境側の要因と，②病室の種類や入院期間といった患

者側の要因が複合的に影響していることが明らかに

なった。詳細は表１に示す通りである。

１�）滞在場所と共有空間（デイルーム・食堂など

の空間構成）の多面的な利用

患者は病室で最も長い時間を過ごしていたが，食

堂や談話室などの共有空間も頻繁に利用されてい

た。これらの空間は会話や娯楽などの社会的活動の

データベースから検索した論文 （n=26）

適格基準に該当した論文 （n=8）

論文を入手して精読した論文 （n=9）

・適格基準に該当しない （n=17）
研究目的との不一致(n=10)
対象が一般精神科病棟でない (n=4)
対象が医療者(n=3)

・精神科保護室を対象とした研究（n=1）

論文のタイトルおよび
抄録を精読して除外

除外された論文
除外

除外された論文

図１：研究対象論文の抽出の流れ
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場であると同時に，「一人で過ごす」といった個人

的な目的でも利用される多面的な性格を持ってい

た 10）14）。特に，空間が広く他者との物理的距離を

保ちやすい食堂は，逆説的に「一人になれる場所」

として利用される実態が明らかになった 11）。また，

スタッフステーションに隣接する空間や，分散配置

された小規模な空間では，患者間の自発的なコミュ

ニケーションが促進される傾向が見られた 15）17）。

２）病室の種類による利用の違い

病室の種類は，患者の行動に明確な影響を与えて

いた。患者が最も長く滞在する場所は病室であり，

主に「睡眠」や「休息」といった個人的・私的な行

為に利用されていた10）。また，個室ではプライバシー

が確保されるため，患者は休息や自己と向き合うと

いった個人的な活動に時間を費やす傾向があっ

た 12）13）。一方，多床室では，他患者との会話や相

互の様子をうかがうといった社会的行動がより多く

観察された。これは，他者の存在が孤独感を和らげ

る一方で，常時プライバシーの確保が困難な環境で

あることを示している 16）。

３）入院期間・疾患種別による影響

長期入院の患者は，短期入院の患者に比べて他者

との交流意欲が低下し，自室やベッド周辺で過ごす

時間が長くなる傾向が見られた 16）17）。また，疾患

によっても空間利用のパターンは異なり，例えば統

合失調症の患者は準私的空間をより多く利用するの

に対し，うつ病の患者は個室での利用が多いなど，

病理特性が行動に反映されていた 16）。このことは，

画一的な空間構成では，多様な患者のニーズに対応

しきれない可能性を示唆している。

Ｃ�．患者による空間への意味づけと機能に関する分

析結果

患者は，病棟内の各空間に対し，単にその機能を

利用するだけでなく，自身の心理状態や他者との関

係性を反映した多様な意味づけを行っていた。特に，

①共有空間や準私的空間の独自の機能的意味づけ

と，②個室や多床室といった私的空間に対する両義

的な意味づけという２点が，特徴的な点として抽出

された。詳細は表２に示す通りである。

１�）共有空間における「個人的テリトリー」の形

成

患者は，デイルームの特定の椅子や窓際の席など，

共有空間の中に自分のお気に入りの場所を見出し，

そこを自身の「個人的テリトリー」として意味づけ

る傾向があった16）。さらに「病棟のパブリックスペー

スを都市に見立てる」ことは，患者が「社会に出る

予行練習の場」として，交流と孤独，公共性と個別

性を行き来しながら，自己と他者との関係性を調整

する空間的意味を持つ 11）15）。また，公共空間の中

でのこのようなテリトリーの形成は，予測不能な他

者との関わりの中で，自身の存在を安定させ，病棟

という特殊な環境に適応していくための重要な心理

的メカニズムである 15）16）。

２）準私的空間への意味づけ

病室前のアルコーブのような空間は，完全にプラ

イベートな自室と，完全にパブリックな廊下・共有

空間との間に位置する「緩衝空間」として患者に認

識されていた。ここは，自室から出るための一種の

「準備スペース」であり，他者との偶発的なコミュ

ニケーションが生まれる場としても機能しており，

表１　患者の空間利用に関する要素と影響
要素 利用・行動の傾向 患者への影響

滞在場所 10）11）14）15）17）

●�食堂・談話室など共有空間も多様に利
用される

●�病室は休息・睡眠の場。共有空間は交
流と孤独の双方に活用される

●�病室＝休息・睡眠の場，食堂・談話室
＝交流と孤独の双方に活用される

空間構成 15）16）17）
●�広さ，家具配置，スタッフステーショ

ンとの位置関係が利用方法に影響す
る

●�広さ・開放感が会話や交流を促進，家
具配置は行動範囲を制限するし拡張
も促す

病室の種類 12）13）16）

●�個室はプライバシー・心理的安定と
いった私的活動が中心となる

●�多床室は他者との交流や相互サポー
トといった観察行動が見られる

●�個室はプライバシーが守られる。多床
室は仲間意識や支え合いを生む中で
の安心感が生じる

入院期間・疾患種別 16）17） ●�長期入院で交流意欲が低下，疾患によ
り行動パターンが異なる

●�社会性の低下や孤立のリスク，疾患特
性に応じた空間設計が必要となる
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患者が病棟内の人間関係を円滑にする上で重要な役

割を担っていた 15）16）。

３）個室環境への両義的な意味づけ

患者は個室に対し，「プライバシーが守られ，安

心して休息できる場所」，「自分自身を振り返る場所」

といった肯定的な意味づけを行っていた13）。一方で，

他者との接触機会が減ることから「寂しさや不安を

感じる場所」という否定的な意味づけもなされてお

り，個室は患者にとって治療的な空間であると同時

に，孤立を深めるリスクも併せ持つ両義的な場であ

ることが示された 13）。

４）多床室への意味づけ

多床室は，患者にとって「仲間意識や支え合いが

生まれる場」として肯定的に意味づけられていた。

同室者との会話や共通の経験を通じて，孤独感が緩

和され，治療への動機づけが高まる効果が示唆され

た。しかし同時に，他者の視線や物音から逃れられ

ない「プライバシーのない空間」としても認識され

ており，患者は安心感とストレスの両方を感じる複

雑な場として意味づけていた 13）16）。

Ⅶ．考察
Ａ．研究全体の概要

本研究は，精神科病棟における治療環境を考える

上で空間の重要性を捉えるため検討が始まった。そ

の結果，病棟の空間構成が患者の心理状態，行動，

および社会復帰に大きく影響を与えることが示唆さ

れた。特に，共有空間の設計や個室・多床室の環境

が，患者の社会的交流や治療プロセスに関連してい

ることが明らかになった。本邦において精神科病棟

の空間を研究対象とした文献を調査した結果，建築

系が６編，医学系が２編と，後者の研究が少ない現

状が明らかになった。患者の視点に立った治療やケ

アを重視する医学分野において，療養生活の基盤と

なる空間に関する研究が限定的であることは，今後

の課題の一つといえる。

Ｂ．空間的環境が患者に与える影響

１）精神科病棟における病棟空間の「利用方法」

本研究の結果から，精神科病棟における患者の空

間利用は，単に物理的な環境に規定されるだけでな

く，患者自身の内的要因や他者との関係性によって

多様に変化する動的な実態が明らかになった。

結果で示されたように，患者は多くの時間を病室

で過ごす 10）一方で，共有空間を他者との交流だけ

でなく，「一人で過ごす」という個人的な目的でも

利用していた。この事実は，共有空間が設計者の意

図を超え，患者にとって多義的な場として機能して

いることを示している。また，病室の種類（個室又

は多床室）は，患者の空間利用や病棟の生活リズム

表２　患者による空間の意味づけとその機能的特徴
空間 意味づけ 機能的特徴

共有空間（食堂・談話室）10）11）15）16）

●�他者との関わりと自己の時間を
両立できる公共的空間あるいは，
個人的なテリトリーを形成し，

「自分の居場所」として意味づけ
られる

●�「社会に出る予行練習の場」と
して自己と他者との関係性を調
整する空間的意味を持つ

●�「他者と関わる場」「一人で過ご
す場」「都市の公共空間に類似」
その他，会話や交流だけでなく，

「一人で過ごす」ためにも利用さ
れる

準私的空間 15）16）

●�「病室と外部をつなぐ場」として，
プライベートからパブリックへ
の「緩衝空間」として意味づけ
られる

●�病室と廊下の中間領域として，
立ち話や小休憩に利用される

個室 13）

●�「安心できる場所」という心理
的安定と「孤独を感じる場所」
としての社会的交流の制限の対
立が生じる場としてとして意味
づけられる

●�プライバシー確保，休息，自己
洞察のために利用される

●�一方で，「孤立感」「寂しさ」が
生じる場所となる

多床室 13）16）

●�「仲間意識が生まれる場」であ
るが，常に他者の存在を意識す
る緊張も伴う場としてとして意
味づけられる

●�他患者とのコミュニケーション
や支え合いの場となる
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にきわめて決定的な影響を与える 15）。近年の病院

では病床の個室化が進み “ 全室個室 ” の病院が増え

て 18）おり，日本の精神科病棟においても個室割合

が増加する一方で，共有空間の設計が不十分である

ことが指摘されている 19）。多床室では，他患者と

の会話や相互の様子をうかがうといった社会的行動

がより多く観察され 16）ことから，社会的交流の機

会が減少し，孤立を助長する可能性がある。

スタッフステーションとの連続性や空間の分散配

置によっては，患者の能動的関わりが促進され

る 16）。しかし，疾患種別によって選択が異なる 15）

と報告された。統合失調症の場合，認知機能の低下

に伴い，他者とのコミュニケーションが減少，患者

の社会機能（仕事，対人関係，日常生活）に影響を

及ぼす。そのため，共有空間の広さや家具の配置と

いったデザインが，患者のコミュニケーション意欲

を向上させる 17）と考えられる。特に，人の出入り

が多く十分な広さを持つ共有空間 10）では，開放的

な雰囲気が「共同性」に影響を与え，他者との交流

を促進する 20）と期待できる。さらに，自然環境を

取り入れた共有空間ほど患者間の交流が促進す

る 14）ことは，患者のストレス軽減や情緒の安定に

効果があるとされ，欧米では自然環境を取り入れた

病棟設計が積極的に行われている 21）。日本の精神

科病棟においても，自然光の取り入れや屋外空間の

活用を促進することで，治療環境の質を向上させる

可能性がある。

空間を構成する１つである TV の設置は利用方法

に影響する 16）。これは TV を共に見ることで話の

きっかけや場の共有による親密性が高まることも考

えられる。一方，固定された家具や TV の設置が患

者の定位様態を限定する 16）こと，能動的関わりを

阻害する 16）17）ことが指摘されている。このため，

可動式の家具や多用途に使用可能な広い空間を確保

することが重要であり，柔軟な空間設計が患者の多

様なニーズに対応する鍵となる。

長期入院の患者は，短期入院の患者に比べて他者

との交流意欲が低下し 16），対人関係の希薄化が進

行する。これにより患者同士のピアサポートが失わ

れ，無為自閉の傾向が強まる可能性がある。筆者の

経験からも，長期入院している患者は他者との交流

が少なく，共有空間では一人で過ごすことが多

い 14）17）。さらに，必要がなければ自室から出てこ

ないケースも散見される。しかし，多床室では患者

同士の間に，形には表れないが仲間意識が生まれる

ことがあり 22），同室者同士で互いにサポートし合

う関係が存在する可能性がある。このことから，適

切な空間設計によって，社会的交流を促進し，長期

入院患者の心理的安定や社会性の回復を支援するこ

とが求められる。

精神科病棟の空間デザインは，治療と社会復帰を

つなぐ重要な役割を果たす。患者が「生活の場」と

して病棟空間を認識し，そこでの体験を社会復帰に

活かせる工夫が求められる。共有空間を「小さなコ

ミュニティ」として機能させることができれば，患

者の社会性の再獲得が促される。また，病棟空間の

デザインにおいては，地域社会との連携を視野に入

れることも重要である。例えば，地域の人々が参加

できるスペースを設けることで，退院後の生活にス

ムーズに移行できる環境を整えることができる。こ

うした取り組みにより，精神科病棟は単なる治療の

場にとどまらず，患者の社会復帰を支援する場とし

ての役割を果たすことが期待される。

２�）精神科病棟における患者による空間への「意

味づけ」

入院患者にとって，病棟の空間は単なる物理的な

環境ではなく，心理的社会的な意味を持つ重要な要

素である。デイルームの特定の椅子や窓際の席など，

共有空間の中に自分のお気に入りの場所を見出し，

そこを自身の「個人的テリトリー」として意味づけ

ている 16）。食堂を「１人で過ごす場」15）16）と捉えて

おり，病室よりも空間的な広がりがあることで行動

に落ち着きをもたらし 11），適度な他者の話し声や

活気のある雰囲気が，いわゆる心地の良い第三の居

場所を指す「サードプレイス」としての機能を果た

している 23）と推察される。個室環境では，自分自

身を振り返る場 13）であり，患者が自分のプライバ

シー 13）が守られ，心理的な防壁となり安心感を得

ることができる。一方，多床室では患者同士の仲間

意識や支え合いが生まれる場となる。このように，

病棟空間は治療の場であると同時に，患者の心理的

安定や社会性の再獲得を支える生活の場としても機
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能する。また，病室前の準私的な空間は，自室から

出るための一種の「準備スペース」であり 15）16），「準

備スペース」としてワンクッション置ける場所があ

ることで，他者との交流に対する不安が和らぎ，自

発的に共有空間へ向かうきっかけとなり得る。した

がって，空間の「意味付け」を深く理解することは，

治療環境の改善にとって不可欠である。

病棟の配置や構造が患者に与える影響は多岐にわ

たる。特に精神科病棟では，入院患者の約１/ ３が

５年以上の長期入院患者３）であり，その大部分が

統合失調症患者である。病棟の環境変化が少ないた

め，一見すると症状が安定し，日常生活を問題なく

送れる状態に見える「病院内寛解」24）と呼ばれる状

態の患者も一定数存在する。精神科病棟が治療だけ

でなく生活の場としても機能するという点は，患者

の長期的な健康と社会復帰に重要な意味を持つ。し

かし，閉鎖的な環境や刺激の乏しい空間は，施設病

のリスクを高める。特に長期入院患者では社会的活

動能力の低下が顕著であり，再入院や退院困難の要

因となる。また，病棟のパブリックスペースを都市

に見立てる 11）15）と捉えていることは，病棟空間の

工夫次第で社会的活動能力の再獲得が可能なことを

示唆する。したがって，精神科病棟の空間設計を工

夫することで，治療効果の向上だけでなく，患者の

心理的安定や社会復帰能力の向上にも寄与できる。

病棟を治療と生活の場としてバランスよく機能させ

るためには，患者の多様なニーズや疾患特性を考慮

し，柔軟で快適な空間づくりが求められる。さらに，

医療スタッフが積極的に関与し，患者の空間利用を

適切に誘導することで，病棟環境の有効活用が期待

される。しかしながら，本レビューの分析からは，

空間の物理的特徴が患者の行動パターンに影響を及

ぼすことを示した定量的な研究は見られたものの，

その行動の変化が患者の心理状態の改善や，ひいて

は社会復帰といった治療目標の達成にどう繋がるの

かを，客観的な指標を用いて定量的に評価した研究

は見当たらないという課題も明らかになった。

Ⅷ．今後の研究課題
本レビューで明らかになったように，国内の先行

研究では，行動マッピングなどの観察手法を用いて，

病棟空間の物理的特性が患者の行動（居場所，交流

頻度など）に与える影響を定量的に分析した研究が

蓄積されてきた。観察された行動の変化が，患者の

心理状態の改善や社会復帰といった，より本質的な

アウトカムにどう結びつくのかを定量的に評価した

研究が不足していた。例えば，「光庭によって患者

間の会話が増えた」という事実は重要であるが，そ

の結果として「患者の対人不安が軽減したか」「退

院後の地域社会での適応能力が高まったか」までを

検証した研究は，今回のレビューでは見当たらな

かった。このギャップを埋めるため「どのような空

間が，患者の心理的安定に寄与するのか」といった

患者の空間利用と心理状態の関連を定量的に評価す

る研究が必要である。また，病棟デザインと治療効

果の関係について，実際の病棟改修前後での患者の

行動変容を比較する研究も求められる。加えて，地

域移行支援を前提とした空間設計のあり方について

も検討を深め，退院後の住環境と病棟環境の類似性

を考慮した設計が，患者のスムーズな社会復帰にど

のように寄与するかを明らかにする必要がある。以

上の点を踏まえ，単に行動を変えるだけでなく，患

者の回復と社会復帰を真に促進する療養空間とは何

かを，科学的根拠に基づいて追求していくことが，

今後の重要な課題である。
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日本保健医療行動科学会 設立趣意書

　保健・医療従事者は単に病気をみるだけではなく，病気をもつ，あるいはその

恐れをもつ人間をみるものだという言葉をよく耳にする。しかし実際は病気しか

みていないことが多い。

　しばしば人々は，日常の苦しみや悩みを，本人の気づかないまま病気で表現し

たり，不健康な生活を改めることができないままでいる。しかも本人自身がそれ

らに気づいておらず，その気づきを手助けするはずの保健医療従事者も十分認識

がすすんでいないことがある。このような病気や不健康な側面のみならず，保健

医療を考える際には，予防や健康増進といった面での行動科学的知識はなお一層

重要となってくる。

　ところで，このような健康や病気の心理社会的な背景と，身体的側面との相互

作用を研究しようとする行動科学が米国を中心に進歩してきた。それは，心理学，

社会学，人類学，生理学などを総合的に応用し，人間の健康問題にかかわる行動（個

人・集団・社会）の変容過程を実証的，体系的に解明しようと努力している。こ

うした保健医療関連の行動科学（医療社会学，医療心理学，医療人類学等を含む）は，

米国では，医師や看護などの保健医療従事者の教育に取り入れられ，資格試験に

も採用されている。しかしわが国では，このような関心はようやく高まりつつあ

るが，研究は緒についたばかりである。

　こうした中で，わが国において保健医療領域での行動科学的研究・教育の発展

のために，社会・人文科学，自然科学の各分野の国内外研究や学習の場づくりを

目的とした学術団体の創設が必要と思われる。
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第１章　総　則
第１条（名称）

　１．本会は，日本保健医療行動科学会と称する。

　２�．本会の英文名は，The Japan Academy for 

Health Behavioral Science と称する。

第２条（目的）

　�本会は，保健医療行動科学の発展・普及および研

究者相互の連携・協力をはかることを目的とする。

第３条（事業）

　�本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を

行う。

　１．大会・部会および研究会の開催

　２．共同調査研究

　３．機関誌その他の刊行物の発行

　４．その他，必要な事業

第２章　会　員
第４条（会員）

　�本会の会員は，通常会員，賛助会員，機関会員お

よび学生会員とする。

第５条（通常会員）

　�通常会員は，本会の趣旨に賛同し，保健医療領域

の行動科学あるいは関連領域の学術の知識をもつ

者，あるいは役員によって推薦された者で，理事

会の承認を得た個人とする。

第６条（賛助会員）

　�賛助会員は，本会の趣旨に賛同し，本会の事業を

後援するため財政的援助等をなした者で，理事会

の承認を得た個人および機関とする。

第７条（機関会員）

　�機関会員は，本会の趣旨に賛同し，保健医療領域

の行動科学あるいは，関連領域等で理事会の承認

を得た機関とする。

第８条（学生会員）

　�学生会員は，本会の趣旨に賛同し，保健医療領域

の行動科学あるいは関連領域の学術の知識を学ん

でいる大学院生・学部学生で，理事会の承認を得

た個人とする。

第９条（入会）

　�本会に通常会員として入会を希望する者は，所定

の入会申込書に当該年度の会費を添えて入会手続

きをとらねばならない。

　（会員の権利）

　�会員は，本会の行う行事に参加することができ，

また本会の発行する刊行物の配布を受けることが

できる。

第 10 条（除名）

　�会員にして，次の各号に該当する者は理事会の決

議により除名することができる。

　１．本会の名誉を著しく毀損した者

　２．会費を滞納（５年以上）した者

第３章　役　員
第 11 条（役員）

　本会に次の役員を置く。

　１．会長　１名

　２．副会長　２名

　３．顧問　若干名

　４．理事　14 名（会長１名，副会長２名を含む）

　５．評議員　若干名

　６．委員　若干名

　７．監事　２名

第 12 条（会長任命理事）

　�前条の規定にかかわらず，会長任命による理事を

６名以内に限って置くことができる。ただし，そ

の人選に当たっては理事会の議を経なければなら

ない。

日本保健医療行動科学会 会則
（1986 年 6 月 8 日制定施行，2014 年 6 月 1 日最終改正）
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第 13 条（役員の選出）

　役員の選出は次による。

　１．�会長および副会長は理事の互選とし，総会の

承認を得るものとする。

　２．�顧問は，本会に特別功労のあった者を理事会

の議を経て総会で推挙する。ただし，任期は

別に定めない。

　３．理事は，別に定める規定により選出する。

　４．�評議員および委員は，理事会の議を経て会長

が委嘱する。

　５．監事は，別に定める規定により選出する。

第 14 条（役員の任務）

　役員の任務は次のとおりとする。

　１．会長は，本会を代表し，会務を総括する。

　２．副会長は，会長を補佐する。

　３．�顧問は，本会の重要会務につき，会長の諮問

に応じる。

　４．�理事は，会長とともに理事会を構成し，本会

の運営にあたる。

　５．�理事会は，各種委員会を置く。編集委員会，

広報委員会，国際交流委員会，中川記念奨励

賞選考委員会の常置委員会を置き，各委員会

の委員長によって運営される。また，必要に

応じて，委員長は副委員長および委員を指名

することができる。

　６．評議員は，理事会の諮問に応じる。

　７．委員は会務を助ける。

　８．�監事は本会の会計および会務の運営状況を監

査する。

第 15 条（役員の任期）

　�会長，副会長，理事，評議員，委員，監事の任期

は１期３か年とする。ただし，再任を妨げない。

第４章　会　議
第 16 条（理事会）

　１．�理事会は，会長がこれを招集する。なお，半

数以上の理事が理事会の開催を求めた場合，

会長は，すみやかに理事会を招集しなければ

ならない。

　２．�理事会は，理事の過半数の出席をもって成立

する。ただし，出席は委任状をもってこれに

代えることができる。

　３．�理事会の議は，出席者の過半数の賛同によっ

て決する。

第 17 条（総会）

　１．�総会は，全会員をもって組織し，次の事項を

審議する。

　（1）　事業の執行

　（2）　役員の選任

　（3）　予算および決算の承認

　（4）　会費に関する事項

　（5）　規約の変更

　（6）　その他，理事会が必要と認めた事項

　２．�総会は，年１回開催するものとし，理事会の

議を経て会長が招集する。このほか，理事会

が必要と認めた場合，臨時に開催することが

できる。なお３分の２以上の会員が総会の開

催を求めた場合，会長はすみやかに総会を招

集しなければならない。

　３．�総会の議は，出席者の３分の２以上の賛同に

よって決する。

第 5 章　会　計
第 18 条（経費）

　�本会の経費は，会費および寄付金その他の収入に

よって支弁する。

第 19 条（会費）

　会費は次のものとする。

　１．通常会員の会費は年額 7,000 円とする。

　２．�賛助会員の会費は年１口以上（１口10,000円）

とする。

　３．機関会員の会費は年額 20,000 円とする。

　４．�学生会員の会費は学部学生は年額 3,000 円，

大学院生は年額 5,000 円とする。

　５．顧問会員は会費を納めることを要しない。

　　　�会費は，年度初めに納入するものとする。機

関誌代はこれに含まれる。
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第 20 条（予算・決算）

　�理事会は，予算を編成し，総会の議を経ることを

要する。理事会は，また，前年度の事業報告・収

支決算を作成し，監事の承認を経て総会に報告す

る。

第 21 条（会計年度）

　�本会の会計年度は，４月１日に始まり３月 31 日

に終る。

第 6 章　付　則
第 22 条（改正）

　本会則の改正は，総会の議決を要する。

第 23 条（事務局）

　�本会の庶務を担当するため，事務局を置く。その

他，事務局に必要な事項は，会長がこれを定める。

第 24 条（施行）

　本会則は，昭和 61 年６月８日より施行する。

　＊�本会則，第５条は昭和 63 年６月 25 日より改正

施行する。

　＊�本会則，第 19 条は平成５年６月１日より改正

施行する。

　＊�本会則，第 11 条および第 13 条は平成６年７月

20 日より改正施行する。

　＊�本会則，第 12 条は平成 16 年６月 27 日より改

正施行する。

　＊�本会則，第 11 条、第 13 条および第 16 条は平

成 18 年６月 17 日より改正施行する。

　＊�本会則，第８条，第 10 条，第 13 条，第 14 条，

第 19 条および第 23 条は平成 24 年６月 16 日よ

り改正施行する。

　＊�本会則，第 14 条は平成 25 年６月 22 日より改

正施行する。

　＊�本会則，第 21 条は平成 26 年６月１日より改正

施行する。
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　会則第 13 条３項および５項により，理事および

監事の選出手続きを次のとおりに定める。

第１条　�会長は理事会の議を経て，会員の中から３

名の選挙管理委員を委嘱し，選挙管理委員

会を組織しなければならない。

第２条　�選挙管理委員会は，選挙有権者名簿を作成

し，選挙の期日および手続きを会員に公示

しなければならない。ただし，選挙関係書

類等の送付をもって公示に代えることがで

きる。

第３条　�投票は郵送，あるいは電子投票により実施

する。

第４条　理事は選出法により下記の２種類とする。

　　　　Ａ理事：学系別に選出される理事

　　　　Ｂ理事：学系の枠を越えて選出される理事

第５条　�理事の定数は，A 理事および B 理事の合

計 14 名とする。ただし，会則第 12 条によ

る会長任命理事を加えて 20 名とすること

ができる。

第６条　理事選挙は以下のとおりとする。

　　　　�Ａ理事：会員の所属する学系の有権者名簿

から第８条１項に掲げる当選者数を投票す

る。

　　　　�Ｂ理事：学系の枠を越えて全有権者名簿か

ら第８条２項に掲げる当選者数を投票す

る。

第７条　�監事選挙は，学系の枠を越えて全有権者名

簿から第８条３項に掲げる当選者数を投票

する。

第８条　�理事および監事の当選者数は，下記のとお

りとする。

　　　１．�Ａ理事については，社会学系１名，心理

学・福祉学系１名，看護学系３名，歯学

系１名，医学系２名，健康科学系１名と

する。

　　　２．�Ｂ理事については５名とする。ただし，

A 理事に当選した場合は除外する。

　　　３．�監事については２名とする。ただし，Ａ・

Ｂ理事に当選した場合は除外する。

第９条　�選挙管理委員会は，当選者に通知し，文書

をもって役員就任の承諾を得なければなら

ない。当該者が役員就任を辞退した場合に

は，Ａ理事，Ｂ理事，監事それぞれの枠内

で次点の繰り上げを行い，前条２・３項を

適用する。

第 10 条　�選挙管理委員会は，新しい理事会の発足

をもって任務を終了し解散する。

※�本規約，第３条，第６条および第７条は 2021 年

６月 26 日より一部改定する。

日本保健医療行動科学会 理事・監事選出規約
（1986 年 6 月 8 日制定施行，2021 年 6 月 26 日最終改定）
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１．（名称）

　　�　本賞は，日本保健医療行動科学会中川記念奨

励賞（略称：中川賞）と称する。

２．（目的）

　　�　本賞は，保健医療行動科学に関する学術的研

究や諸活動を若い会員に奨励するために，優れ

た貢献をした者を表彰し，もって保健医療行動

科学の発展に寄与することを目的とする。

３．（受賞資格）

　　�　本賞の受賞者は，次の３条件をすべて満たさ

なければならない。

　　１）�日本保健医療行動科学会の通常会員である

こと。

　　２）�保健医療行動科学に関する学術的研究ある

いは教育を含む諸活動において，その業績

が顕著であること。

　　３）�受賞年度において 45 歳未満もしくは学会

入会後 10 年未満であること。

４．（本賞の選考）

　　�　本賞の選考は，中川賞選考委員会が行う。

５．（選考委員会の構成）

　　�　中川賞選考委員会を次のとおり定める。

　　１）�中川賞選考委員会は，日本保健医療行動科

学会会長によって任命された８名の委員に

よって構成される。８名のうち４名は理事

から，残りの４名は評議員から選出される。

　　２）�委員の任期は 3 年とする。

　　３）�中川賞選考委員長は，委員の互選によって

決められる。

６．（受賞者の選考）

　　�　選考に当たっては，日本保健医療行動科学会

評議員ならびに編集委員会より優れた論文や活

動業績の推薦を得て，それを参考にするものと

する。

７．（受賞者の推薦）

　　�　中川賞選考委員会は，日本保健医療行動科学

会の通常会員の中から，毎年，若干名を中川賞

候補者として選考した後，これを理事会に推薦

しなければならない。

８．（受賞者の決定）

　　�　理事会は，中川賞選考委員会から推薦された

受賞候補者の中から受賞者を決定する。

９．（賞の授与）

　　�　日本保健医療行動科学会会長は，日本保健医

療行動科学会の年次大会の総会において，8 に

よって決定された受賞者に対して，日本保健医

療行動科学会中川記念奨励賞として賞状等を授

与し，公示する。

10．（中川賞基金）

　　�　中川賞基金を次のとおり定める。

　　１）�日本保健医療行動科学会が主催する事業に

伴う収入，ならびに２の目的で贈与される

寄付金等の積立金をもって中川賞基金とす

る。

　　２）�中川賞基金を使用する必要が生じた場合は，

理事会の承認を得なければならない。

11．（改廃）

　　�　本内規の改廃は，理事会によって決議される。

※�本内規３．（受賞資格）の３）の年齢を「40 歳未満」

から「45 歳未満」に改定（2008.10.13.）

※�本内規５．（選考委貝会の構成）の２）の委員の

任期を「２年」から「３年」に改定（2013.6.22.）

※�本内規３．（受賞資格）の３）を「45歳未満」から「45

歳未満もしくは学会入会後 10 年未満」に改定�

（2023.6.17.）

日本保健医療行動科学会 中川記念奨励賞内規
（1994 年６月１日制定施行，2023 年６月 17 日最終改定）



77日本保健医療行動科学会雑誌　40（2），2026

日本保健医療行動科学会 中川記念奨励賞 
候補者の業績についての選考内規

（2001 年 11 月 28 日制定施行，2023 年６月 17 日最終改定）

　日本保健医療行動科学会中川記念奨励賞内規３（受賞資格）の２）及び６（受賞者の選考）につい
ての内規を次のとおり定める。

１．�本学会機関誌に掲載論文（１編は必ず First Author）が必ずあり，年次大会に１回以上 First Author で

発表を行っていること。

　　（Second Author 以下は２回を１回に換算する。）

２．著書があれば参考とし（単著・共著等は問わない），支部活動等にも協力的であること。

３．特に社会的に問題となる行為（例：刑法犯歴）の無いこと。

　　以上の事項を参考にして選考に当たるものとする。

※本内規１の「医歯系」を「学部が６年学系」に改定（2004.11.10.）

※本内規１の「学部が６年学系」を「６年制学部卒業の場合」に，２の「年報」を「機関誌」に改定（2013.6.22.）

※�本内規の「１．修士入学日（６年制学部卒業の場合は学部卒業の日）またはこれに準ずる日（本学会年次大

会もしくは雑誌に単独もしくは連名以上で発表した日とする）をもって起算する研究歴が７年５年以上（６

年制学部卒業の場合は５年３年以上）であること。」「３．類似の学会誌・学会及び大会においても発表して

いる。発表形式は２に準ずる。」「４．本学会関連の博士号を取得しているか又は博士論文作成の可能性（テー

マから見て本学会に関連するものであること）があること。」を削除し，本内規２の「年次大会に２回以上」

を「１回以上」とし，内規２を内規１，内規５を内規２，内規６を内規３とする改定（2023.6.17.）
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日本保健医療行動科学会 奨励研究員内規
（1998 年 4 月 1 日制定施行，2013 年 6 月 22 日最終改定）

１．（名称）

　　本研究員は，日本保健医療行動科学会奨励研究員（略称：奨励研究員）と称す。

２．（目的）

　　�本奨励研究員制度は，社会的立場が定まっていない会員に保健医療行動科学に関する学術的研究を奨励し，

もって保健医療行動科学の発展に寄与することを目的とする。

３．（奨励研究員の資格）

　　１）日本保健医療行動科学会の通常会員であること。

　　２）保健医療行動科学分野の学術的研究において，その業績が十分評価されうること。

　　３）�博士課程単位取得満期修了者および博士号を有する者（その見込みの者も含む），あるいはそれと同

等の研究歴を持ち，研究職としての社会的地位が定まっていない者。

４．（選考）

　　本奨励研究員の選考は，履歴書および研究業績をもって，本学会理事会において行う。

５．（継続の条件）

　　�本奨励研究員の継続について１年毎に見直しを行う。その際の条件として，本学会機関誌に原著等におい

て研究業績が毎年少なくとも一つ報告されていること。ただし，本学会機関誌以外での論文も参考にする

ことができる。

６．（報酬）

　　原資の制約から，当分の間，無報酬である。

７．（改廃）

　　本内規の改廃は，理事会によって決議される。

※本内規４の「常任理事会」を「理事会」に，５の「年報」を「機関誌」に改定（2013.6.22.）
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日本保健医療行動科学会 利益相反に関する指針

（2023 年６月 17 日制定）

１．目的

　日本保健医療行動科学会（以下「本学会」という。）は，「人間の健康にかかわる行動（個人・集団・社会）

の変容過程を実証的，体系論的に解明しようとする健康行動科学に関する研究・教育の発展のために，社会・

人文科学・自然科学の各分野の国内外の研究や学習の場づくり」を目的とし，学術大会，研究会の開催，機関

誌の発行などの事業を推進してきた。

　本学会が，保健医療行動科学に関する学術活動を推進するためには，「保健医療行動科学に関連する企業・

組織や営利を目的とした団体」との産官学の連携により取り組むことが求められるところであるが，その際に

本学会の会員（以下「学会員」という。）として果たすべき責務と，学会員が個人あるいは所属する組織とし

て得る金銭，地位，利権など（私的利益）との間に，利益相反（Conflict of Interest，以下「COI」という。）

が発生することがある。

　このような COI に適切に対応しなければ，研究対象者，研修を受ける人々の人権や生命の安全・安心が損

なわれ，研究の方法，データの解析，結果の解釈がゆがめられるおそれも生じる。また，適切な研究成果であ

るにもかかわらず，公正な評価がなされないことも起こりうる。

　そこで，本学会では，COI に関する基本的な考え方を示すことによって，本学会の学術活動の透明性，中

立性の確保，説明責任を果たすための適切な措置をとり，産官学が連携した学術活動を積極的に推進し，保健

医療行動科学の発展を図るために「日本保健医療行動科学会利益相反に関する指針」（以下「本指針」という。）

を定めるものである。

２．基本方針

（１）�本学会の使命である学術活動の責務を十分に果たしながら，学会員が「保健医療行動科学に関連する企業・

組織や営利を目的とした団体」との産官学連携活動及び保健医療行動科学への貢献活動を積極的に推進

できるよう，環境整備を図る。

（２）�COI を未然に防ぐこと，また COI が生じた場合に必要な措置を行うなど，利益相反マネジメントを実施

する。

３．指針の適用となる対象者

　COI 状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し，本指針が適用される。

（１）本学会会員（通常会員，賛助会員，学生会員）

（２）本学会の学術大会で発表・講演する者及び機関誌にて論文発表をする者

（３）本学会の顧問，会長，副会長，理事，監事，評議員，学術大会長，各委員会委員

４．対象となる活動

　対象者が行うすべての事業活動に対して，本指針を適用する。

５．「保健医療行動科学に関連する企業・組織や営利を目的とした団体」の定義

　「保健医療行動科学に関連する企業・組織や営利を目的とした団体」とは，保健医療行動科学に関し，本学
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会と次のような関係を有する企業・組織や団体をいう。

（１）保健医療行動科学に関する開発や研究を依頼し，または共同で行った関係（有償無償を問わない）

（２）保健医療行動科学で評価される教材，機材などに関連して特許権などの権利を共有している関係

（３）保健医療行動科学で使用される教材，機材などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関係

（４）保健医療行動科学に対して研究助成・寄付などをしている関係

（５）保健医療行動科学で開発中の教材や機材などを提供している関係

６．COI 自己申告の基準

　本指針が適用される対象者個人が次の（１）～（８）に該当する場合であって，次の開示基準額を超える場合，

あるいは開示基準事項に該当する場合には，当該個人は所定の様式に従って COI 自己申告をするものとする。

開示基準額又は開示基準行為
（１）�保健医療行動科学に関連する企業・組織や営利を目的と

する団体の役員，顧問職等に就任した場合
１つの団体からの報酬合計が年間 100 万
円以上

（２）�保健医療行動科学に関連する企業・組織や営利を目的と
する団体の株式等を保有した場合

年間利益（配当，売却額の総和）が 100
万円以上又は株式保有の場合，当該会社
の発行済株式総数の５％以上を保有

（３）�保健医療行動科学に関連する企業・組織や営利を目的と
する団体に対し，対象者の有する特許権等の使用許諾，
貸与をしている場合

使用料が年間 100 万円以上

（４）�保健医療行動科学に関連する企業・組織や営利を目的と
した団体から，日当，講演料等の報酬を受け取った場合

１つの団体からの報酬合計が年間 50 万
円以上

（５）�保健医療行動科学に関連する企業・組織や営利を目的と
した団体から，パンフレットなどの執筆に対して原稿料
等を受け取った場合

年間 100 万円以上

（６）�保健医療行動科学に関連する企業・組織や営利を目的と
した団体が提供する，受託研究，共同研究，奨学寄附金
などを受け取った場合

１つの研究に対して受領した金額年間合
計額が 200 万円以上

（７）�保健医療行動科学に関連する企業・組織，営利を目的と
する団体がスポンサーとなる寄付講座に所属している場
合

所属

（８）�（１）～（７）に定める場合以外で，保健医療行動科学に
関連する企業・組織，営利を目的とする団体から報酬等

（研究とは関係のない旅行，贈答品等含む）を受け取った
場合

合計が年間 10 万円以上

７．実施方法

（１）�学術活動の成果を本学会の学術大会，研究会等で発表する場合，筆頭演者は当該研究に係る COI 状態を

本指針に従って演題登録時に申告し，発表時に公開する。

（２）�学術活動の成果を機関誌で発表する著者は，当該研究に係る COI 状態を本指針に従って確認し，論文投

稿時に投稿規程にそって申告し，発表時に公開する。

（３）�本学会の役員，学術大会長は，就任時に当該事業に係る COI 状態を自己申告によって開示する。また，
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就任後，新たに COI 状態 が発生した場合には修正申告を行うものとする。

（４）�学術大会長，研究会担当理事は，本指針に反する事態が生じた場合には，利益相反委員会に報告するも

のとする。利益相反委員会は疑義が発生した会員個人のCOI状態にかかる調査結果を理事会に報告する。

学術大会長，研会担当理事は，理事会での承認を得て，該当者にその内容に応じて改善や発表の差し止め，

発表の撤回，機関誌などへの謝罪文の掲載を求める等の措置を講ずる。この場合，当該研究等の発表者

に理由を付して，その旨を通知する。

（５）�編集委員長は，本指針に反する事態が生じた場合には，COI 申告結果を利益相反委員会に報告するもの

とする。利益相反委員会は疑義が発生した会員個人の COI 状態にかかる調査結果を理事会に報告する。

編集委員長は，理事会での承認を得て，著者にその内容に応じて改善や掲載の差し止め，論文撤回，謝

罪文の掲載を求める等の措置を講ずる。この場合，当該研究等の発表者に理由を付して，その旨を通知

する。

８．本指針の改正

　社会情勢や，産学官連携に関する法令の改正等により，本指針を改正する必要が生じた場合には，理事会の

決議により，本指針を改正することができる。

� 理事会承認日：2022 年 11 月 23 日

� 2023 年６月 17 日制定
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利益相反委員会規定
（2023 年６月 17 日制定）

（設置）

第１条　�日本保健医療行動科学会理事会（以下「理事会」という。）に、特別委員会として利益相反委員会（以

下「委員会」という。）を置く。

（任務）

第２条　委員会は、本学会「利益相反に関する指針」に基づき、次の各号に掲げる事項を行う。

　　　　一、本学会会員などの利益相反を適正に管理するための方策の立案

　　　　二、利益相反申告書の管理

　　　　三、利益相反申告書の開示及び公開

　　　　四、疑義が発生した会員個人の利益相反状態にかかる調査

　　　　五、疑義が発生した会員の利益相反状態にかかる調査結果の理事会への報告

　　　　六、不服申し立ての受理、理事会への報告

２．�委員会委員が関与する事案が調査・審査の対象となった場合、当該委員は調査・審査業務に加わらないも

のとする。

（組織）

第３条　委員会は、理事４名をもって組織する。

２．委員長は、委員の互選とする。

（任期）

第４条　委員の任期は理事の任期と同一期間とする。

（会議）

第５条　委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

２．委員会は、委員の全員の出席をもって開催する。

３．委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

（委員等の守秘義務）

第６条　�委員会の委員は、職務上知り得た秘密を、正当な事由なくして他に漏らしてはならない。その職務を

退いた後も同様とする。

２．�第５条の規定により委員会に出席を求められた者及び委員会の事務を行う者についても、前項の規定を準

用する。

（事務）

第７条　委員会の事務は、事務局が行う。
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（改廃）

第８条　この規定の改正又は廃止は、理事会の決議によらなければならない。

附則　本規定は、2023 年６月 17 日から施行する。

理事会承認日：2022 年 11 月 23 日
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日本保健医療行動科学会 雑誌投稿規定

（2009年６月27日全面改定施行，2022年11月23日最終改定版）

　本学会では，学会雑誌に掲載する保健医療行動科

学に関する論文の投稿を歓迎いたします。

　投稿原稿は，オンライン投稿・審査システムで受

け付けます。本規定および別に示す「投稿マニュア

ル」に従って投稿してください。

１．投稿者の資格

　　�投稿者は，編集委員会からの依頼原稿を除いて，

共同著者も含めて本学会会員とし，投稿原稿は

国の内外を問わず未発表のものに限ります。重

複投稿は禁止します。

２．投稿原稿の種類

　　�投稿原稿の種類は，原著論文，総説，研究ノー

ト，資料，実践・活動報告です。その分類基準

は次のとおりです。どの種類の論文に投稿する

か表紙に明記してください。鍵概念の投稿は受

け付けていません。

　　１）原著論文（Original Contribution）

　　　　�保健医療行動科学に関する論文で，独創的

な内容あるいは新しい事実を含むもので，

かつ研究論文としての形式が整っているも

の。

　　２）総説（Review）

　　　　�保健医療行動科学に関する特定のテーマに

ついて多面的に内外の知見を集め，総合的

かつ独創的に当該領域の状況を概説し，独

自の見解を示したもの。

　　３）研究ノート（Research Note）

　　　　�保健医療行動科学に関する論文で，内容的

には原著論文には及ばないが，研究結果の

意義が大きいもの。

　　４）資料（Research Report）

　　　　�上記の分類に該当しないもので，記録にと

どめる価値のあるもの。

　　５）実践・活動報告（Practice and Activity）

　　　　�健康行動に関する実践・活動報告（事例報

告　を含む）等で，記録にとどめる価値の

あるもの。

３．投稿原稿の構成

　　原稿は和文または英文とします。

　　１）和文の場合

　　①�　投稿原稿（原著論文，総説，研究ノート，

および資料）の総字数は，12000 字以内（総

字数は，図表等，注と文献を含み，題名，著

者名，所属，要旨，キーワードを含まない）

としてください。ただし文献検討を含む論

文（実践・活動報告を除く）では，文献一

覧の字数を実字数の半分に換算し，総字数で

16000 字以内としてください。実践・活動報

告の総字数は，8000 字以内としてください。

査読を経て，編集委員会が特別に認めた場合

はこの限りではありません。

　　②�　図表等は刷り上がり１頁相当を 2000 字（半

頁相当を 1000 字）換算で計算し，文字数と

の合計（総字数）が制限字数を超えないよう

にしてください。

　　③�　表紙には，原稿の種類，題名，著者名（共

同著者名），所属，総字数（図表を含む），本

文の字数と図表等の換算字数を明示してくだ

さい。なお，題名，著者名（共同著者名），

所属には英訳をつけてください。

　　④�　600 字以内の要旨（和文）を添付してくだ

さい。また，日本語およびそれに対応する英

語のキーワードを５語以内でつけてくださ

い。原著論文および総説については，400 語

以内の正確な英文要旨（abstract）を添付し

てください。それ以外の論文は英文要旨の添

付は任意ですが，掲載の可否は原稿枚数を考

慮に入れて編集委員会で決定します。

　　⑤�　表紙，要旨およびキーワードは本文の前，
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図表等は本文（文献等）の後にまとめて配置

してください。

　　２）英文の場合

　　①�　投稿原稿（原著論文，総説，研究ノート，

および資料）の総語数は，5000 語以内（総

語数は，図表等，注と文献を含み，題名，著

者名，所属，要旨，キーワードを含まない）

としてください。ただし文献検討を含む論

文（実践・活動報告を除く）では，文献一覧

の語数を実語数の半分に換算し，総語数で

6600 語以内としてください。実践・活動報

告の総語数は，3300 語以内としてください。

査読を経て，編集委員会が特別に認めた場合

はこの限りではありません。

　　②�　図表等は刷り上がり１頁相当を 600 語（半

頁相当を 300 語）換算で計算し，語数との合

計（総語数）が制限語数を超えないようにし

てください。

　　③�　表紙には，原稿の種類，英文の題名，著者

名（共同著者名），所属，総語数（図表を含む），

本文の語数と図表等の換算語数を明示してく

ださい。なお，題名，著者名（共同著者名），

所属には和訳をつけてください。

　　④�　400 語以内の英文要旨および 800 字以内の

和文要旨を添付してください。また，英語お

よびそれに対応する日本語のキーワードを５

語以内でつけてください。

　　⑤�　表紙，要旨およびキーワードは本文の前，

図表等は本文（文献等）の後にまとめて配置

してください。

　　３）�和文の場合の英文要旨および英文の投稿原

稿については，原則として，投稿前にネイ

ティブチェック（専門家による校閲）を受

け，それを証明する書類（証明書等）を添

付してください。

４．倫理的配慮

　　�人および動物が対象である研究は，倫理的配慮

について本文中に明記してください。特に，人

が対象である研究等においては，研究の計画立

案や実施にあたって，所属研究機関あるいは所

属施設の倫理委員会ないしはそれに準じる機関

等の承認を得たことを本文中に記載してくださ

い。

５．論文の書き方

　　�本規定および別に示す「投稿マニュアル」に従っ

てください。

　　１）和文の場合

　　①�　原稿はワードプロセッサソフトウェアを使

用し，横書きで「である」調でお書きくださ

い。新かな使いで句読点を正確につけてくだ

さい。句読点は「，」と「。」を使用してくだ

さい。用紙の設定は，A ４判縦長（横書き）,40

字× 30 行，余白を上下左右 25 ミリとしてく

ださい。また，本文には頁をつけて，ページ

左側に行番号（連続）を表示してください。

　　②�　外国語，外国人名，外国地名，外国薬品名

などは原語のまま記入してください。一般に

日本語化しているものはカタカナで表現して

ください。

　　③�　度量衡の単位は，mm，cm，mL，dL，L，

mg，mmol，N/10 など国際単位系（SI）を

用いてください。

　　④�　字句を略して表記する場合には，その字句

が最初に表記された箇所で（　）内に適切な

略語を表記してください。

　　⑤�　文献は引用箇所に肩番号を付け末尾に一括

し，次の形式に従い引用順に並べてください。

（全角文字の前の「：」「，」は全角、半角英

数字の前の「: 」「, 」は半角と半角スペース

にしてください。）

　　ａ．雑誌の場合

　　　　�著者名（全員）：論文名，雑誌名，巻：頁（初

め – 終わり）, 西暦年

　　例）

　　12）�健康太郎，行動花子：○○の健康行動に

及ぼす○○の影響，日本○○学会雑誌 , 19: 

88-104, 2004

　　13）�Kodo H, Kenko T: Psychological effect on 

x by y, Jpn J Z Nurs, 32: 621-631, 2005

　　ｂ．書籍の場合
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　　　　�著作名（全員）：論文名，書籍名（編者名），

頁（初め – 終わり），出版社名，所在地 , 

西暦年

　　例）

　　15）�健康太郎：○○人類学，○○学事典（日本

○○学会監修）, 270, ○○社，東京 , 1999

　　16）�行動花子：○○療法 , 24-29, ○○出版，大阪 , 

2005

　　17）�Kenko T, Kodo H: Narrative approach to x, 

In “Integrative care for y” ed Kodo H, 20-

28, Z Publishers Inc, New York, 1997

　　ｃ．翻訳書の場合

　　　　�原著者名（全員）: 原書書籍名，出版社名，

所在地 , 西暦年（訳者名：翻訳書籍名，出

版社名，所在地 , 西暦年）

　　例）

　　18）�Freeman A, Fleming B, Simon CD: 

Clinical applications of x therapy, Y 

Publishers Inc, New York, 1990 （健康太郎

訳：○○療法臨床ハンドブック，○○出版，

東京，1995）

　　ｄ．ウェブページの場合

　　　　�制作者名：ページタイトル , アドレス

（URL），公開日（もしくは検索日）

　　ｅ．誌名を略記する場合

　　　　�出典雑誌の定める略名を使用する。外国の

ものは Index Medicus 所載のものを用い

る。

　２）英文の場合

　　①�　原稿はワードプロセッサソフトウェアで

作成してください。用紙の設定は，A ４判，

ダブルスペース，余白を上下左右 25 ミリと

してください。また，本文には頁をつけてく

ださい。

　　②�　その他の論文の書き方は，上記「５．論文

の書き方,１）和文の場合③～⑤」に準じます。

６．投稿手続き（再投稿時も同様）

　　�本誌は，年２回（６月，12 月に）発行されます。

投稿原稿の受け付けは随時行っています。掲載

される時期は編集委員会により決定されます。

　　�投稿原稿は，オンライン投稿・審査システムで

受け付けます。本規定および別に示す「投稿マ

ニュアル」に従って投稿してください。

　　１）�投稿原稿は２種類作成してください。１つ

は「編集用」として，表紙に，希望の原稿

の種類，題名，著者名，所属，総字数（総

語数），本文の字数（語数）と図表等の換

算字数（換算語数）に加えて，投稿者の連

絡先（郵便番号，住所，電話番号，電子メー

ルアドレス）を記載したものを作成してく

ださい。もう１つは「査読用」として，表

紙の著者名，所属，投稿者の連絡先は削除

し，本文中の倫理委員会等の名称や謝辞等

についても投稿者が特定できないように工

夫したものを作成してください（例えば，

○○倫理委員会と表記）。

　　２）�投稿時には別に示す「投稿原稿チェックリ

スト」に従ってオンラインでチェックを

行ってください。

　　３）�投稿手続きの詳細は別に示す「投稿マニュ

アル」に従ってください。

７．投稿原稿の受付と採否

　　１）�投稿原稿が本投稿規定等を満たしている場

合は，編集委員会が原稿を確認した日を受

付日とし，その旨を投稿者に通知します。

本投稿規定等を満たしていない場合は，投

稿者にその理由と合わせて本投稿規定等を

満たして提出するよう連絡します。

　　２）�原稿（実践・活動報告は除く）の採否は，

査読を経て編集委員会により決定されま

す。なお，編集委員会の判定により，掲載

論文の種類の変更を勧めることがありま

す。実践・活動報告の採否は編集委員会の

議を経て決定されます。

８．最終投稿原稿の提出等

　　１）�最終投稿原稿（査読完了後の原稿）の提出

方法の詳細は別に示す「投稿マニュアル」

に従ってください。なお，特殊なソフトを

使用して作成した場合は事前に編集委員会

に相談してください。また，特殊な印刷が
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必要な場合，実費は著者負担とさせていた

だきます。

　　２）�別刷を必要とされる方は，最終投稿原稿の

提出時に，その旨（部数も含め）を明記し

てください。なお，別刷に要する実費は著

者負担とさせていただきます。

　　３）�査読完了後の最終投稿原稿は，編集過程で

著者校正を１回させていただきます。校正

の際の加筆はご遠慮ください。

９．著作権

　　�本誌に掲載することが決定した著作物の著作権

は，本学会に帰属するものとします。編集委員

会から依頼した著作物についても同様の扱いと

します。投稿時には別に示す「著作権譲渡同意

書ならびに誓約書」を PDF ファイルにして添

付してください。

10．利益相反関係

　　�利益相反関係の有無を別に示す本学会「利益相

反に関する指針」に基づき，次の１）及び２）

により開示（報告）してください。

　　１）�本文（文献リストの前）に明記してくださ

い。著者全員が利益相反はない場合は「利

益相反はない。」と記載し、利益相反があ

る場合は具体的に記載してください。

　　２）�利益相反がある場合は、著者全員の利益相

反関係を明記した「利益相反申告書（様式

２）」を投稿時に PDF ファイルにして添

付してください。

附則

　この投稿規定の改定は 2009 年６月 27 日から施

行する。

　本規定，３の１）の③④及び６の３）は 2011

年 12 月 23 日より一部改定する。

　本規定における学会誌の名称及び６は 2012 年

12 月 16 日より一部改定する。

　本規定，３の１）の③，５の１）の①と⑤，６

の３）及び８の１）は 2013 年５月 12 日より一部

改定する。

　本規定，６の３）は 2014 年６月 22 日より一部

改定する。

　本規定，２，３の１）の①③④，２）の①③④，３）

及び６の１），２），３）は 2014 年 11 月 15 日よ

り一部改定する。

　本規定，８を９とし，４から７までを１条ずつ

繰り下げ，３の４）を削り，３の３）の次に１条（４．

倫理的配慮）を加え，３の３）を一部改定する（2016

年６月 25 日）。

　本規定，２の５）を加え，2，３の１）の①②，

３の２）の①②④，３の３），５の１）の⑤，6，

６の３）及び７の２）を一部改定する（2019 年

６月 22 日）。

　本規定，前文，３の１）の①，２）の①，６の

前文，６の１），３），７の１），８の１），２）及

び９を一部改定し，３の１）の⑤及び２）の⑤，

５の前文，10 を加える（2022 年６月 18 日）。

　本規定，５の３）の①を一部改訂する（2022

年 11 月 23 日）。

※�本誌の投稿に関するお問い合わせは，本学会編集

委員会までお願いいたします。

日本保健医療行動科学会編集委員会

Email: edit ＠ jahbs.info
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日本保健医療行動科学会雑誌 

「投稿原稿チェックリスト」

（2022 年 11 月 23 日改定版）

以下の項目を確認の上，□にチェック（✓）を入れてください。

□国の内外を問わず他誌に発表済み、あるいは投稿中の論文ではない。

□分割投稿ではない。

□保健医療行動科学に関する論文である。

□共同著者も含めて著者全員が日本保健医療行動科学会の会員である。

□�図表を含めた総字数（英文の場合は総語数）が制限範囲内である。文字数は MS Word の「校閲」メニュー
内の「文字カウント」機能で，和文は「文字数（スペースを含めない）」，英文は「単語数」を参照してカウ
ントを行っている。

□�ページ設定は A ４判縦長（横書き），40 字× 30 行（英文の場合はダブルスペース），余白が上下左右とも
25 ミリとなっている。本文には，ページをつけて，ページ左側に行番号（連続）が表示されている。

□�英文の投稿原稿，和文の場合の英文抄録はネイティブチェック（専門家の校閲）を受け，それを証明する書
類等を添付している。（該当しない場合，チェック（✓）は不要）

□�ヒトおよび動物が対象の研究は，倫理的配慮を本文中に明記し，ヒトが対象の研究等においては，倫理委員
会等の承認を得たことを本文中に記載している。（該当しない場合，チェック（✓）は不要）

□文献の記載方法は投稿規定に沿っている。

□著者が負担する費用のある場合（別刷，特殊な印刷を要する等）を了承している。

□�雑誌に掲載することが決定した著作物（依頼した著作物を含む）の著作権は日本保健医療行動科学会に帰属
することを了承し，「著作権譲渡同意書ならびに誓約書」を添付している。

□�雑誌に掲載することが決定した著作物（依頼した著作物を含む）が電子化され，ウェブサイトで公開される
ことを了承している。

確認年月日：　　　　　　　年　　月　　日

投稿者（確認者）氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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� 日本保健医療行動科学会雑誌（2020 年 11 月 29 日版）

著作権譲渡同意書ならびに誓約書

日本保健医療行動科学会　様

論文タイトル：　�

　　　　　　　　�

　上記の論文は，下記の全著者が共同して執筆したものであり，国内外を問わず過去に他の学術誌に掲載済み
あるいは投稿中でないことを誓約いたします。
　本論文が「日本保健医療行動科学会雑誌」に掲載された場合には，その著作権を日本保健医療行動科学会に
譲渡すること，また本論文が電子化されウェブサイトで公開されることに同意いたします。

筆頭著者署名� （　　　　　年　　月　　日）

共同著者署名� （　　　　　年　　月　　日）

共同著者署名� （　　　　　年　　月　　日）

共同著者署名� （　　　　　年　　月　　日）

共同著者署名　� （　　　　　年　　月　　日）

共同著者署名� （　　　　　年　　月　　日）

共同著者署名� （　　　　　年　　月　　日）

共同著者署名� （　　　　　年　　月　　日）

＊本同意書・誓約書は，著者全員の署名が必要です。
＊本フォーマットをコピーし，複数枚の提出でも構いません。
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日本保健医療行動科学会 雑誌（旧年報） 
―― バックナンバーのご案内 ――

年報 Vol. 1 [1986]　健康と病気の行動科学
年報 Vol. 2 [1987]　保健医療と行動科学
年報 Vol. 3 [1988]　クオリティ・オブ・ライフと保健医療
年報 Vol. 4 [1989]　健康問題とセルフケア／ソーシャルサポートネットワーク
年報 Vol. 5 [1990]　ヘルスプロモーションと行動科学
年報 Vol. 6 [1991]　｢食」をめぐる保健行動
年報 Vol. 7 [1992]　保健医療とコミュニケーション戦略
年報 Vol. 8 [1993]　つくられた環境つくりかえる行動
年報 Vol. 9 [1994]　慢性の病とエイズ ―ノーマライゼーションの行動科学―
年報 Vol.10 [1995]　行動変容のパフォーマンス
年報 Vol.11 [1996]　自己決定の行動科学
年報 Vol.12 [1997]　セルフヘルプの行動科学
年報 Vol.13 [1998]　医療倫理と行動科学
年報 Vol.14 [1999]　ターミナルケアの行動科学
年報 Vol.15 [2000]　グリーフケアの行動科学
年報 Vol.16 [2001]　すこやかな生の行動科学
年報 Vol.17 [2002]　健康への自己決定を支援する
年報 Vol.18 [2003]　全人的医療と行動変容
年報 Vol.19 [2004]　保健医療のコミュニケーションとその教育
年報 Vol.20 [2005]　ナラティヴと保健医療
年報 Vol.21 [2006]　健康と病いの語り
年報 Vol.22 [2007]　保健と医療の語りとアート
年報 Vol.23 [2008]　患者の世界 ―医療の不確実性のなかで―
年報 Vol.24 [2009]　健康格差社会における病気と医療 ―行動科学的アプローチ―
年報 Vol.25 [2010]　ヘルスケアの現在と未来 ―気づきと行動変容のために―
年報 Vol.26 [2011]　心身に効く技術と理論の統合
年報 Vol.27 [2012]　保健・医療現場におけるリスクコミュニケーション
雑誌 Vol.28(1) [2013]　全人的なチーム医療への新たなる挑戦
雑誌 Vol.28(2) [2014]　やる気・やりがいと保健医療
雑誌 Vol.29(1) [2014]　東日本大震災と保健医療
雑誌 Vol.29(2) [2015]　ライフサイクルと行動科学
雑誌 Vol.30(1) [2015]　保健医療行動科学と教育
雑誌 Vol.30(2) [2016]　＜連携（つ・な・ぐ）＞来るべき時代における医療共同体のあり方
雑誌 Vol.31(1) [2016]　生活習慣病と行動科学
雑誌 Vol.31(2) [2016]　幸せにつながる保健医療
雑誌 Vol.32(1) [2017]　地域包括ケアと行動科学
雑誌 Vol.32(2) [2017]　セルフケアを支援する
雑誌 Vol.33(1) [2018]　「語る」「聴く」「書く」の多様性とその力
雑誌 Vol.33(2) [2018]　ホリスティックヘルスでつながる調和的ライフ
雑誌 Vol.34(1) [2019]　保健医療と行動変容
雑誌 Vol.34(2) [2020]　当事者として感じ，語らう
雑誌 Vol.35(1) [2020]　身体活動と行動科学
雑誌 Vol.35(2) [2021]　新型コロナ時代の行動変容
雑誌 Vol.36(1) [2021]　長期化するパンデミック下の保健行動科学
雑誌 Vol.36(2) [2022]　医療者が当事者性を持つことの意義を問う
雑誌 Vol.37(1) [2022]　保健医療の行動科学再考
雑誌 Vol.37(2) [2023]　対話する保健医療
雑誌 Vol.38(1) [2023]　保健医療の研究倫理
雑誌 Vol.38(2) [2023]　未来志向の保健医療行動
雑誌 Vol.39(1) [2024]　保健医療のネガティヴケイパビリティ
雑誌 Vol.39(2) [2025]　アドバンス・ケア・プランニングの行動科学
雑誌 Vol.40(1) [2025]　ウェルビーイングと行動科学

＊バックナンバーを購入希望の方は本学会事務局にお問い合わせください。
＊バックナンバーに収録されている論文は本学会 web サイトから閲覧可能です。
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日本保健医療行動科学会 役員・委員会構成（敬称略，五十音順）

第 14 期（任期：2025 年６月１日～ 2028 年５月 31 日，顧問は任期の定めなし）

〈顧　問〉末松弘行（医学），仲尾唯治（社会学），藤崎和彦（医学），南 裕子（看護学），�
宗像恒次（健康科学），Brian Hurwitz（ブライアン・ハーウィッツ）（医学，英国），�
John Launer（ジョン・ローナー）（医学，英国）

〈会　長〉諏訪茂樹（社会学）
〈副会長〉岡 美智代（看護学），樋口倫子（心理・福祉学）
〈理　事〉梓川 一（心理・福祉学），岡 美智代（看護学），上山千恵子（看護学），河口てる子（看護学），�

小林好信（健康科学），酒井幸子（社会学），白土菜津実（看護学），諏訪茂樹（社会学），�
中川 晶（医学），任 和子（看護学），花家 薫（健康科学），蓮井貴子（看護学），�
樋口倫子（心理・福祉学），深井穫博（歯学），道信良子（社会学），村上 真（健康科学），�
元村直靖（医学），安酸史子（看護学），吉岡隆之（健康科学）

〈監　事〉天野雅夫（社会学），宮本眞巳（看護学）
〈評議員〉上杉裕子（看護学），大芦 治（心理・福祉学），村岡 潔（社会学），岡本響子（看護学），�

川村千恵子（看護学），小坂素子（看護学），紺井拡隆（歯学），佐藤冨美子（看護学），�
瀬在 泉（看護学），徐 淑子（社会学），平 英美（社会学），髙橋さつき（看護学），�
二瓶映美（看護学），林 哲也（心理・福祉学），藤田裕一（心理・福祉学），本庄恵子（看護学），�
松田 聡（医学），山口 豊（心理・福祉学），山崎裕美子（看護学），渡辺理和（社会学）

（2025 年１月 11 日現在）
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＜編集後記＞
　丙午の新年を迎え，本号をお届けできることを大変嬉しく思います。保健医療を取り巻く環境は，社会構造

の変化や技術革新により，日々新たな課題と可能性が生まれています。

　その中で，行動科学の視点を活かした研究や実践は，より効果的な保健医療の推進に不可欠な役割を果たし

ています。

　本号では，特集論文として現場での実践事例や政策への応用を視野に入れた論考を掲載しました。これらの

論文が，会員の皆様の研究活動や実務において，新しい発想や議論のきっかけとなれば幸いです。

　引き続き，皆様からの積極的なご投稿とご意見をお待ちしております。本会では，研究成果の社会での浸透

を促進し，保健医療の現場における行動科学の価値をさらに高めることを目指します。そのため，会員の皆様

との双方向の交流を重視し，情報発信や意見交換の場を広げてまいります。今後とも，日本保健医療行動科学

会の活動へのご参加を心よりお願い申し上げます。� （花家　薫）

　本号には，３本の投稿論文が掲載されました。原著として掲載された西谷論文は，ピアスタッフが支援者と

して活動する中で経験する困難と学びを質的に描き，支援の担い手としての成長過程を示唆しました。研究ノー

トの川村論文では，中山間地域住民の蓄積疲労と生活様式の関連を検討し，「休養」や「食事中の気分」といっ

た生活に根ざした指標が疲労と関連することを示しました。資料（総説）の井手段論文は，精神科病棟の空間

が交流や安定に影響し得ること，同時に患者が空間に独自の意味づけを行うことを整理し，アウトカム評価の

課題も提起しました。３本の論文はいずれも，当事者の経験，周囲との関係，そして環境の条件の中で支援や

回復を捉え直そうとする点で通底していました。また，支援やケアを「何をするか」だけでなく，「どのよう

な関係と環境のもとで成立するか」という問いへと接続し，実装可能な知見として提示しようとする姿勢が示

されていたように思います。

　本号も査読者の皆様のご尽力を賜りました。多様な専門性と視点が交わることで，採択に向けた議論がより

厚みを増し，誌面の質向上につながったと感じています。採択に至らなかった論文についても，査読者からの

コメントは研究を前進させる重要な資源となります。投稿された皆さまの挑戦に敬意を表するとともに，次な

る成果として結実していくことを心より願っております。� （樋口倫子）

◆編集委員長：樋口倫子

◆編集委員：�梓川 一，岡 美智代，岡本響子，上山千恵子，小坂素子，瀬在 泉，諏訪茂樹，任 和子，蓮井貴子，�

花家 薫，深井穫博，吉岡隆之

◆査読協力者：�上田敏子，川村晃右　城戸口親史，瀬在 泉，林 哲也，毛利貴子，二瓶映美，野呂瀬崇彦
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人生 100 年時代の保健医療行動科学
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